
【保育課関係】





１．多様な保育ニーズに対応した市区町村の取組に対する支

援について

（１）待機児童解消加速化プランの進捗状況と今後の取組について

（関連資料１参照）

子育て家庭における仕事と家庭の両立と、女性の活躍を推進していく

上で、待機児童の解消は取り組むべき最重要課題であり、潜在需要も

含めた保護者の保育ニーズに対応した受け皿を確保していくため 「待、

機児童解消加速化プラン」に基づき、待機児童解消に向けた取組を進

めているところである。

各自治体の積極的な整備推進により、平成25年度から平成27年度まで

の３年間で約31.4万人分の保育の受け皿を確保し、平成29年度末まで

の５年間では、約48.3万人分の拡大を見込んでおり、昨年公表した数

値（約45.6万人分）を約2.7万人分上回る見込みとなっている。

一方で、平成28年４月の待機児童数は、193の市区町村では減少した

、 、ものの 大規模なマンション開発等に伴う若年層の人口増などのため

保育需要の増加に整備量が追いつかなかった232の市区町村で待機児童

数が前年よりも増加しており、全国の待機児童数も前年より増加した

（386人増 。）

引き続き平成29年度末までの待機児童解消に取り組むとともに、平成

、 、 、30年度以降についても 女性の就業の更なる増加 働き方改革の進展

育児休業の取得促進等の取組を踏まえつつ、保育の受け皿を着実に整

備していただくようお願いする。

なお、受け皿整備に当たっては、各市区町村において、引き続き、足下

のいわゆる待機児童だけではなく、将来に向けて潜在的な保育ニーズにつ

、 、いても幅広く把握し それに応える整備を進めていただくことなっており

今後の受け皿整備や市町村子ども・子育て支援事業計画の見直しに取り組

んでいただきたい。

（ ） （ ）２ 受け入れ枠拡大に向けた取組の推進について 関連資料２参照

平成29年４月入園に向けた取組について①

女性の就業率（25歳～44歳）が70％以上となる中、保育園等の利用

率も平成28年は41.1％となるなど、いずれも上昇を続けている。

現在、各自治体において４月入園に向けて保育園等の利用申し込み
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の手続きが行われているが、今年も多くの利用申し込みが見受けられ

る。

各自治体におかれては、

・緊急的な一時預かり事業等の活用

・広域的保育所等利用事業を活用した、市区町村の圏域を超えた利用

や、地方単独補助を受けている保育施設や幼稚園等への送迎

・新設した保育園等において、定員に空きのある４・５歳児の受入れ

枠を活用した１・２歳児の受入れの実施

など工夫いただき、緊急的な受け入れ枠拡大に取り組んでいただきた

い。

② 平成29年４月以降の取組について

「待機児童解消加速化プラン」に基づく保育の受け皿拡大のため、

補助率の嵩上げ等の支援のほか、保護者の働き方や地域の実情に応じ

た、多様な保育の推進を図るため、

ア ０歳児期の育児休業終了後の「入園予約制」の導入支援

イ サテライト型小規模保育事業の創設

ウ 保護者のニーズをかなえる保育コンシェルジュの更なる展開

エ 民有地マッチング事業による「地域連携コーディネーター」の配

置

などの取組を行うこととしている。

また、昨年12月に開催した「地方自治体における取組事例横展開会

議」において、送迎保育事業の実施（松戸市 、大規模開発計画への）

保育園設置協力要請（新宿区 、保育コンシェルジュの設置促進（横）

浜市、乳幼児一時預かり事業の実施（横浜市 、川崎認定保育園の受）

入枠確保（川崎市 、隣接する市町村との待機児童解消に向けた連携）

協定の締結（横浜市、川崎市）など、効果的な取組事例を紹介・共有

した。

これらの新たな施策の活用や自治体の好事例を参考にしながら、各

自治体におかれては、保育を希望する方が保育を利用できるよう、よ

り積極的な取組を進めていただくようお願いする。

（３）平成29年４月入園に向けての市区町村における環境整備について

（関連資料３～４参照）

特定の保育園等を希望する者などの取扱いについて、市区町村ごとに

異なるとの指摘もあることから、学識者や自治体関係者等の参集を求

め、平成28年９月より、厚生労働省において 「保育所等利用待機児童、
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数調査に関する検討会」（座長：山縣文治関西大学人間健康学部教授）

を開催してきたところである。

同検討会において、各市区町村の現状の取扱いについて調査したとこ

ろ、利用調整において、保護者に対してきめ細かな対応が行われてい

ない事例が見受けられた。

利用申込みをした保護者の意向や状況については、「保育コンシェル

ジュ」等の利用者支援事業をきめ細かく展開するなど、市区町村が積

極的かつ丁寧に把握し、利用可能な保育園等の情報を提供する等、そ

れぞれの保護者のニーズに応じた適切な保育の提供を行うことが重要

である。

また、入園等に至らなかった者に対しても、継続して保護者の意向や

状況の把握に努め、保護者のニーズに合った丁寧な支援を行っていく

必要がある。

一方、既に平成29年４月の入園申込や相談対応等が各市区町村で始

まっており、また、現時点において、こうした保護者に対しきめ細かな

対応を行うための体制が整っていない市区町村がある。

こうした状況を受け、同検討会より、各市区町村においては、早急

にこの体制整備に着手するとともに、国においては、平成29年度予算案

において、子ども・子育て支援交付金における利用者支援事業の拡充を

盛り込んでおり、当該事業が各市区町村において積極的に活用されるよ

う周知すべき、との意見が出されたところである。

国においては、平成29年度予算案において、相談窓口の開所時間の

延長や、出張相談の実施といった場合の加算を設けるなど、子ども・子

育て支援交付金における利用者支援事業の拡充を行うこととしている。

また、利用者支援の機能強化を図るため、夜間加算、休日加算又は出張

相談支援加算のいずれかを実施した上で、一定の要件を満たした場合に

は、追加的な職員配置に必要となる費用を補助する新たな加算を設けた

ところである。

各市区町村におかれては、平成29年度から、当該事業を積極的に活

用いただくなど、それぞれの保護者の意向や状況等について丁寧に把握

し、保護者のニーズに合った適切な保育の提供が行われるよう、保護者

に「寄り添う支援」のための環境整備をお願いする。

なお、本検討会において、今後の取扱いについて引き続き検討を行

い、年度内を目途にとりまとめを行う予定である。
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（４）平成29年度の主な保育対策関係予算について

① 公定価格における改善の内容について（関連資料５参照）

平成29年度予算案における公定価格においては、

・保育士等の待遇改善

・保育士等の研修機会の確保

・幼児教育の段階的無償化

を図ることとしている。

保育士等の待遇改善については、平成28年人事院勧告に伴う国家公

務員の給与改定の内容に準じた保育士等の処遇改善（保育士平均＋1.

3％）を平成29年度の公定価格にも反映することとしている。

これに加えて 「ニッポン一億総活躍プラン （平成28年６月２日、 」

） 。（ （ ） ）閣議決定 等に基づく処遇改善を実施する 後掲・３ １ を参照

保育士等の研修機会の確保については、保育園等の公定価格におけ

る代替職員の配置に要する費用を、これまでの保育士等１人当たり年

間２日から、年間３日に拡充を図ることとしている。

幼児教育の段階的無償化については、市町村民税非課税世帯につい

て、第２子の保育料を無償化するほか、年収360万円未満のひとり親

世帯等については、第１子の保育料を市町村民税非課税世帯並みに軽

減を図ることとしている。

② 保育所等整備交付金等について（関連資料６参照）

「待機児童解消加速化プラン」に基づく48.3万人分の保育の受け皿

拡大を進めるため、平成28年度第二次補正予算及び平成29年度予算案

において、施設整備や改修に係る費用の補助率について、引き続き嵩

上げ（１／２→２／３）を行い、意欲のある自治体の取組を強力に支

援する。

、 、また 保育所等整備交付金において設定している地域区分について

地域の実情や要望等を踏まえ、平成29年度に交付するものから当該区

、 、 。分を廃止する予定であり 今後 通知等で示していくこととしている

さらに、昨今の資材費及び労務費の動向を反映し、平成28年度にお

ける交付基準額から３％増の補助単価の改定を行う予定であるので、

各自治体におかれては、積極的な保育の受け皿確保に向けた取組を進

めていただくようお願いする。

（ ）③ 保育利用支援事業 入園予約制 について「 （ ）」 関連資料７参照

０歳児期の子どもを保育園に入園させるため、通常１年間取得でき
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る育児休業を切り上げ、保育園入園を行っているといった事象が生じ

、 、ている現状を踏まえ 育児休業を切り上げることなく取得できるよう

育児休業終了後の入園予約制を導入した場合、必要な費用を支援する

こととしている。

具体的には、

ア 育児休業終了後から保育園等に入園する翌４月までの間に利用す

る一時預かり事業やファミリー・サポート・センター事業などの代

替保育の利用料を支援する

イ 保育園等において、年度当初から入園予約日までの間、保護者や

市町村との連絡調整や保護者への相談対応等を行う保育士等を配置

するために必要となる費用を補助する

こととしている。

入園予約制は、０歳児期の子どもを抱える保護者が、安心して育児

休業を取得できる環境を整えるものであるので、各自治体におかれて

は、本趣旨を踏まえ、積極的に入園予約制の導入について検討いただ

くとともに、入園予約制の導入に向けた一時預かり事業の実施など、

環境整備を行っていただきたい。

④ 「サテライト型小規模保育事業」について（関連資料８参照）

保育園等において、家庭的保育事業者等との連携協力を行うため、

連携に向けた調整等を行う連携支援コーディネーターを配置し、家庭

的保育事業等を利用する乳幼児に対する保育が適正かつ確実に行われ

るよう、また、満３歳に達して卒園する児童に対して必要な教育又は

保育が継続的に提供されるよう、連携協力を行う連携施設を適切に確

保する。

⑤ 「地域連携コーディネーター」の配置支援について

（関連資料９参照）

保育園等の設置の際の地域住民との合意形成、保育園等設置後にお

ける３歳児の保育園等への接続支援、地域活動への参加、保護者等へ

の相談援助の実施など、保育以外の取組を積極的に行う自治体・保育

園等に対し、当該取組の実施に必要な人員の配置を支援する。

⑥ 「医療的ケア児保育支援モデル事業」について

（関連資料10参照）

医療的ケアが必要な児童やその保護者が保育園等の利用を希望され

る場合に、当該児童を受け入れる保育園等の体制整備を行うため、自
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治体において看護師を雇い上げた際の費用を補助し、医療的ケアが必

要な児童の受入れを行う保育園等に必要に応じて看護師を派遣する等

の取組を行う「医療的ケア児保育支援モデル事業」を実施する。

当該事業については、医療的ケアが必要な児童を受け入れる体制整

備などモデル事業として実施し、各自治体における取組状況等を踏ま

え実施方法等について検討していく。

事業実施にあたっては、補助金の交付申請を行う前に、事前協議を

行った上で、補助対象自治体を選定することとしている。

⑦ 保育の質の向上と地方単独事業について

子ども・子育て支援新制度では、消費税財源を活用し、職員の配置

改善及び処遇改善、研修の充実等を保育の質の向上の項目として実施

している。また、これらにより必要となる地方負担については、総務

省において適切に地方財政措置が講じられているところである。

一方で、障害児保育については、平成15年度から一般財源化し、地

方交付税措置により各市町村において対応しているところであるが、

各市町村において地方単独補助で上乗せして実施している部分も含

め、障害児保育の取組を後退させることなく取り組んでいただくよう

お願いする。

（５）税制改正等について（関連資料11参照）

① 平成29年度税制改正について

平成29年度税制改正において、企業主導型保育事業や事業所内保育

事業（利用定員が１人以上５人以下）等の用に供する固定資産に係る

、 。固定資産税等について 課税標準の特例措置等を講ずることとなった

確化② 保育園等に土地を貸す際に固定資産税の減免が可能な旨の明

保育園等用地の確保に困難を抱える地方自治体においては、土地提

供のインセンティブの一つとして、補助金など他の施策に加え、土地

を有料で貸し付けている所有者に対する固定資産税の減免を検討する

ことが可能である旨の通知を平成28年９月16日付けで総務省と協議の

上発出しており、保育の受け皿確保に向けて、必要に応じて対応いた

だきたい。

（６）企業主導型保育の推進について（関連資料12参照）

「 」 、待機児童解消加速化プラン に基づく保育の受け皿確保に当たって
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事業所内保育を主軸とした企業主導型の多様な保育の拡大を支援する仕

組み（企業主導型保育事業）を平成28年度より創設し、平成29年度末ま

でに、約５万人分の保育の受け皿の拡大を目指している （内閣府にお。

いて実施）

① 平成29年度予算案における主な拡充内容

・ 認可保育園等の取扱を踏まえ、保育士等の処遇改善等を実施

・ 保育補助者雇上強化に関する補助の実施

・ 防犯・安全対策強化に関する補助の実施

② 税制改正について

平成29年度税制改正の大綱においては、企業主導型保育事業の用に

供する固定資産に係る固定資産税・都市計画税、企業主導型保育事業

の用に供する施設に係る事業所税、企業主導型保育事業において使用

する給食用脱脂粉乳に係る関税に関して優遇措置を新設することとし

ている。

※ 固定資産税・都市計画税・事業所税については、平成29年４月１

日から平成31年３月31日までの間に助成を受けた事業主が設置する

施設が対象となる。

※ 固定資産税及び都市計画税については、特例措置の課税標準等の

軽減の程度を地方自治体が条例で決定できるようにする地域決定型

地方税税制特例措置（わがまち特例）を導入することとしている。

このため、当該税の課税標準となる価格の軽減の程度について、２

分の１を参酌して３分の１以上３分の２以下の範囲内で定める必要

がある。

③ 指導監督について

都道府県においては、本事業の対象となる施設に対し、他の認可外

保育施設と同様に 「認可外保育施設に対する指導監督の実施につい、

て （平成13年３月29日雇児発第177号厚生労働省雇用均等・児童家」

庭局長通知）等による適切な指導監督が必要となる。

企業主導型保育事業の実施に伴い、各自治体において、指導監督対

、 、象の施設が増加することが見込まれるが その指導監督に当たっては

その経費を含めて平成29年度において地方交付税措置がなされる予定

となっていることを踏まえ、遺漏なきようご対応願いたい。
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（７）保育園等の連携施設の確保について

家庭的保育事業等については 「家庭的保育事業等の設備及び運営、

」（ 。 「 」 。）に関する基準 平成26年厚生労働省令第61号 以下 省令 という

第６条及び「家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の運用上

の取扱いについて （平成26年９月５日雇児発0905第２号厚生労働省」

雇用均等・児童家庭局長通知）により、保育園、幼稚園又は認定こど

も園を連携施設として確保していただいている。

、 （ ） 、このうち 卒園後の受け皿の提供 省令第６条第３号 については

平成28年度の地方分権に係る地方からの提案等を踏まえ、家庭的保育

事業等として認可を行う時点で確保が困難な場合であっても、市町村

（特別区を含む。以下同じ ）による利用調整等の方法により、当該。

家庭的保育事業所等の利用乳幼児に対する保育の提供が終了する時点

までに確保することを前提として認可することが可能である旨、平成

29年２月９日付けで周知したところである。ただし、公定価格上、基

本分単価に「連携施設との連携に係る費用」が積算されているため、

連携施設によって提供されることとなっている全ての連携協力が確保

されていない期間は、減算の対象となる旨ご留意いただきたい。

また 「子育て支援に関する行政評価・監視－子どもの預かり施設、

」（ ）を中心として－＜結果に基づく勧告＞ 平成28年12月9日総務省公表

を踏まえ、市町村においては、家庭的保育事業者等が連携施設の確保

を行おうとする際には、以下の通り配慮いただきたい。

・ 市町村自ら連携施設の候補先に連携施設の制度内容を説明するこ

とや、関係者間の接触を図るような懇談の場を設定するなど連携施

設の確保に向けて必要な支援を行うこと。

・ 家庭的保育事業者等に対し、連携施設を確保する際には、書面に

よりその連携内容を定めておくよう要請すること。

・ 家庭的保育事業者等の認可時やその後の運営状況の確認等を通じ

て、連携内容が担保されないおそれや担保されていない状況を確認

、 、 、 、した場合には 必要に応じ 引き続き 連携内容が実行されやすく

。保護者にとって利用しやすい連携施設の確保に向けて取り組むこと

なお、上記配慮を行う際には、国において平成29年度予算案に盛り

込んでいる「サテライト型小規模保育事業」の創設や地域連携コーデ

ィネーターの機能強化の活用を積極的に検討いただくとともに、以下

の厚生労働省ホームページに掲載されている資料のうち 「 参考）連、（

携施設設定の課題と好事例」も参照していただきたい。

（参考）家庭的保育事業等の連携施設の設定状況について（平成28年4月1日現在）

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000135739.html
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（８）保育園等の優先入園に係る取扱いについて

利用調整を行うに当たっては、特に待機児童が発生している市区町

村において、保育園等の利用に係る優先度を踏まえてその利用の調整

を行うため、平成26年の留意事項通知の内容も踏まえ、独自に点数付

。けを行うなどの取扱いを行っている事例が多く見られるところである

こうした市区町村においては、利用調整における選考過程の透明化

を図り、もって保育園等の入所申込者の十分な理解が得られるよう、

引き続き、点数付けの際の考慮要素となる項目や基準等の公表及び周

知に努めるとともに、入園申込者からの求めがあった場合等に当該申

込者に係る点数等を開示するなど、きめ細かな対応に努めるよう、平

成28年７月28日付けで事務連絡を発出している。

また、当該事務連絡において、利用調整を行うに当たって、①兄弟

姉妹について同一の保育園等の利用を希望する場合②保育士等の子ど

もが保育園等の利用を希望する場合（再掲）③小規模保育等の地域型

保育事業の卒園児童である場合における優先的な取扱いについて、改

めて配慮を求めているところである。

（９）小規模保育の推進について（関連資料13参照）

平成27年度より創設された小規模保育事業の件数については、平成2

、 。8年４月１日時点で2,429件と 平成27年に比べて774件の増加となった

、 、特にＡ型については1,711件と 平成27年に比べて749件増加しており

今後とも、特に質の確保されたＡ型の小規模保育事業について、引き

続き普及・促進に努めていただきたい。

また、待機児童の解消を目的として、待機児童の多い国家戦略特区

において、児童の発達過程に応じた適切な異年齢保育にも配慮した上

で、現在、原則として０～２歳児を対象としている小規模保育事業に

おける対象年齢を拡大し、小規模保育事業者が自らの判断で、０～５

歳児までの保育や、３～５歳児のみの保育等を行うことが可能となる

よう、国家戦略特別区域法の改正等、所要の法制上の整備を検討して

いるところである。

（10）病児保育事業の推進について（関連資料14参照）

① 質の向上について

、 、病児保育事業は 子育て世帯にとってニーズが高い事業であるが

児童が病気に罹った場合に必要となるものであるため、時期により

利用児童数の変動が大きいという特性があり、安定的な運営を確保
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することが課題となっている。

そこで、平成27年４月からの子ども・子育て支援新制度の施行に

合わせ、消費税増税分による財源を活用し、基本分補助単価を引き

上げるなど質の向上を図ったところである。

利用児童数に関わらず助成する単価を改善したものであり、安定

、 。的な運営に資するものであることから 積極的な活用をお願いする

② 平成28年の地方からの提案等に関する対応方針について

昨年12月に閣議決定した「平成28年の地方からの提案等に関する

対応方針」に基づき、病児対応型・病後児対応型の職員配置につい

て、原則として、保育士及び看護師をそれぞれ最低１名以上配置す

る必要があるが、離島・中山間地その他の地域で病児保育の利用児

童の見込みが少ないと市町村が認めた上で、医療機関に併設された

施設において実施するなどの要件を満たした場合に、例外的に、一

定の研修を修了した看護師等の配置に加えて、必要な場合に速やか

に対応できる看護師等の配置による実施を可能とする特例措置を設

けることとしている。事故防止や衛生面に十分配慮した上で適切な

取扱いをお願いする。

なお、このような対応を取った場合には、職員の勤務実態等に応

じた対象経費の範囲を定めるなど、適切な運営、補助金の執行等に

ご留意いただきたい。

③ 病児保育の普及促進について

平成28年度より、病児保育実施に必要となる施設整備費補助を創

設するとともに、保育園等において保育中に体調が悪くなった体調

不良児を送迎し、病児保育施設において保育するために必要となる

看護師雇上費等を補助する仕組みを創設しており （１ （２）と、 ）、

あわせ、地域における病児保育事業の普及に積極的に取り組んでい

ただきたい。

④ 研修について

病児保育事業に従事する保育士には、通常の保育に加え、小児の

感染症や病態に関する知識が、また看護師等には医療機関での看護

とは異なる小児の発達心理等を踏まえた専門性が求められることか

ら、病児保育事業に従事する者の資質向上を図るため、病児・病後

児保育研修事業を実施している。

また、訪問型は、病児、病後児が対象であることに加え、当該児

童の居宅において保育を行うため、高い専門性が必要であることか
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ら、病児・病後児保育（訪問型）研修事業を実施しているところ。

平成28年度より、病児保育に従事する職員の研修参加に係る費用

を補助しており、病児保育従事者の資質の向上を図るためにも、積

極的な研修の実施をお願いする。

（ ） （ ）11 多様な働き方に対応する保育の提供について 関連資料15参照

働き方が多様化する中で、夜間保育や延長保育といった多様な保育

に対するニーズが高まっており、こうしたニーズに応え、子育て支援

の充実を図ることは重要である。

① 小規模保育等における延長保育について

平成29年度予算案において、小規模保育事業、事業所内保育事業

（定員19人以下）で実施する場合の延長保育について、実施要件で

ある平均対象児童数を見直し、１時間延長は２人以上、２時間延長

は１人以上、３時間以上の延長は１人以上とすることとしており、

地域のニーズに対応した適切な実施をお願いする。

② 夜間保育の推進について

平成28年４月26日付事務連絡「平成28年４月１日現在の保育関係

調査の提出について」において 「夜間の保育ニーズ調査」を実施、

したところであるが、現状、ニーズにまだ十分対応しきれていない

状況や、ニーズの把握の程度が自治体ごとに異なる可能性も見受け

られた。

子ども・子育て支援新制度においては、保育を必要とする事由と

して、パートタイム、夜間など、基本的に就労形態の多様化に対応

することを明記しており、ニーズの的確な把握とニーズに適切に対

応した体制整備をお願いする。

、 、また 夜間勤務や交代制勤務など多様な就労形態に対応するため

保育園、認定こども園、事業所内保育事業において夜10時以降に行

う延長保育について （１）同様、平成29年度予算案において平均、

対象児童数を見直すこととしており、地域のニーズに対応した適切

な実施をお願いする。

（ ） （「 」）12 認可外保育施設の認可化移行の促進 認可化移行支援強化事業

について（関連資料16参照）

認可外保育施設の認可化移行支援については、平成29年度予算案にお

いて、認可保育園、認定こども園、小規模保育事業に加え、事業所内保
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育事業への移行も対象とし、課題の調査、施設の改修、運営の経費等の

補助を行うこととしている。さらに、地方単独保育施設については、認

、 （ ）可化移行運営費支援事業における加算を拡充し 利用者負担額 保育料

（ ）。 、を児童１人当たり２万円減額する 平成28年度は５千円減額 これは

当該市町村における認可保育園と地方単独保育施設の平均利用者負担額

（保育料）の差を埋めるものであるが、この差については、地方自治体

が利用者への補助により利用者負担額（保育料）の軽減を行っている場

合、軽減後の差によるものを補助することを予定している。

また、これらの認可保育園等への移行を促進する補助事業を更に活用

「 」 。いただくため 認可化移行支援強化事業 としてパッケージ化している

本事業は、計画の作成、課題の解決、基準を満たす運営とステップア

ップ方式で認可化移行を目指すものであり、特に認可化移行に当たって

の課題としては、

① 人材確保の点では、保育士の有資格者や保育従事者の配置数が不足

している、

② 施設・設備の点では、乳児室・保育室の面積が不足している、調理

室がない、

等がある。

これらの課題の解決により認可化移行を促進するため、

・無資格の保育従事者による保育士資格の取得

・マッチング支援による新たな保育士の確保

・基準を満たす施設への改修

等の支援メニューを用意している。

認可保育園等への移行ニーズを把握した上で、施設・事業者に対し、

本事業における認可化移行の支援メニューとともに、認可保育園等へ移

行した際のメリット（運営に係る費用、施設の老朽化に伴う修繕や増築

・改築に必要な費用等の補助、保育対策総合支援事業の様々なメニュー

による補助や支援）を積極的に周知いただき、認可化移行の取組を促進

いただきたい。

２．保育人材確保について

（１）保育士等の処遇改善について（関連資料17参照）

平成28年６月に閣議決定された「ニッポン一億総活躍プラン」等を踏

まえ、平成29年度から、

① 保育園等に勤務する全ての職員に対して２％（月額６千円程度）の
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処遇改善を行うとともに、

② 技能・経験を積んだ保育士等に対する処遇改善について、確実に賃

金改善に充てるための賃金改善計画の策定及び実績の報告、キャリア

アップに係る研修の受講、職務の発令、職務手当を含む月給による賃

金改善の４つを基本要件とし、

・ 園長及び主任保育士を除く職員全体の概ね３分の１を対象に、都

道府県等が実施する研修を経た中堅職員（経験年数概ね７年以上）

に対して月額４万円の処遇改善

・ 園長及び主任保育士を除く職員全体の概ね５分の１を対象に、都

道府県等が実施する研修を経た職員（経験年数概ね３年以上）に対

して月額５千円の処遇改善

を実施することとしている。

併せて、キャリアアップに係る研修の受講機会を確保するため、公定

価格の基本分単価に含まれている研修代替職員の雇上費用について、現

行の年２日から年３日に引き上げることとしている。

この処遇改善のうち、技能・経験を積んだ保育士等に対する処遇改善

、 、の実施に当たっては 職員や給与の状況が園ごとに異なることを踏まえ

① 経験年数については「概ね」の目安（家庭的保育事業や居宅訪問型

保育事業、事業所内保育事業（定員５人以下）を除く）であり、各保

育園等における職員の状況を踏まえて発令できること

② 月額４万円の処遇改善の配分方法については、月額４万円の対象者

を２分の１（小数点以下切り捨て）確保した上で、処遇改善に係る加

算額を技能・経験を有するその他の職員（園長を除く）に月額５千円

から４万円の範囲内で配分可能であること

③ 研修に係る要件については、キャリアアップに係る研修が平成29年

度から実施されることを踏まえ、平成29年度においては課さないこと

としており、平成30年度以降のこれらの運用上の取扱いについては、職

員の研修の受講状況等を踏まえ検討することとしている。

各地方自治体におかれては、保育園等が円滑に準備に取りかかれるよ

う、適切な情報提供をお願いしたい。

なお、新たな処遇改善の実施に当たっては、特に初年度である平成29

年度において、周知・広報をはじめとした様々な事務が発生することか

ら 国としても 各自治体における周知・広報に要する経費等を支援 補、 、 （

） 、 。助率10分の10相当 することとしているので ご承知おきいただきたい

また、平成28年人事院勧告に伴う国家公務員の給与改定の内容に準じ

た保育士等の処遇改善（＋1.3％）に要する費用については、平成28年

度第３次補正予算（平成29年１月31日成立）に盛り込んでおり、本年度

の公定価格を平成28年４月に遡及して改定することとしている。
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これについては平成29年度の公定価格においても同様であるので、各

地方自治体におかれては、改定の趣旨をご理解いただき、保育士等の職

員給与が適切な水準となるよう、保育園等に要請するなど周知・指導に

ご協力いただきたい。

（２）保育士等の研修実施体制の強化について（関連資料18参照）

保育士のキャリアパスの仕組みの構築に必要な研修体系等について、

今年度、調査研究事業を実施し、平成28年12月に有識者等により議論の

取りまとめが行われたところである。この取りまとめにおいては、リー

ダー的職員の育成のために必要な研修として、

・ 保育現場において専門的な対応が求められている分野である「乳児

保育 「幼児教育 「障害児保育 「食育・アレルギー対応 「保」、 」、 」、 」、

健衛生・安全対策」及び「保護者支援・子育て支援」の６分野の研修

・ 主任保育士の下でミドルリーダーの役割を担う立場の保育士に対す

る「マネジメント」の研修

・ 専門的な分野別の研修とは別に、保育園における実習経験の少ない

保育士試験合格者や潜在保育士が受講できるような「保育実践」の研

修

を保育士の研修体系に位置付けていくことが適当とされており、これを

踏まえ、今年度中を目途にキャリアアップに係る研修の内容や実施方法

等について通知する予定である。

キャリアアップに係る研修の実施主体については、広域的に実施する

必要性があることから、都道府県とするが、多くの受講ニーズに対応す

るため、都道府県が適当と認める団体に委託する方法のほか、保育団体

や指定保育士養成施設、市区町村が実施する研修を都道府県が指定する

方法も可能とする予定である。

技能・経験を積んだ保育士等に対する処遇改善に係る研修要件につい

ては、平成29年度においては課さないこととしているが、保育士の研修

機会と研修内容を充実させ、保育士の専門性の向上を図るとともに、キ

ャリアアップの仕組みの構築を円滑に行うため、平成29年度予算案にお

いて 「保育の質の向上のための研修事業」を拡充し、キャリアアップ、

に係る研修に対する支援（国１／２補助）に必要な予算を計上している

ので、研修の実施に積極的に取り組んでいただきたい。

なお、調査研究事業の一環として、都道府県、保育団体及び指定保育

士養成施設の職員を対象としたシンポジウムを開催（２月24日、３月７

日）し、キャリアアップに係る研修の内容や実施方法等の周知を行うと

ともに、実践的な事例の紹介等を行うこととしているので、ご参加いた
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だきたい。

（３）保育人材を確保するための新たな取組について

（関連資料19～20参照）

① 平成29年度予算案における新たな取組について

保育の受け皿拡大に伴い必要となる保育人材を確保するため、平

成29年度予算案において、従来の取組に加え、以下の施策に新たに

取り組むこととしている。保育人材の確保にあたっては、処遇改善

のほか、新規資格取得者の確保や就業継続支援、離職者の再就職支

援といった総合的な対策を講じることが重要であることから、各都

道府県等においては、国庫補助事業を積極的に活用し、人材確保の

取組を強化していただくとともに、管内市区町村に対しても、国庫

補助事業の積極的な活用を促していただきたい。

【平成29年度予算案における新たな取組】

・保育士・保育園支援センター設置運営事業の拡充

求職者と求人を行っている保育事業者とのマッチング支援の

強化を図るため、これまで１名分相当としていた保育士再就職

支援コーディネーターの雇い上げの費用について、一定のマッ

チングの実績がある保育士・保育園支援センター において（※）

は、２名分相当の雇い上げの費用を補助する。

（※）平成28年度における当該コーディネーターによるマッチングの実績（就

職件数）が50件以上の保育士・保育園支援センターを対象とする予定。

・保育士宿舎借り上げ支援事業の対象者拡大

保育事業者が雇用する保育士のための宿舎の借り上げ支援の

対象者については、これまで「採用された日から起算して５年

以内の者」としていたが 「採用された日から起算して10年以、

内の者」とし、対象者を拡大する。

・保育人材就職支援事業の創設

これまで保育人材確保策については、都道府県を対象とした

施策が中心であったが、都道府県と連携した市町村による人材

、 、確保を支援するため 市町村を実施主体とした新卒の人材確保

就業継続支援及び潜在保育士の再就職支援に関する事業を補助

する。当該事業を活用した、指定保育士養成施設の学生に対す

るインターンシップや保育園の見学の機会の提供、高校生や中

学生の保育園での職場体験、保育士・保育園支援センター等と
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連携した就職相談会の実施等による更なる人材確保の取組を支

援する。

② 保育士試験による新規資格取得者の確保について

保育人材の確保にあたっては、新たに保育士資格を取得する者の

増加を図ることが重要であり、平成27年１月に策定した「保育士確

保プラン」において保育士試験の年２回実施の推進を掲げ、平成27

（ ） 、年度に国家戦略特別区域限定保育士試験 特区試験 制度を創設し

通常の４府県で年２回目の試験が実施された。今年度においては、

保育士試験のみを年２回実施する取組も広がり、平成29年度は、特

区試験を含め、全ての都道府県で年２回目の試験が実施される予定

育士試験が実施されるよう、ご協力であるので、今後も、円滑に保

をお願いしたい。

また、多様な人材の参入を推進する観点から、人材の質を確保し

ながら、受験者に多様な選択肢を提供するため、平成28年11月に省

令改正を行い、特区試験において、保育実技講習会を修了すること

により、実技試験を免除する仕組みを導入できることとしたので、

特区試験を実施する際には 「保育実技講習会」の実施を検討して、

いただきたい。

る方③ 他の福祉系国家資格所持者等が保育士資格を取得しやすくす

策の検討について

「日本再興戦略」改訂2015において、保育の担い手の確保の観点

から、他の福祉系国家資格所持者等が保育士資格を取得しやすくす

るための方策について速やかに検討することとされており、現在、

保育士養成課程等検討会で当該方策の検討を進めているところであ

る。検討内容について、結論を得た際には周知を行うので、ご了知

願いたい。

（４）保育士確保集中取組キャンペーンについて（関連資料21参照）

「待機児童解消加速化プラン」に基づく保育の受け皿拡大に伴い、

保育の担い手となる保育士の有効求人倍率は、全国平均で2.67倍（平

成28年12月時点）となっており、保育士の確保が喫緊の課題となって

いる。このため、例年１月頃に保育士の有効求人倍率がピークになる

ことを踏まえ、昨年に引き続き、４月に向けた保育士確保を進めるた

め、３月までの間 「保育士確保集中取組キャンペーン」を実施し、、

保育士資格有資格者であって、現在、保育士として働いていない者の
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掘り起こし及び就職あっせんを強化し、未就業の保育士の就業促進を

図ることとした。

ついては、様々な場所や機会等を捉え、未就業の保育士に対し、保

育士・保育園支援センターへの登録やハローワークへの求職申込につ

いて積極的に呼びかけていただきたい。

また、保育士の確保が困難な状況にある保育園等について、都道府

県が把握している場合は、速やかに保育士・保育園支援センターやハ

ローワークへ情報提供を行っていただくとともに、保育士の確保が困

難な状況にある管内保育園等に対し、保育士・保育園支援センターや

、 。ハローワークへ求人登録を行うよう 働きかけを行っていただきたい

（５）多様な保育の担い手の確保について（関連資料22参照）

厚生労働省では、待機児童を解消し、受け皿拡大が一段落するまで

の緊急的・時限的な対応として、平成28年４月より、各自治体におい

。て保育園における保育士配置の特例を実施することを可能にしている

これについて、保育園の認可主体である都道府県、指定都市、中核

市の114自治体を対象として、平成28年10月1日時点の状況を調査した

ところ、84の自治体が特例を実施しており、引き続き検討いただきた

い。

（６）保育士等の子どもの保育園等の利用に係る配慮について

利用調整に係る優先利用の考え方については 「子ども・子育て支、

援法に基づく支給認定等並びに特定教育・保育施設及び特定地域型保

育事業者の確認に係る留意事項等について （平成26 年９月10 日付」

け府政共生第859 号・26 文科初第651 号・雇児発0910 第２号内閣府

・文部科学省・厚生労働省通知）第２の７において示している。これ

について、保育士自身の子どもが保育園に通えないために職場復帰で

きない等の事例が見受けられることから、市町村が利用調整を行うに

当たって、保育士等の子どもが保育園等の利用を希望する場合におけ

る優先的な取扱いについて改めて配慮するよう、平成28年７月28日付

けで事務連絡を発出しているため、改めてご配意いただきたい。

（７）子育て支援員研修の積極的な実施について

保育における労働力需要の増加に伴い、多様な人材を活用し、保育

の担い手を確保するとともに、保育士の業務を補助する者を配置する

、 。ことにより 保育士の勤務環境の改善を図る取組が重要となっている

小規模保育事業や家庭的保育事業といった地域型保育事業及び一時
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預かり事業における保育従事者等については、子育て支援員研修の受

講を通じて、必要となる知識や技能等を修得するとともに、資質の確

保を図ることが必要である。

また、保育士の更なる勤務環境の改善を図るため、朝夕の時間帯に

おける保育士配置要件の弾力化など、一部保育士に代えて子育て支援

員研修を修了した者等を配置できることとするともに、保育補助者の

雇い上げ支援においては、当該保育補助者は子育て支援員研修等の一

定の研修を受ける必要があることとしており、保育園等において多様

な人材の活用が求められている中、保育の質を確保するためには、子

育て支援員研修の修了が必要不可欠となっているところである。

こうした中、子育て支援員研修を実施していない自治体又は基本研

修のみ実施している自治体も見受けられ、地域の実情やニーズに対し

て十分な子育て支援員の養成ができていない地域があるのが現状とな

っている。

今後も、子育て支援員に対するニーズが一層高まることが考えられ

ることから、保育園及び地域型保育事業における従事者等の充足状況

等から必要な養成数等を把握した上で、子育て支援員研修を積極的に

実施することにより、子育て支援員の養成を図っていただきたい。

３．保育所保育指針の改定について（関連資料23参照）

保育所保育指針は、保育園における保育の理念や保育内容・方法等を

体系的に示すものとして、昭和40年８月に策定されて以降、３回の改定

が行われており、直近の平成20年改定においては、規範性を有する指針

としての位置付けを明確にするため、大臣告示として定められている。

今回の改定に当たっては、社会保障審議会児童部会に設置された「保

育専門委員会 （委員長：汐見稔幸白梅学園大学学長）において、検討」

を行ってきたところである。

平成28年12月21日の同委員会において議論が取りまとめられ 「改定、

の方向性」として、

① 乳児・３歳未満児保育の記載の充実

② 幼児教育の積極的な位置付け

③ 健康及び安全の記載の見直し

④ 「子育て支援」の章の新設

⑤ 職員の資質・専門性の向上

、 、 、といった内容が示されており 現在 これらを踏まえた告示案について
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２月14日にパブリックコメントによる意見募集を行っている。今年度中

に大臣告示を改正し、１年間の周知期間をおいて、平成30年度から適用

する予定であるのでご承知おきいただきたい。

（参考）保育所保育指針の改定に関する議論のとりまとめ

（平成28年12月21日社会保障審議会児童部会保育専門委員会）

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000146738.html

４．保育中の事故防止に係る安全対策の強化について

（関連資料24～25参照）

保育施設等における事故防止の取組については、平成28年３月末に発

出した「教育・保育施設等における事故防止及び事故発生時の対応のた

めのガイドライン」を参考に対応をお願いしているが、

・ 特定教育・保育施設等における事故情報データベース（内閣府ホー

ムページで公表）

・ 教育・保育施設等における事故報告集計の公表、事故防止対策につ

いて（平成28年４月公表）

においても、認可外保育施設や０・１歳児の午睡中の死亡事故が多いこ

とから、平成28年10月に改めてガイドラインの取組について各施設・事

業者等への周知をお願いしたところである。

しかしながら、それ以降においても重大事故の報告をいただいている

こと、また、４月からの新学期には新入所児童の受入れや、新たに着任

する職員等がいることから、各施設・事業者に対し、ガイドラインにつ

いて更なる周知徹底をいただき、事故防止の取組を推進していただくよ

うお願いする。

この周知の機会として、平成29年度予算案に計上している、保育園等

の事故防止の取組強化事業（※）を活用いただき、

① 重大事故防止のための研修による集団的な説明、指導

② 重大事故防止のための公立保育園の保育士ＯＧ・ＯＢ等を活用した

巡回支援指導による個別的な説明、指導

により、各施設・事業者のガイドラインに関する理解、取組を促してい

ただきたい。

また、研修事業においては、ガイドラインの他、事故報告、事後的な

検証の解説や、事故防止、事故発生時の対応の取組等の内容で、原則、

都道府県が実施していただきたい。

、 、 、 、巡回支援指導事業においては 事故報告 事後的な検証と同様 原則

ITUVL
スタンプ



① 認可保育園、認定こども園、地域型保育事業、地域子ども・子育て

支援事業を対象とする場合は市町村

② 認可外保育施設、認可外の居宅訪問型保育事業を対象とする場合は

都道府県、指定都市、中核市

により、各保育園等における

・ 重大事故の発生しやすい場面（睡眠中、食事中、水遊び中等）

・ 満たすべき基準の遵守状況

・ 事故防止の取組、事故発生時の対応

等に関する助言又は指導を実施していただきたい。

また、巡回支援指導については、各保育園等の実情も踏まえつつ、事

前通告の有無について適切に判断し効果的に実施するとともに、指導監

督部門との十分な連携を図っていただくことにより、認可外保育施設に

対する立入調査等の適切な実施につなげていただきたいと考えている。

ガイドラインの周知徹底とともに本事業を積極的に活用し、保育事故

防止に係る安全対策の強化を図っていただきたい。

※補助の仕組みについては、以下を予定。

・都道府県又は市町村単独で実施する場合は直接補助

（国１／２、都道府県又は市町村１／２）

・都道府県と連携及び支援を受け市町村が実施する場合は間接補助

（国１／２、都道府県１／４、市町村１／４）

【所要額：30.2億円の内数（保育対策総合支援事業費補助金 】）

※教育・保育施設等における事故防止及び事故発生時の対応のためのガイドライ

ンについて

http://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/meeting/index.html#kyouiku_

hoiku

５．地方分権に係る地方からの提案等への対応方針について

（関連資料26参照）

平成28年度の地方からの提案等への対応方針として、

① 一時預かり事業等の事務・権限について、事務処理特例制度による

移譲が可能である旨を通知

② 家庭的保育事業等の連携施設の確保に関する要件の明確化（再掲）

③ 病児保育事業の職員配置要件に係る特例措置（再掲）

④ 延長保育事業等と放課後児童クラブを合同実施する場合の職員配置

基準の特例を検討・結論
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⑤ 家庭的保育事業等における給食の外部搬入事業者の拡大について、

検討・結論

等を行うこととしており、①及び②については、それぞれ「一時預かり

事業及び病児保育事業の届出提出先、立入検査等の事務・権限の移譲に

ついて （平成29年２月９日付け厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育」

課事務連絡）及び「家庭的保育事業等の連携施設の確保について （平」

成29年２月９日付け厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課事務連絡）

で周知したところであるので、ご了知いただきたい。なお、③～⑤につ

いても、本年度中に検討・結論を行い、追って周知する予定である。

６．保育園等の実態調査について（関連資料27参照）

保育園・幼稚園・認定こども園等に係る実態調査については、平成28

年６月に閣議決定された「ニッポン一億総活躍プラン」を踏まえ、保育

園等の給与実態等の把握やこれまで行ってきた処遇改善策の効果の検証

等を行うために実施し、平成28年12月の子ども・子育て会議において中

間集計状況を報告・公表したところである （平成29年春頃最終取りま。

とめ予定）

保育園等に係る実態調査については、平成29年度においても、今回の

調査結果や回答状況も踏まえ、内閣府において実施することを検討して

おり、各地方自治体におかれては、その際にはご協力いただきたい。

７．その他

（１）保育園の耐震化の促進について（関連資料28参照）

① 耐震化の状況

保育園の耐震化については、保育園を利用している子どもの安心

・安全を確保するとともに 「国土強靱化アクションプラン2015」、

（平成27年６月16日国土強靱化推進本部決定）において、社会福祉

施設の耐震化率を平成30年度までに95％とすることを目標としてい

ること等も踏まえ、着実に推進していく必要がある。

全国的な取組状況をみると、平成26年10月１日現在の保育園の耐

震化率は、83.3％となっており、引き続き耐震化の促進が必要な状

況である。
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耐震化状況の詳細をみると、各自治体における取組により、全て

の施設で耐震化が実施されている自治体から、耐震化率が60％弱に

留まっている自治体までと大きな差が生じており、設置主体別にみ

ても 公立保育園の耐震化率は80.8％ 私立保育園の耐震化率は84.、 、

9％と差が生じている。こうした状況を踏まえ、各都道府県におか

れては、管内市町村に対して（２）に掲げる情報を提供していただ

き、公私立ともに保育園の耐震化の促進に努められたい。

（※平成27年10月１日現在の保育園の耐震化の状況については、今

年度中に公表する予定 ）。

② 耐震化工事について

ア 耐震化のための整備について

私立保育園の施設整備については、保育園等整備交付金により財

政支援をしているところであるが、耐震化工事については、大規模

修繕等の整備区分を適用し、公的機関の見積りと民間工事請負業者

２社の見積りを比較して低い方の価格を交付基準額とすることで、

資材・労務単価の動向が適切に反映されるので、早期の耐震化に努

めていただきたい。

また、公立保育園の施設整備については、平成18年度に税源移譲

と合わせて一般財源化されているので、各地方自治体において積極

的な対応をお願いしているところであるが、総務省の緊急防災・減

災事業費の対象に「災害時要援護者対策のための社会福祉施設の耐

震化」が盛り込まれており、地方単独事業として行う公立保育園の

耐震化工事について、緊急防災・減災事業の対象としている。これ

により、緊急防災・減災事業債を事業費の100％に充当可能とし、

元利償還金についてその70％を基準財政需要額に算入することとし

ているので、合わせてご活用いただきたい。なお、当該措置は平成

、 。32年度まで延長されるので 耐震化に向け早期の取組をお願いする

イ 耐震診断について

耐震診断が必要な昭和56年以前の保育園について、耐震診断の実

施率は全国で63.4％となっているが、実施状況の詳細をみると、診

断が完了している自治体からほぼ未実施の自治体まで、自治体にお

いて顕著な差が見られる。

耐震化の促進に向けては、何より耐震診断を行うことが重要であ

るため、耐震診断実施率の低い自治体におかれては、まずは耐震診

断の早期実施に努めていただきたい。

保育園の耐震診断に要する費用については、国土交通省が所管す
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る社会資本整備総合交付金等の基幹事業である「住宅・建築物安全

ストック形成事業」により国庫補助を受給することが可能であるの

で、自治体におかれては、迅速かつ積極的な対応をお願いする。

（２）保育関係予算の執行に係る適正化について

会計検査院による平成27年度決算検査報告書において、保育関係予

算の事務執行に適正を欠いたため、国庫補助金等の過大交付による不

。 、当事項として指摘を受けたところである 各都道府県等におかれては

再発防止の観点から、適正な補助金執行事務の実施についてご留意い

ただくとともに、管内市町村等に対して改めて周知願いたい。

① 保育所運営費負担金

平成26年度以前の保育所運営費について、会計検査院より、

・ 保育園の入所に係る徴収金の世帯階層区分の認定の際、扶養義

務者の市町村民税額等の調査確認が十分でなく、徴収金額の算定

誤りが指摘されていること

・ 主任保育士専任加算における代替保育士の勤務実態の確認が十

分でなく、加算の適用が誤っていたとの指摘がされていること

から、子ども・子育て支援新制度における利用者負担額の算定にお

ける適正事務の確保とともに、公定価格における各種加算の認定等

の事務にあたっては、告示、通知等に即した事務が行われるよう指

導をお願いする。

② 延長保育促進事業等

延長保育促進事業に係る執行について、実支出額の確認が十分で

ない、利用料収入を控除実支出額から控除していないなど、実支出

額を過大に計上していたこと等による国庫補助金の過大交付の指摘

を受けた事例が多数見受けられたので、各都道府県等においては、

適正な補助金執行事務の実施にご留意いただき、管内市町村等に対

して改めて周知をお願いする。

③ 賃貸物件による保育園整備事業

子育て支援対策臨時特例交付金（安心こども基金）により実施さ

れた、賃貸物件による保育園整備事業において、市町村が実支出額

、の算定方法を誤ったまま都道府県に対し実績報告書を提出しており

市町村が事業者に対して補助した金額よりも多額の交付を都道府県

から受けたため、交付額が過大となっていた事例が見受けられたこ
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とから、実績報告書等の審査及び確認体制を強化するとともに、市

町村に対する的確な指導について配慮をお願いする。

（３）認可外保育施設に対する届出の促進・指導監督の徹底について

（関連資料29参照）

① 認可外保育施設に対する届出の促進について

、 、平成28年４月から １日に保育する乳幼児の数が１人以上の場合

都道府県知事（指定都市、中核市の場合はその長）に事業開始１か

月以内の届出や毎年の運営状況報告が必要となり、いわゆるベビー

シッターについても都道府県知事等への届出、報告が義務付けられ

ている。

いわゆるベビーシッターからの届出に係る業務については、事業

実施の実態把握、届出様式の整備、届出情報の整理等御尽力いただ

き感謝申し上げる。引き続き、届出に係る適切な取扱いをお願いす

る。なお、届出業務に関する支援メニューとして、平成29年度予算

案においては、

ア 手続の利便性の向上による施設・事業者からの設置の届出等の

促進

イ 都道府県等における事務負担の軽減

等を図るため、都道府県等において、認可外保育施設の設置の届出

等に係るシステム構築経費を補助する事業として「保育施設・事業

の届出に伴うICT化推進事業（※ 」を計上している。）

本事業においては、年１回、厚生労働省が定める様式により届出

等に係る情報を報告いただくこととしている。多くの都道府県等が

本事業を活用いただくことにより、将来的には、現在、毎年度調査

をお願いしている認可外保育施設に関する各種調査の負担軽減につ

なげたいと考えている。

都道府県においては積極的に、また、市町村に認可外保育施設の

届出等の権限を委譲している場合は市町村と連携して取り組んでい

、 。ただき 認可外保育施設に対する設置の届出等を促進いただきたい

※補助の仕組みについては、以下を予定。

・都道府県、指定都市又は中核市がシステムを構築する場合は直接補助

（国３／４、都道府県・指定都市・中核市１／４）

・都道府県が市町村に権限委譲しており市町村がシステムを構築する場合は

間接補助

（国３／４、都道府県１／８、市町村１／８）

ITUVL
スタンプ



【所要額：30.2億円の内数（保育対策総合支援事業費補助金 】）

② 認可外保育施設に対する指導監督の徹底について

認可外保育施設に対する指導監督については、年１回以上立入調

査を行うことを原則としているが、平成27年３月末現在の実施率は

概ね７割であり、また、各都道府県、指定都市、中核市によって実

施状況に差があるといった状況であった。

認可外保育施設については、平成27年においても死亡事故が10件

報告されており、死亡事故等の重大事故を防止するためにも適切な

指導監督を実施することが重要である。

このため、

ア 昨年６月に、指導監督の実施に係る通知について、必要に応じ

て事前通告なく立入調査を実施することが可能であることをより

明確化する改正を行い、

イ さらに、平成29年度予算案において 「保育園等の事故防止の、

取組強化事業」を計上し、重大事故防止のための巡回支援指導と

指導監督部門との十分な連携を図っていただくことにより、認可

外保育施設に対する立入調査等の適切な実施につなげていただき

たいと考えている。

都道府県等におかれては、通知の改正の趣旨を踏まえ、また、保育

園等の事故防止の取組強化事業を活用いただき、認可外保育施設に対

する指導監督の徹底をお願いしたい。

（４）保育園における第三者評価の受審について

個々の事業者が事業運営における問題点を把握し、サービスの質の

向上に結びつけるとともに、評価結果の公表が利用者の適切なサービ

ス選択に資するための情報となることを目的とする第三者評価につい

ては、子ども・子育て支援新制度の施行に伴い、受審を努力義務化す

るとともに、５年に１度の受審が可能となるよう、受審及び評価結果

の公表を行った事業者に対して、受審料の半額程度を公定価格の加算

として補助することとしている。

第三者評価については、平成27年6月30日に閣議決定された「日本再

興戦略」改訂2015において 「保育サービスの質の向上を図り、安心、

して子どもを預けることができる環境を整備するため、2019年度末ま

でにすべての保育事業者において第三者評価の受審が行われることを

。 、 、 「 」 、目指す また 当該受審結果について 積極的に 見える化 を進め

就職を希望する保育士や保育サービス利用者が優良な保育事業主を選
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択できるような環境整備を進める」こととされており、受審率の向上

に向けて、引き続き各自治体における積極的な取組が必要である旨、

ご了知いただききたい。

（５）アレルギー対策ガイドライン及び感染症対策ガイドラインの改

訂について

平成23年３月に策定された「保育所におけるアレルギー対策ガイド

ライン」については、アレルギー疾患対策基本法が平成26年６月に成

立し、特にエピペンへの対応や除去食の対応等、科学的根拠に基づく

最新の知見を踏まえたガイドラインの改訂が必要となっている。

また、平成24年11月に改訂された「保育所における感染症対策ガイ

ドライン」についても、特にＢ型肝炎、Ｃ型肝炎、疥癬への対応等、
かいせん

科学的根拠に基づく最新の知見を踏まえたガイドラインの改訂が必要

となっている。

このため、平成29年度中に各検討委員会を開催し 「保育所におけ、

るアレルギー対策ガイドライン」及び「保育所における感染症対策ガ

イドライン」の改訂を行うことを検討しているところである。

（６）保育園と他の社会福祉施設との併設に係る取扱いについて

保育園については、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準（昭

和23年厚生省令第63号）第８条に基づき、他の社会福祉施設を併せて

設置するときは、入所している者の居室及び各施設に特有の設備並び

に入所している者の保護に直接従事する職員を除いて、必要に応じ、

当該児童福祉施設の設備及び職員の一部について、併せて設置する社

会福祉施設の設備及び職員に兼ねることが可能である。

したがって、必要に応じて保育園内の空き部屋や余裕スペースを活

用して、児童発達支援事業等の運営を行うことも可能であり、地域の

保育ニーズも踏まえ、必要に応じて対応いただきたい。

（７）裁判員の子どもに対する一時預かり事業等の提供について

平成27年通常国会において、裁判員の参加する刑事裁判に関する法

律の一部を改正する法律（平成27年法律第37号）が成立し、衆議院及

び参議院の附帯決議において、裁判員候補者の出席率が低下するなど

していることを踏まえ、裁判員裁判に対する国民の参加意欲を高める

ため、できる限り国民が裁判員として裁判に参加できるような環境の

、 。構築に向けて 更に積極的に取り組むことが求められたところである

特に、衆議院の附帯決議においては、政府及び最高裁判所が本法の
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施行に当たり格段の配慮をすべき事項として、保育園や家庭的保育事

業等を日常的に利用していない者がこれらの施設をスムーズに利用で

きることの確保等が盛り込まれたところである。

これを踏まえ、地方裁判所所在地をはじめとする各市町村において

は、未就学児の保護者が希望する場合には、一時預かり事業を活用し

裁判員として裁判に参加することができるよう、積極的な対応をお願

いしたい。

（参考）裁判員の参加する刑事裁判に関する法律の一部を改正する法律案に対する

附帯決議（平成27年５月15日 衆議院法務委員会 （抄））

政府及び成功裁判所は、本法の施行に当たり、次の事項について格段の配

慮をすべきである。

一～四 略

五 事業者による特別な有給休暇制度の導入などの職場環境改善の促進、

保育所・学童保育等を日常的に利用していない者がこれらの施設を利用

することの確保等、できる限り国民が裁判員として裁判に参加できるよ

うな環境の構築に向けて、更に積極的に取り組むこと。

六～八 略
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［関連資料：保育課］
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保

育
園

等
利

用
率

の
推

移

○
平

成
2
8
年

度
補

正
予

算
（
平

成
2
9
年

度
に

予
定

し
て

い
た

分
の

う
ち

そ
の

一
部

の
整

備
を

前
倒

し
）

○
平

成
2
9
年

度
当

初
予

算
案

（
前

倒
し

分
を

除
い

た
必

要
と

な
る

保
育

の
受

け
皿

に
対

応
し

た
予

算
を

計
上

（
4
.6

万
人

分
）
）

►
０
歳
児

期
の
育
児
休

業
終

了
後
の
「

入
園

予
約
制
」
の
導
入
支
援

►
３
歳
以

上
に
特
化
し

た
拠

点
保

育
園
に

３
歳
未
満
対
象

の
「
サ
テ
ラ
イ
ト

型
小
規
模
保
育
事
業
所

」
の

設
置

支
援

►
保
護
者

の
ニ
ー
ズ
を

か
な

え
る
保

育
コ

ン
シ

ェ
ル
ジ
ュ
の

展
開

►
保
育
園

等
の
設
置
の

際
に

地
域

住
民
と

の
合
意
形
成
等

を
進
め
る

「
地
域
連
携

コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ

ー
」

の
機

能
強

化

＜
待

機
児

童
解

消
加

速
化

プ
ラ

ン
の

全
体

像
＞

受
け

皿
確

保
に

向
け

た
取

組

5か
年

合
計

平
成

25
年

度
平

成
26

年
度

平
成

27
年

度
平

成
28

年
度

平
成

29
年

度

59
,9

63
人

( 
計

 3
14

,2
48

人
 )

( 
計

 1
69

,5
47

人
 )

48
3,

79
5人

72
,4

30
人

14
7,

23
3人

94
,5

85
人

10
9,

58
4人

「
待

機
児

童
解

消
加

速
化

プ
ラ

ン
」
集

計
結

果
（
平

成
2
8
年

度
）
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○
こ
の
資
料
は
、
平
成
2
8
年
1
2
月
９
日
に
開
催
さ
れ
た
「
待
機
児
童
解
消
に
向
け
た

地
方
自
治
体
に
お
け
る
取
組
事
例
横
展
開
会
議
」
で
、
松
戸
市
、
新
宿
区
、
横
浜
市

及
び
川
崎
市
か
ら
発
表
さ
れ
た
資
料
を
一
部
抜
粋
し
た
も
の
で
す
。

○
会
議
全
体
の
資
料
に
つ
い
て
は
、
厚
生
労
働
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
て
お
り

ま
す
の
で
、
以
下
の
Ｕ
Ｒ
Ｌ
か
ら
ご
参
照
頂
き
ま
す
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

（
厚
生
労
働
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
）

ht
tp

://
w

w
w

.m
hl

w
.g

o.
jp

/s
tf/

sh
in

gi
2/

00
00

14
57

58
.h

tm
l

待
機
児
童
解
消
に
向
け
た
地
方
自
治
体
に
お
け
る
取
組
事
例
に
つ
い
て
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１
．
松
戸
市
の
取
組
に
つ
い
て
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２
．
新
宿
区
の
取
組
に
つ
い
て
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6
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３
．
横
浜
市
の
取
組
に
つ
い
て
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４
．
川
崎
市
の
取
組
に
つ
い
て
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平
成

29
年
４

月
入
園

に
向
け

て
の

市
区

町
村

に
お
け
る
環
境
整
備
に
つ
い
て

○
検
討
会
に
お
い
て
、
各
市
区
町
村
の
現
状
の
取
扱
い
に
つ
い
て
調
査
し
た
と
こ
ろ
、
利
用
調
整

に
お
い
て
、
保
護
者
に
対
し
き
め
細
か
な
対
応
が
行
わ
れ
て
い
な
い
事
例
が
見
受
け
ら
れ
た
。

○
利
用
申
込
み
を
し
た
保
護
者
の
意
向
や
状
況
に
つ
い
て
は
、
「
保
育
コ
ン
シ
ェ
ル
ジ
ュ
」
等
を

活
用
し
、
市
区
町
村
が
積
極
的
か
つ
丁
寧
に
把
握
し
、
利
用
可
能
な
保
育
園
等
の
情
報
を
提
供
す

る
等
、
そ
れ
ぞ
れ
の
保
護
者
の
ニ
ー
ズ
に
応
じ
た
適
切
な
保
育
の
提
供
を
行
う
こ
と
が
重
要
で
あ

る
。 ま
た
、
入
園
等
に
至
ら
な
か
っ
た
者
に
対
し
て
も
、
継
続
し
て
保
護
者
の
意
向
や
状
況
の
把
握

に
努
め
、
保
護
者
の
ニ
ー
ズ
に
合
っ
た
丁
寧
な
支
援
を
行
っ
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

○
一
方
、
既
に
平
成
2
9
年
４
月
の
入
園
申
込
や
相
談
対
応
等
が
各
市
区
町
村
で
始
ま
っ
て
お
り
、

ま
た
、
現
時
点
に
お
い
て
、
こ
う
し
た
保
護
者
に
対
し
き
め
細
か
な
対
応
を
行
う
た
め
の
体
制
が

整
っ
て
い
な
い
市
区
町
村
が
あ
る
。

○
こ
の
た
め
、
各
市
区
町
村
に
お
か
れ
て
は
、
早
急
に
こ
の
体
制
整
備
に
着
手
す
る
と
と
も
に
、

国
に
お
い
て
は
、
平
成
2
9
年
度
予
算
案
に
お
い
て
、
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
交
付
金
に
お
け
る

利
用
者
支
援
事
業
の
拡
充
を
盛
り
込
ん
で
お
り
、
当
該
事
業
が
各
市
区
町
村
に
お
い
て
積
極
的
に

活
用
さ
れ
る
よ
う
周
知
す
べ
き
で
あ
る
。

第
３
回
保
育
所
等
利
用
待
機

児
童
数
調
査
に
関
す
る
検
討
会

平
成
２
９
年
１
月
１
６
日
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Ⅰ
事
業
実
施
目
的

利
用
者
支
援
事
業
の
拡
充
内
容
に
つ
い
て

○
利
用
者
支
援
事
業
に
お
い
て
は
、
①
入
園
申
込
時
期
以
前
か
ら
の
事
前
説
明
、
②
面
談
、
電
話
連
絡
等
に
よ
る
保
護
者
の
状
況
や
意
向
の
把
握
、

③
利
用
可
能
な
保
育
園
等
の
情
報
の
提
供
、
④
保
護
者
の
ニ
ー
ズ
に
応
じ
た
適
切
な
保
育
の
提
供
、
⑤
入
園
に
至
ら
な
か
っ
た
場
合
に
お
い
て
も
、

継
続
し
た
支
援
の
実
施
を
行
う
こ
と
が
重
要
。

○
こ
の
よ
う
な
保
護
者
に
「
寄
り
添
う
支
援
」
を
実
施
す
る
た
め
、
事
業
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
丁
寧
な
相
談
の
実
施
を
維
持
継
続
し
つ
つ
、
開
所
時
間
の

延
長
な
ど
を
実
施
し
、
利
用
者
の
視
点
に
立
っ
た
機
能
強
化
を
推
進
。

○
さ
ら
に
、
一
定
の
場
所
で
の
実
施
の
み
な
ら
ず
、
様
々
な
場
所
へ
の
出
張
相
談
を
行
う
こ
と
で
、
様
々
な
ニ
ー
ズ
に
対
応
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
事
業

実
施
の
拡
充
を
図
る
。

Ⅱ
実
施
方
法

利
用
者
支
援
事
業
の
更
な
る
拡
充
を
図
る
観
点
か
ら
、
次
の
事
業
を
実
施
す
る
。

①
夜
間
加
算

原
則
と
し
て
、
１
日
６
時
間
を
超
え
て
開
所
し
、
か
つ
、
週
３
日
以
上
、
１
８
時
以
降
の
時
間
帯
に
２
時
間
以
上
開
所
し
、
相
談
・助
言
等
を
行
う
。

②
休
日
加
算

原
則
と
し
て
、
週
４
日
以
上
開
所
し
、
か
つ
、
土
曜
日
ま
た
は
日
曜
日
・
国
民
の
祝
日
等
に
開
所
し
、
相
談
・
助
言
等
を
行
う
。

③
出
張
相
談
支
援
加
算

両
親
学
級
、
乳
幼
児
健
診
や
地
域
で
開
催
さ
れ
て
い
る
交
流
の
場
等
に
出
向
き
、
子
育
て
に
関
す
る
全
般
的
な
相
談
や
子
育
て
支
援
の
情
報
提
供

な
ど
を
実
施
す
る
。

◆
さ
ら
に
、
上
記
い
ず
れ
か
の
事
業
を
実
施
し
た
上
で
、
下
記
の
要
件
を
満
た
し
た
場
合
に
、
補
助
基
準
額
に
必
要
な
加
算
を
行
う
。

【
一
定
の
要
件
】

ⅰ
１
か
所
あ
た
り
、
１
日
平
均
５
件
以
上
（
年
間
）
の
相
談
件
数
が
あ
る
こ
と
。

ⅱ
待
機
児
童
対
策
に
取
り
組
ん
で
い
る
こ
と
。

ⅲ
２
人
以
上
専
任
職
員
を
配
置
し
て
い
る
こ
と
。
（
た
だ
し
、
③
を
実
施
し
て
い
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
③
で
配
置
す
る
職
員
と
は
別
に
２
人
以
上
専
任
職

員
を
配
置
し
て
い
る
こ
と
。
）

ⅳ
夜
間
加
算
、
休
日
加
算
又
は
出
張
相
談
支
援
加
算
の
事
業
を
実
施
す
る
に
あ
た
り
、
事
業
計
画
書
を
作
成
し
、
周
知
・
広
報
を
行
う
と
と
も
に
、

具
体
的
な
実
施
状
況
を
あ
わ
せ
て
公
表
す
る
こ
と
。

ⅴ
事
業
実
施
に
必
要
と
な
る
人
員
配
置
（
予
定
）
及
び
実
績
を
明
確
に
す
る
こ
と
。
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平
成
2
9年

度
に

お
け

る
幼

児
教

育
の

段
階

的
無

償
化

の
推

進
に

つ
い

て
（

案
）

平
成

27
年
度

平
成
2
8
年
度

平
成
２
９
年
度
（
負
担
軽
減
の
拡
充
）

保
護
者
負
担
額
（
月
額
）

保
護
者
負
担
額
（
月
額
）

保
護
者
負
担
額
（
月
額
）

第
1
子

1
5
,1
0
0
円

7
,5
5
0
円
（
負
担
軽
減
後
の
半
額
）

3
,0
0
0
円

階
層
区
分

第
３
階
層

２
．
年
収
約
3
6
0
万
円
未
満
相
当
世
帯
の
保
護
者
負
担
軽
減

○
１
号
認
定
子
ど
も
に
つ
い
て

※
ひ
と
り
親
世
帯
等
に
つ
い
て
、
第
３
階
層
は
第
2
子
以
降
、
第
２
階
層
は

第
１
子
以
降
は
、
既
に
無
償
。

市
町
村
民
税
所
得
割
課
税
世
帯

7
7
,1
0
0
円
以
下
（
年
収
約
3
6
0
万
円
未
満
相
当
）

１
．
市
町
村
民
税
非
課
税
世
帯
の
第
２
子
無
償
化

１
号
認
定
子
ど
も
：

1,
50

0円
２
号
認
定
子
ど
も
：

3,
00

0円
３
号
認
定
子
ど
も
：

4,
50

0円
０
円

市
町
村
民
税
所
得
割
課
税
世
帯

7
7
,1
0
0
円
以
下

（
年
収
約
3
6
0
万
円
未
満
相
当
）

第
３
階
層

14
,1

00
円

第
1
子

第
2
子

1
6
,1
0
0
円

8
,0
5
0
円

（
同
左
）

7,
05

0円

◆
ひ
と
り
親
世
帯
等
の
保
護
者
負
担
の
軽
減
措
置
を
更
に
拡
充
す
る
。

第
1
子

1
5
,5
0
0
円

7
,7
5
0
円
（
負
担
軽
減
後
の
半
額
）

6
,0
0
0
円

第
３
階
層

市
町
村
民
税
所
得
割
課
税
額

第
４
階
層
の
一
部

市
町
村
民
税
所
得
割
課
税
額

4
8
,6
0
0
円
未
満
（
年
収
約
3
3
0
万
円
未
満
相
当
）

9
7
,0
0
0
円
未
満

（
年
収
約
3
6
0
万
円
未
満
相
当
世
帯
ま
で
）

第
1
子

2
7
,0
0
0
円

1
3
,5
0
0
円
（
基
準
額
表
の
半
額
）

6
,0
0
0
円

※
下
記
の
保
護
者
負
担
額
は
全
て
３
歳
以
上
児
の
保
育
標
準
時
間
認
定
の
場
合

○
２
・
３
号
認
定
子
ど
も
に
つ
い
て

○
１
号
認
定
子
ど
も
に
つ
い
て

◆
そ
の
他
の
世
帯
の
保
護
者
負
担
を
以
下
の
と
お
り
軽
減
す
る
。

＜
所
要
額
（
公
費
ベ
ー
ス
）
＞

１
号
：
約

31
億
円

※
就
園
奨
励
費
含
む

2・
3号
：
約

37
億
円
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階
層
区
分

利
用
者
負
担

①
生
活
保
護
世
帯

０
円

②
市
町
村
民
税

非
課
税
世
帯

(所
得
割
非
課
税
世
帯
含
む

)
（
～
約

27
0万
円
）

３
，
０
０
０
円

〔
０
円
〕

※
第

2子
以
降
は
０
円

③
市
町
村
民
税

所
得
割
課
税
額

77
,1

00
円
以
下

（
～
約

36
0万
円
）

16
,1

00
円
→

14
,1

00
円

〔
7,

55
0円
→

3,
00

0円
〕

④
市
町
村
民
税

所
得
割
課
税
額

21
1,

20
0円
以
下

（
～
約

68
0万
円
）

２
０
，
５
０
０
円

⑤
市
町
村
民
税

所
得
割
課
税
額

21
1,

20
1円
以
上

（
約

68
0万
円
～
）

２
５
，
７
０
０
円

階
層
区
分

利
用
者
負
担

利
用
者
負
担

保
育
標
準
時
間

保
育
短
時
間

保
育
標
準
時
間

保
育
短
時
間

①
生
活
保
護
世
帯

０
円

０
円

０
円

０
円

②
市
町
村
民
税

非
課
税
世
帯

（
～
約

26
0万
円
）

６
，
０
０
０
円

〔
０
円
〕

※
第

2子
以
降
は
０
円

６
，
０
０
０
円

〔
０
円
〕

※
第

2子
以
降
は
０
円

９
，
０
０
０
円

〔
０
円
〕

※
第

2子
以
降
は
０
円

９
，
０
０
０
円

〔
０
円
〕

※
第

2子
以
降
は
０
円

③
所
得
割
課
税
額

48
,6

00
円
未
満

（
～
約

33
0万
円
）

１
６
，
５
０
０
円

〔
7,

75
0円
→

6,
00

0円
〕

１
６
，
３
０
０
円

〔
7,

65
0円
→

6,
00

0円
〕

１
９
，
５
０
０
円

〔
9,

25
0円
→

9,
00

0円
〕

１
９
，
３
０
０
円

〔
9,

15
0円
→

9,
00

0円
〕

④
所
得
割
課
税
額

57
,7

00
円
未
満

〔
77

,1
01
円
未
満
〕

（
～
約

36
0万
円
）

２
７
，
０
０
０
円

〔
13

,5
00
円
→

6,
00

0円
〕

２
６
，
６
０
０
円

〔
13

,3
00
円
→

6,
00

0円
〕

３
０
，
０
０
０
円

〔
15

,0
00
円
→

9,
00

0円
〕

２
９
，
６
０
０
円

〔
14

,8
00
円
→

9,
00

0円
〕

97
,0

00
円
未
満

（
～
約

47
0万
円
）

２
７
，
０
０
０
円

２
６
，
６
０
０
円

３
０
，
０
０
０
円

２
９
，
６
０
０
円

⑤
所
得
割
課
税
額

16
9,

00
0円
未
満

（
～
約

64
0万
円
）

４
１
，
５
０
０
円

４
０
，
９
０
０
円

４
４
，
５
０
０
円

４
３
，
９
０
０
円

⑥
所
得
割
課
税
額

30
1,

00
0円
未
満

（
～
約

93
0万
円
）

５
８
，
０
０
０
円

５
７
，
１
０
０
円

６
１
，
０
０
０
円

６
０
，
１
０
０
円

⑦
所
得
割
課
税
額

39
7,

00
0円
未
満

（
～

1,
13

0万
円
）

７
７
，
０
０
０
円

７
５
，
８
０
０
円

８
０
，
０
０
０
円

７
８
，
８
０
０
円

⑧
所
得
割
課
税
額

39
7,

00
0円
以
上

（
1,

13
0万
円
～
）

１
０
１
，
０
０
０
円

９
９
，
４
０
０
円

１
０
４
，
０
０
０
円

１
０
２
，
４
０
０
円

教
育
標
準
時
間
認
定
の
子
ど
も

（
１号
認
定
）

保
育
認
定
の
子
ど
も

（
２
号
認
定
：
満
３
歳
以
上
）

（
３
号
認
定
：
満
３
歳
未
満
）

平
成
2
9
年
度
に
お
け
る
特
定
教
育
・保
育
施
設
等
の
利
用
者
負
担
（
月
額
）
（
案
）

○
平
成
2
9
年
度
予
算
案
に
基
づ
き
国
が
定
め
る
利
用
者
負
担
の
上
限
額
基
準
（
国
庫
（
都
道
府
県
）
負
担
金
の
精
算
基
準
）
は
、
以
下
の
と
お
り
。

注
：青
字
、
緑
字
、
赤
字
は
平
成
2
9
年
度
に
お
け
る
「幼
児
教
育
の
無
償
化
に
向
け
た
取
組
の
段
階
的
推
進
」
に
よ
る
も
の
。

多 子 カ ウ ン ト 年 齢 制 限 な し 〃 有 り （ 小 学 校 ３ 年 生 以 下 ）

多 子 カ ウ ン ト 年 齢 制 限 な し 〃 有 り （ 小 学 校 就 学 前 ）

※
１
〔
〕
書
き
は
、
ひ
と
り
親
世
帯
、
在
宅
障
害
児
（者
）
の
い
る
世
帯
、
そ
の
他
の
世
帯
（生
活
保
護
法
に
定
め
る
要
保
護
者
等
特
に
困
窮
し
て
い
る
と
市
町
村
の
長
が
認
め
た
世
帯
）の
額
。

※
２
満
３
歳
に
到
達
し
た
日
の
属
す
る
年
度
中
の
２
号
認
定
の
利
用
者
負
担
額
は
、
３
号
認
定
の
額
を
適
用
す
る
。

※
３
１
号
認
定
は
小
学
３
年
以
下
の
範
囲
、
２
・３
号
認
定
は
小
学
校
就
学
前
の
範
囲
に
お
い
て
、
特
定
教
育
・保
育
施
設
等
を
同
時
に
利
用
す
る
最
年
長
の
子
ど
も
か
ら
順
に
２
人
目
は
上
記
の
半
額
、
３
人
目
以
降
に
つ
い
て
は
０
円
と
す
る
。

た
だ
し
、
年
収
約
３
６
０
万
円
未
満
相
当
の
世
帯
に
お
い
て
は
多
子
の
カ
ウ
ン
ト
に
お
け
る
年
齢
制
限
を
撤
廃
し
、
年
収
約
３
６
０
万
円
未
満
相
当
の
ひ
と
り
親
世
帯
等
に
つ
い
て
は
２
人
目
以
降
に
つ
い
て
は
０
円
と
す
る
。

※
４
給
付
単
価
を
限
度
と
す
る
。

※
５
１
号
認
定
に
お
い
て
は
、
平
成
26
年
度
の
保
育
料
等
の
額
が
市
町
村
が
定
め
る
利
用
者
負
担
額
よ
り
も
低
い
私
立
幼
稚
園
・認
定
こ
ど
も
園
に
つ
い
て
は
、
現
在
の
水
準
を
基
に
各
施
設
で
定
め
る
額
と
す
る
こ
と
も
認
め
る
（
経
過
措
置
）。

ITUVL
スタンプ



【
趣
旨
】

市
町
村
が
策
定
す
る
整
備
計
画
等
に
基
づ
き
、
保
育
所
、
認
定
こ
ど
も
園
及
び
小
規
模
保
育
事
業
所
に
係
る
施
設
整
備
事
業
及
び
保
育
所

等
の
防
音
壁
設
置
の
実
施
に
要
す
る
経
費
に
充
て
る
た
め
、
市
町
村
に
交
付
金
を
交
付
す
る
。

ま
た
、
待
機
児
童
解
消
加
速
化
プ
ラ
ン
に
基
づ
き
、
意
欲
の
あ
る
自
治
体
の
取
組
を
強
力
に
支
援
す
る
た
め
、
補
助
率
を
嵩
上
げ

（
1/
2→

2/
3）

し
て
、
保
育
園
等
の
整
備
を
推
進
す
る
。

【
対
象
事
業
】

・
保
育
所
緊
急
整
備
事
業

４
４
９
．
５
億
円

→
４
９
４
．
８
億
円

・
認
定
こ
ど
も
園
整
備
事
業
（
幼
稚
園
型
）

４
１
．
１
億
円

→
３
０
．
９
億
円

・
小
規
模
保
育
整
備
事
業

４
３
．
６
億
円

→
３
０
．
５
億
円

・
保
育
園
防
音
壁
設
置
事
業

７
．
８
億
円

【
実
施
主
体
】

市
町
村
（
特
別
区
含
む
。
）

【
設
置
主
体
】

社
会
福
祉
法
人
、
日
本
赤
十
字
社
、
公
益
社
団
法
人
、
公
益
財
団
法
人
、
学
校
法
人
等
（
公
立
施
設
を
除
く
）

【
補
助
率
】

１
／
２
（
待
機
児
童
解
消
加
速
化
プ
ラ
ン
に
参
加
す
る
場
合
は
２
／
３
）

保
育
所
等
整
備
交
付
金

（
平
成
２
８
年
度
予
算
）

（
平
成
２
９
年
度
予
算
案
）

５
３
４
．
２
億
円

→
５
６
４
．
０
億
円

待
機
児
童
解
消
加
速
化
プ
ラ
ン

YDWNH
テキストボックス
資料６

ITUVL
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【
事
業
内
容

】
０
歳

児
期

間
に
育
児
休

業
を
取

得
し
た
場

合
、
職

場
復
帰
に

向
け
、

保
育

園
に

入
園
で

き
る

か
ど

う
か

の
不

安
を

解
消

す
る
た
め

、
①

育
児
休

業
明
け
か
ら

保
育
園

に
入
園
す

る
翌
４

月
ま
で
の

間
に
お

け
る
一

時
預
か

り
や

フ
ァ

ミ
リ

ー
・

サ
ポ

ー
ト
・

セ
ン
タ
ー
な
ど
の
代
替
サ
ー
ビ
ス

の
利
用
料
を
支
援

②
当

該
保

育
園

が
予

約
制

を
導

入
す

る
た

め
に

必
要

な
保

育
、

予
約

児
童

が
入

園
す

る
ま

で
の

間
の

保
護

者
か

ら
の

相
談
、
自
治
体
と
の
連
絡
調
整
等

に
対
応
す
る
た
め
の
職
員
１
人
分
の
人

件
費
を
加

算

【
実
施
主
体

】
市
町
村

【
補
助
率

】
国

１
／

２
市
町
村

１
／
２

保
育
利
用
支
援
事
業
（
予
約
制
）

新
規

☆
代
替
保
育
利
用

・
一

時
預

か
り

・
フ

ァ
ミ

サ
ポ

等

11
月

H2
8

H2
9

11
月

４
月

４
月

H3
0

（
出

生
）

（
５

か
月

）

１
年

育
休

（
１
年

）

（
入
園
予
定
日

）

１
．
育
休
明

け
か

ら
４
月

ま
で
の

代
替
保
育
の

利
用
支
援

２
．
保
育
園

が
予

約
制
を

導
入
す
る
た
め
に

必
要

な
、
保
育
・

相
談
支
援
・
連
絡
調
整
等

を
行
う
た
め
の

人
材
の
配
置
を
支
援

予
約
に

よ
り

入
園

１
歳
児

ク
ラ
ス

※
育
児
休
業

を
中
断

す
る

保
護
者

が
多

い

（保
育
対
策
総
合
支
援
事
業
費
補
助
金
3
9
4
.8
億
円
の
内
数
）

平
成
29
年

度
予

算
案

YDWNH
テキストボックス
資料７

ITUVL
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サ
テ
ラ
イ
ト
型
小
規
模
保
育
事
業
の
創
設

【
小
規
模
保
育
事
業
所
】

○
小
規
模
保
育
事
業
な
ど
、
３
歳
未
満
の
子
ど
も
の
受
け
皿
拡
大
を
進
め
る
一
方
、
当
該
子
ど
も
の
３
歳
到
達
時
に
お
け
る
保
育
園
等
へ
の

接
続
が
課
題
と
な
っ
て
い
る
。

○
こ
の
た
め
、
「
サ
テ
ラ
イ
ト
型
小
規
模
保
育
事
業
」
を
創
設
し
、
保
育
園
等
に
お
い
て
３
歳
児
以
降
の
子
ど
も
の
受
入
れ
を
重
点
的
に

行
い
、
小
規
模
保
育
事
業
所
等
と
積
極
的
に
接
続
を
行
っ
た
場
合
に
要
す
る
費
用
の
一
部
を
補
助
す
る
。

【
保
育
園
等
】

３
歳
未
満
児
の
受
入
れ
強
化

３
歳
到
達

【
実
施
主
体
】

市
区
町
村

【
補
助
率
】

国
１
／
２

市
町
村
１
／
２

【
補
助
額
】

１
か
所
当
た
り
4
,3
1
2
千
円

【
保
育
園
等
】

０
～
５
歳
児

を
受
入
れ

３
歳
児
以
降
の

受
入
れ
重
点
化

★
小
規
模
保
育
事
業
所
で
受
け
入
れ
て
い
る

子
ど
も
の
３
歳
到
達
時
に
お
け
る
保
育
園

等
へ
の
積
極
的
な
受
け
入
れ
を
支
援

イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
付
与

（保
育
対
策
総
合
支
援
事
業
費
補
助
金
3
9
4
.8
億
円
の
内
数
）

新
規

平
成
29
年

度
予

算
案

YDWNH
テキストボックス
資料８

ITUVL
スタンプ



民
有
地
マ
ッ
チ
ン
グ
事
業

【
事
業
概
要
】

土
地
等
所
有
者
と
保
育
園
整
備
法
人
等
の
マ
ッ
チ
ン
グ
を
行
う
た
め
、
地
権
者
か
ら
整
備
候
補
地
の
公
募
・選
考
等

を
行
う
と
と
も
に
、
当
該
候
補
地
で
の
保
育
園
等
整
備
を
希
望
す
る
法
人
の
公
募
・選
考
等
を
行
う
。

【
実
施
主
体
】

都
道
府
県
、
市
区
町
村

【
拡
充
内
容
】

民
有
地
マ
ッ
チ
ン
グ
事
業
を
拡
充
し
、
保
育
園
等
の
設
置
や
増
設
に
向
け
た
地
域
住
民
と
の
調
整
や
、
地
域
活
動
へ

の
参
加
な
ど
、
保
育
園
等
の
設
置
、
運
営
の
円
滑
化
を
推
進
す
る
た
め
、
市
区
町
村
又
は
保
育
園
等
に
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー

タ
ー
を
配
置
す
る
こ
と
を
新
た
に
支
援
す
る
。
（別
添
参
考
を
参
照
）

【
補
助
率
】

国
１
／
２

都
道
府
県
１
／
２

※
市
区
町
村
が
実
施
す
る
場
合
は
国
１
／
２
、
都
道
府
県
１
／
４
、
市
区
町
村
１
／
４

【
補
助
額
】

コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
配
置
経
費
１
か
所
当
た
り
4
,0
0
0
千
円

（
保
育
対
策
総
合
支
援
事
業
費
補
助
金
3
9
4
.8
億
円
の
内
数
）

拡
充

平
成
29
年

度
予

算
案

YDWNH
テキストボックス
資料９

ITUVL
スタンプ



地
域
連
携
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
の
機
能
強
化

○
保
育
園
等
の
設
置
の
際
の
地
域
住
民
と
の
合
意
形
成
、
保
育
園
等
設
置
後
に
お
け
る
３
歳
児
の
保
育
園

等
へ
の
接
続
支
援
、
地
域
活
動
へ
の
参
加
、
保
護
者
等
へ
の
相
談
援
助
の
実
施
な
ど
、
保
育
以
外
の
取
組

を
積
極
的
に
行
う
自
治
体
・
保
育
園
等
に
対
し
、
当
該
取
組
の
実
施
に
必
要
な
人
員
の
配
置
を
支
援
す
る
。

【
保
育
園
等
】

○
保
育
園
設
置
に
向
け
た
地
域
住
民
と
の

調
整
・
合
意
形
成

○
保
育
園
・
自
治
体
間
の
連
携

な
ど

開
所
前

開
所
後

○
３
歳
児
の
保
育
園
等
へ
の
接
続
支
援

○
地
域
活
動
へ
の
参
加

○
保
護
者
等
へ
の
相
談
援
助

な
ど

地
域
連
携
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー

自
治
体
・
保
育
園
等
に
配
置
（
民
間
事
業
者
へ
の
委
託
も
可
）

住
民
説
明
会
の
開
催

住
民
と
の
調
整

・
合
意
形
成

地
域
活
動
へ
の
参
加

保
護
者
等
へ
の

相
談
援
助

３
歳
児
の
保
育
園
等

へ
の
接
続

機
能
強
化

参
考

ITUVL
スタンプ



【
事

業
内
容
】

医
療
的
ケ
ア
児
に
つ
い
て

、
そ
の
保
護
者
や
児
童
が
保
育
園
利
用
を
希
望

さ
れ

る
場

合
に

、
受

け
入

れ
る

こ
と

が
で

き
る
保
育
園
の
体
制
の

整
備
を
行
う
。

人
工

呼
吸

器
を
装

着
し

て
い

る
障

害
児

そ
の
他

の
日

常
生

活
を

営
む

た
め

に
医

療
を

要
す

る
状

態
に

あ
る
障

害
児

。

地
方
公
共
団
体
に
お
い
て

看
護
師
を
雇
い
上
げ
た
際
の
費
用
を
補
助
し
、

医
療

的
ケ

ア
児

の
受

入
れ

を
行

う
保

育
園

等
に
必

要
に
応
じ
て
看
護
師

を
派
遣
す
る
。

あ
わ
せ

て
、
医
療
的
ケ

ア
児

を
受

け
入
れ

る
に
当
た
っ
て

以
下

の
取
組
を

実
施
。

・
保
育
士
の
た
ん
吸

引
等
を
実

施
す

る
た

め
の
研
修
受
講

を
支
援
す
る

。
（
当
該
研
修

に
係
る
代

替
職

員
の
配

置
等
）

・
医
療
的
ケ
ア
児
受

入
れ

の
際

に
、

（
研

修
受
講
済

み
）
保
育
士

を
補
助

す
る

保
育
士
等

の
加
配

を
行

う
等

【
実

施
主
体
】
都
道
府
県
又

は
市
町
村

【
補

助
率
】
国

１
／
２

都
道
府

県
・
指
定
都
市

・
中
核
市

１
／
２

（
市
町
村
が
実
施

す
る
場
合
は
、
国

１
／
２

都
道
府
県

１
／

４
市

町
村

１
／
４

）

雇
用

配
置

地
方
公
共
団
体

Ａ
保

育
園

Ｂ
保

育
園

医
療
的

ケ
ア
児

と
は 地
方

公
共

団
体

に
お

い
て

看
護

師
を

雇
い

上
げ
、

保
育

園
に

対
し

て
看

護
師

を
派

遣
す

る
こ
と

に
よ

り
、

医
療

的
ケ

ア
児

の
受

入
体

制
を
整

え
る

。

医
療
的
ケ
ア
児
保
育
支
援
モ
デ
ル
事
業

（保
育
対
策
総
合
支
援
事
業
費
補
助
金
3
9
4
.8
億
円
の
内
数
）

新
規

平
成
29
年

度
予

算
案
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保
育
の
受
け
皿
の
整
備
等
を
促
進
す
る
た
め
の
税
制
上
の
所
要
の
措
置
（
固
定
資
産
税
、
都
市
計
画
税
、
事
業
所
税
、
不
動
産
取
得
税
、
関
税
）

１
．
大
綱
の
概
要

２
．
制
度
の
内
容

家
庭
的
保
育
事
業
、
居
宅
訪
問
型
保
育
事
業
又
は
事
業
所
内

保
育
事
業
（
利
用
定
員
が
１
人
以
上
５
人
以
下
）

現
行

改
正
後

固
定
資
産
税

課
税
標
準
が

価
格
の
１
／
２

課
税
標
準
が

価
格
の
１
／
２
を
参
酌
し
て

１
／
３
～
２
／
３
の
範
囲
内
で

市
町
村
の
条
例
で
定
め
る
割
合

都
市
計
画
税

課
税
標
準
が

価
格
の
１
／
２

課
税
標
準
が

価
格
の
１
／
２
を
参
酌
し
て

１
／
３
～
２
／
３
の
範
囲
内
で

市
町
村
の
条
例
で
定
め
る
割
合

事
業
所
税

○

不
動
産
取
得
税
課
税
標
準
が

価
格
の
１
／
２

課
税
標
準
が

価
格
の
１
／
２
を
参
酌
し
て

１
／
３
～
２
／
３
の
範
囲
内
で

都
道
府
県
の
条
例
で
定
め
る
割
合

企
業
主
導
型
保
育

（
H
2
9
/
4
/
1
～
H
3
1
/
3
/
3
1
に
助
成
を
受
け
た
事
業
者
）

現
行

改
正
後

固
定
資
産
税

×

課
税
標
準
が

価
格
の
１
／
２
を
参
酌
し
て

１
／
３
～
２
／
３
の
範
囲
内
で

市
町
村
の
条
例
で
定
め
る
割
合
（
注
）

都
市
計
画
税

×

課
税
標
準
が

価
格
の
１
／
２
を
参
酌
し
て

１
／
３
～
２
／
３
の
範
囲
内
で

市
町
村
の
条
例
で
定
め
る
割
合
（
注
）

事
業
所
税

×
課
税
標
準
が

価
格
の
１
／
４

関
税

（
給
食
用
脱
脂
粉
乳
）

×
○

※
「
○
」
：
非
課
税
、
「
×
」
：
全
部
課
税

（
注
）
助
成
を
受
け
た
後
、
５
年
間
の
時
限
措
置

企
業
主
導
型
保
育
事
業
の
用
に
供
す
る
固
定
資
産
に
係
る
固
定
資
産
税
等
に
つ
い
て
課
税
標
準
の
特
例
措
置
を
講

ず
る
と
と
も
に
、
事
業
所
内
保
育
事
業
（
利
用
定
員
が
１
人
以
上
５
人
以
下
）
等
の
用
に
供
す
る
固
定
資
産
に
係
る

固
定
資
産
税
等
の
課
税
標
準
の
特
例
措
置
に
つ
い
て
所
要
の
見
直
し
を
行
う
。
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保
育
園
等
に
土
地
を
貸
す
際
に
固
定
資
産
税
の
減
免
が
可
能
な
旨
の
明
確
化

○
保
育
園
等
の
用
に
供
す
る
土
地
に
つ
い
て
は
、
固
定
資
産
税
は
非
課
税
。
ま
た
、
保
育
園
等
の
た
め
に
土
地
を
貸
し
付
け
た

所
有
者
も
、
非
課
税
措
置
の
対
象
。

○
た
だ
し
、
そ
の
土
地
を
有
料
で
貸
し
付
け
て
い
る
所
有
者
に
対
し
て
は
、
税
負
担
の
公
平
等
の
観
点
か
ら
、
課
税
で
き
る
こ
と
と

さ
れ
て
い
る
。

○
保
育
園
等
用
地
の
確
保
に
困
難
を
抱
え
る
地
方
自
治
体
に
お
い
て
は
、
土
地
提
供
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
の
一
つ
と
し
て
、
補
助
金

な
ど
他
の
施
策
に
加
え
、
土
地
を
有
料
で
貸
し
付
け
て
い
る
所
有
者
に
対
す
る
固
定
資
産
税
の
減
免
を
検
討
す
る
こ
と
は
可
能
。

○
こ
の
よ
う
な
地
方
税
法
の
規
定
の
趣
旨
に
つ
い
て
、
平
成
2
8
年
９
月
1
6
日
付
け
で
総
務
省
と
協
議
の
上
通
知
を
発
出
し
、
保
育

園
等
の
た
め
の
土
地
の
確
保
に
取
り
組
む
地
方
自
治
体
を
支
援
。

土
地
の
所
有
者

土
地
の
貸
与

保
育
園
、
幼
稚
園
、
認
定
こ
ど
も
園
等

土
地
の
所
有
者

（
保
育
園
等
の
経
営
者
）

土
地
の
所
有
者
＝
保
育
園
等
の
経
営
者
の
場
合

固
定
資
産
税
は
非
課
税

土
地
の
所
有
者
≠
保
育
園
等
の
経
営
者
の
場
合

保
育
園
等
の
経
営
者

保
育
園
、
幼
稚
園
、
認
定
こ
ど
も
園
等

保
育
園
等
用
地
の
確
保
に
困
難
を
抱
え
る
地
方
自
治
体
で
は
、

補
助
金
等
の
様
々
な
施
策
を
検
討

固
定
資
産
税
の
減
免
を
検
討
す
る
こ
と
も
可
能
な
旨
の
明
確
化

固
定
資
産
税
を
課
税
し
て
い
る

地
方
自
治
体
が
多
い

（
無
償
貸
与
の
場
合
は
非
課
税
）

貸
付
料
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【事
業
概
要
】

◎
平
成
2
5
年
４
月
に
「待
機
児
童
解
消
加
速
化
プ
ラ
ン
」を
策
定
し
、
平
成
2
5
年
度
か
ら
平
成
2
9
年
度
末
ま
で
の
５
年
間
で
新
た
に
5
0
万
人
分
の
保

育
の
受
け
皿
を
確
保
し
、
待
機
児
童
解
消
を
図
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

◎
事
業
所
内
保
育
を
主
軸
と
し
た
企
業
主
導
型
の
多
様
な
就
労
形
態
に
対
応
し
た
保
育
サ
ー
ビ
ス
の
拡
大
を
支
援
す
る
仕
組
み
に
よ
り
、
約
５
万
人
分

の
保
育
の
受
け
皿
の
整
備
を
進
め
て
い
く
。

【平
成
２
９
年
度
予
算
案
に
お
け
る
主
な
充
実
内
容
】

◎
認
可
保
育
所
等
の
取
扱
を
踏
ま
え
、
保
育
士
等
の
処
遇
改
善
等
を
実
施

◎
保
育
補
助
者
雇
上
強
化
に
関
す
る
補
助
の
実
施

◎
防
犯
・安
全
対
策
強
化
に
関
す
る
補
助
の
実
施

多
様
な
就
労
形
態
に
対
応
し
た
延
長

保
育
、
夜
間
保
育
、
休
日
保
育
等
多

様
な
預
か
り
を
必
要
に
応
じ
て
実
施

○
設
置
に
市
区
町
村
の
関
与
な
し

○
利
用
も
直
接
契
約

○
地
域
枠
設
定
も
自
由

○
複
数
企
業
の
共
同
利
用
も
自
由

○
多
様
な
勤
務
形
態
に
対
応
し
た
多
様
な
保
育

サ
ー
ビ
ス
も
可
能

○
整
備
費
・
運
営
費
を
補
助

本
事
業
の
特
徴

Ｃ
社
枠

地
域 枠

※
設
定

は
自
由

地
域
住
民

Ａ
社
枠

―
企
業
主
導
型
保
育
事
業
―

Ｂ
社
枠

Ｂ
社

Ｃ
社

Ａ
社

▼
週
２
日
程
度
就
労
な
ど
、
多
様

な
就
業
形
態
に
対
応
し
た
保
育

サ
ー
ビ
ス

▼
地
域
の
保
育
所
等
に
入
所
す
る

ま
で
の
間
な
ど
、
必
要
と
す
る

期
間
に
応
じ
た
柔
軟
な
受
け
入
れ

⇒
継
続
就
業
を
促
進

Ｃ
社
枠

Ａ
社
枠 ―
企
業
主
導
型
保
育
事
業
―

Ｂ
社
枠

一
定
期
間
の
利
用

一
定
期
間
の
利
用

一
定
期
間
の
利
用

Ｃ
社
枠

Ａ
社
枠 ―
企
業
主
導
型
保
育
事
業
―

Ｂ
社
枠

週
２
日
程
度
利
用

週
２
日
程
度
利
用

週
２
日
程
度
利
用

週
２
日
程
度
勤
務

の
パ
ー
ト
職
員

な
ど

育
児
休
業
明
け
の

職
員
な
ど

企
業
主
導
型
保
育
事
業
（
仕
事
・
子
育
て
両
立
支
援
事
業
費
補
助
金
）

平
成
２
９
年
度
予
算
案
１
，
３
０
９
億
円
（
７
９
７
億
円
）
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【
平
成
２
９
年
度
予
算
案
に
お
け
る
主
な
充
実
内
容
】

◎
「
認
可
保
育
所
等
の
取
扱
を
踏
ま
え
、
保
育
士
等
の
処
遇
改
善
等
を
実
施

「
ニ
ッ
ポ
ン
一
億
総
活
躍
プ
ラ
ン
」
（
平
成
2
8
年
６
月
２
日
閣
議
決
定
）
及
び
「
未
来
へ
の
投
資
を
実
現
す
る

経
済
対
策
」
に
つ
い
て
（
平
成
２
８
年
８
月
２
日
閣
議
決
定
）
に
お
け
る
記
載
内
容
「
２
％
相
当
の
処
遇
改
善
と
、

保
育
士
と
し
て
の
技
能
・
経
験
を
積
ん
だ
職
員
関
す
る
４
万
円
程
度
の
追
加
的
な
処
遇
改
善
」
を
踏
ま
え
た

認
可
保
育
所
の
取
り
扱
い
を
踏
ま
え
、
保
育
士
等
の
処
遇
改
善
を
実
施
す
る
。

【
具
体
的
な
加
算
の
要
件
等
に
つ
い
て
は
、
追
っ
て
お
示
し
い
た
し
ま
す
。
】

◎
保
育
補
助
者
雇
上
強
化
に
関
す
る
補
助
の
実
施

保
育
士
資
格
を
持
た
な
い
短
時
間
勤
務
の
保
育
補
助
者
の
雇
い
上
げ
に
よ
り
、
保
育
士
の
負
担
を
軽
減

し
、
保
育
士
の
離
職
防
止
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
保
育
士
の
雇
用
管
理
改
善
や
労
働
環
境
改
善
を
実

施
（
例
え
ば
、
保
育
日
誌
の
記
入
、
翌
日
の
準
備
、
定
期
的
な
行
事
の
準
備
及
び
当
日
対
応
、
保
育
士
と
の

共
同
に
よ
る
保
育
の
実
施
等
を
実
施
）
し
た
場
合
に
、
保
育
補
助
者
の
雇
上
に
係
る
経
費
を
助
成
す
る
。

【
１
か
所
当
た
り
、
2
,2
1
5
千
円
/
年
を
予
定
】

◎
防
犯
・
安
全
対
策
強
化
に
関
す
る
補
助
の
実
施

保
育
施
設
に
お
け
る
事
故
防
止
や
事
故
後
の
検
証
等
の
た
め
の
カ
メ
ラ
や
ベ
ビ
ー
セ
ン
サ
ー
の
設
置
費

用
を
補
助
す
る
。

【
１
か
所
あ
た
り
、
上
限
１
０
万
円
を
予
定
】

1
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１
．
現
行
制
度
の
考
え
方

○
現
行
制
度
に
お
い
て
、
小
規
模
保
育
事
業
の
入
園
対
象
年
齢
は
原
則
０
～
２
歳
（※
）
で
あ
り
、

①
都
市
部
に
お
い
て
は
、
待
機
児
童
の
８
０
％
以
上
が
０
～
２
歳
児
で
あ
り
、
そ
の
解
消
を
図
る
こ
と

②
人
口
減
少
地
域
で
は
、
身
近
な
地
域
で
の
子
育
て
支
援
機
能
を
確
保
す
る
こ
と

を
目
的
と
し
て
、
平
成
２
７
年
度
か
ら
の
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
新
制
度
に
新
た
に
位
置
付
け
ら
れ
た
。

※
現
行
法
に
お
い
て
は
、
保
育
の
提
供
体
制
等
の
地
域
の
事
情
を
勘
案
し
て
、
例
外
的
に
３
歳
以
上
の
入
園
も
可
能
と
規
定
。

２
．
東
京
都
の
要
望
内
容
・
理
由

○
国
家
戦
略
特
区
に
お
い
て
、
小
規
模
保
育
事
業
の
入
園
対
象
年
齢
を
０
～
５
歳
（あ
る
い
は
３
～
５
歳
）と
す
る
こ
と
。

○
要
望
の
理
由
は
、
都
市
部
に
お
い
て
は
、

①
３
歳
以
降
に
通
う
こ
と
に
な
る
連
携
施
設
の
設
定
が
困
難
と
の
指
摘
が
あ
る
こ
と

②
３
歳
以
降
の
受
け
皿
が
十
分
確
保
さ
れ
て
い
な
い
こ
と

等
に
よ
り
待
機
児
童
が
発
生
し
、
現
行
制
度
の
前
提
が
崩
れ
て
い
る
た
め
。

３
．
対
応
案

○
待
機
児
童
の
多
い
国
家
戦
略
特
区
内
に
限
っ
て
、
０
～
５
歳
を
対
象
と
す
る
小
規
模
保
育
事
業
を
認
め
る

こ
と
と
す
る
。
（
国
家
戦
略
特
別
区
域
法
改
正
に
よ
る
児
童
福
祉
法
の
特
例
措
置
）

○
併
せ
て
、
３
歳
以
上
を
預
か
る
小
規
模
保
育
事
業
に
は
、
以
下
の
条
件
を
設
け
る
。

①
異
年
齢
で
構
成
さ
れ
る
グ
ル
ー
プ
保
育
に
お
い
て
は
、
個
々
の
発
達
過
程
等
に
応
じ
た
適
切
な
支
援
が
で
き
る
よ
う
配
慮
す
る
こ
と
。

②
３
歳
以
上
児
に
つ
い
て
は
、
個
の
成
長
と
、
友
達
と
の
相
互
的
・協
力
的
な
活
動
が
促
さ
れ
る
よ
う
配
慮
す
る
こ
と
。

③
上
記
①
・
②
に
つ
い
て
配
慮
し
て
い
る
か
、
事
業
者
は
市
町
村
を
通
じ
て
都
道
府
県
に
報
告
す
る
と
と
も
に
、
都
道
府
県
は
そ
の

情
報
を
公
表
す
る
こ
と
。

④
現
行
の
小
規
模
保
育
事
業
と
同
様
の
設
備
運
営
基
準
や
保
育
所
保
育
指
針
等
を
適
用
す
る
こ
と
。

⑤
３
歳
以
上
児
に
係
る
公
定
価
格
に
つ
い
て
は
、
３
歳
以
上
児
の
人
員
配
置
基
準
等
を
踏
ま
え
た
も
の
と
す
る
こ
と
。

○
国
家
戦
略
特
別
区
域
法
の
改
正
後
速
や
か
に
施
行
※
必
要
な
公
定
価
格
の
設
定
等
も
改
正
法
の
施
行
ま
で
に
準
備

小
規
模
保
育
事
業
の
入
園
対
象
年
齢
の
拡
大
に
つ
い
て

YDWNH
テキストボックス
資料13

ITUVL
スタンプ



①
病
児
対
応
型
・
病
後
児
対
応
型

②
体
調
不
良
児
対
応
型

③
非
施
設
型
（
訪
問
型
）

事
業
内
容

地
域
の
病
児
・
病
後
児
に
つ
い
て
、
病
院
・
保
育

所
等
に
付
設
さ
れ
た
専
用
ス
ペ
ー
ス
等
に
お
い
て
看

護
師
等
が
一
時
的
に
保
育
す
る
事
業

保
育
中
の
体
調
不
良
児
を
一
時
的
に
預
か
る
ほ
か
、

保
育
所
入
所
児
に
対
す
る
保
健
的
な
対
応
や
地
域
の

子
育
て
家
庭
や
妊
産
婦
等
に
対
す
る
相
談
支
援
を
実

施
す
る
事
業

地
域
の
病
児
・
病
後
児
に
つ
い
て
、
看
護
師
等
が

保
護
者
の
自
宅
へ
訪
問
し
、
一
時
的
に
保
育
す
る
事

業
※
平
成
２
３
年
度
か
ら
実
施

対
象
児
童

当
面
症
状
の
急
変
は
認
め
ら
れ
な
い
が
、
病
気
の

回
復
期
に
至
っ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
（
病
後
児
の
場

合
は
、
病
気
の
回
復
期
）
、
集
団
保
育
が
困
難
で
あ

り
、
か
つ
保
護
者
の
勤
務
等
の
都
合
に
よ
り
家
庭
で

保
育
を
行
う
こ
と
が
困
難
な
児
童
で
あ
っ
て
、
市
町

村
が
必
要
と
認
め
た
乳
幼
児
又
は
小
学
校
に
就
学
し

て
い
る
児
童

事
業
実
施
保
育
所
に
通
所
し
て
お
り
、
保
育
中
に

微
熱
を
出
す
な
ど
体
調
不
良
と
な
っ
た
児
童
で
あ
っ

て
、
保
護
者
が
迎
え
に
来
る
ま
で
の
間
、
緊
急
的
な

対
応
を
必
要
と
す
る
児
童

病
児
及
び
病
後
児

実
施
主
体

市
町
村
（
特
別
区
を
含
む
）
（
市
町
村
が
認
め
た
者
へ
委
託
等
も
可
）

実
施
要
件

■
看
護
師
等
：
利
用
児
童
お
お
む
ね
１
０
人
に
つ

き
１
人
以
上
配
置

保
育

士
：
利
用
児
童
お
お
む
ね
３
人
に
つ
き

１
人
以
上
配
置

■
病
院
・
診
療
所
、
保
育
所
等
に
付
設
さ
れ
た
専

用
ス
ペ
ー
ス
又
は
本
事
業
の
た
め
の
専
用
施
設

等

■
看
護
師
等
を
常
時
１
人
以
上
配
置
（
預
か
る
体

調
不
良
児
の
人
数
は
、
看
護
師
等
１
人
に
対
し
て

２
人
程
度
）

■
保
育
所
の
医
務
室
、
余
裕
ス
ペ
ー
ス
等
で
、
衛

生
面
に
配
慮
さ
れ
て
お
り
、
対
象
児
童
の
安
静
が

確
保
さ
れ
て
い
る
場
所

等

■
預
か
る
病
児
の
人
数
は
、
一
定
の
研
修
を
修
了

し
た
看
護
師
等
、
保
育
士
、
家
庭
的
保
育
者
の
い

ず
れ
か
１
人
に
対
し
て
、
１
人
程
度
と
す
る
こ
と 等

交
付
実
績

(H
27
年
度
)

１
,３

９
５
か
所

（
病
児
対
応
型
：
７
８
９
か
所
、
病
後
児
対
応
型
：
６
０
６
か
所
）

（
延
べ
利
用
児
童
数

約
６
１
万
人
）

８
２
２
か
所

９
か
所

補
助
率

国
１
／
３

都
道
府
県

１
／
３

市
町
村

１
／
３

〔
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
交
付
金

9
81
.8
億
円
の
内
数
(H
28
年
度
)〕

病
児
保
育
事
業
に
つ
い
て

○
保
育
を
必
要
と
す
る
乳
幼
児
等
が
疾
病
に
か
か
っ
て
い
る
場
合
に
、
保
育
所
、
病
院
、
診
療
所
等
に
お
い
て
保
育
を
行
う
事
業
。

○
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
新
制
度
施
行
に
伴
う
改
善
（
平
成
２
７
年
度
～
）

１
病
児
対
応
型
、
病
後
児
対
応
型
に
つ
い
て
、
利
用
の
少
な
い
日
に
お
い
て
地
域
の
保
育
所
等
へ
の
情
報
提
供
や
巡
回
な
ど
地
域
全
体
の
保
育
の
質
の
向
上
に
つ
な
が
る
機
能
を

評
価
し
、
基
本
分
補
助
単
価
の
改
善
を
行
う
。

２
体
調
不
良
児
対
応
型
に
つ
い
て
、
看
護
師
等
２
人
以
上
配
置
と
し
て
い
る
実
施
要
件
を
、
看
護
師
等
１
人
以
上
の
配
置
で
実
施
で
き
る
よ
う
改
善
を
行
う
。

○
送
迎
対
応
の
実
施
（
平
成
２
８
年
度
～
）

上
記
①
及
び
②
に
お
い
て
、
看
護
師
等
を
追
加
配
置
し
、
保
育
所
等
に
お
い
て
保
育
中
に
体
調
が
悪
く
な
っ
た
体
調
不
良
児
を
送
迎
し
、
保
育
を
実
施
す
る
場
合
に
、
看
護
師
等

雇
上
費
等
を
補
助
す
る
。

＜
事
業
類
型
毎
の
概
要
＞
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保
育
所
に
比
べ
定
員
規
模
の
小
さ
い
小
規
模
保
育
所
、
事
業
所
内
保
育
（
1
9
人
以
下
）
で
行
う
延
長
保
育

や
、
夜
間
勤
務
や
交
代
制
勤
務
な
ど
多
様
な
就
労
形
態
に
対
応
す
る
た
め
の
夜
1
0
時
以
降
に
行
う
延
長
保
育

に
関
す
る
平
均
対
象
児
童
数
を
見
直
し
、
１
時
間
延
長
で
あ
れ
ば
２
人
以
上
、
２
時
間
延
長
は
１
人
以
上
、

３
時
間
以
上
の
延
長
は
１
人
以
上
（
家
庭
的
保
育
事
業
と
同
様
の
設
定
）
と
し
、
そ
の
利
用
を
促
進
す
る
。

現
行

見
直
し
後
(平

成
29

年
度
～
)

時
間
区
分

必
要
と
な
る
１
日
当
た

り
平
均
対
象
児
童
数

30
分

１
人

1時
間

６
人

2時
間

３
人

3時
間
以
上

３
人

時
間
区
分

必
要
と
な
る
１
日
当
た

り
平
均
対
象
児
童
数

30
分

１
人

1時
間

２
人

2時
間

１
人

3時
間
以
上

１
人

延
長
保

育
事
業
関

係
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いよいよ認可保育園等に移行 !! どんな補助や支援を受けられるの？ …… P７３つのメリット

認可保育園等への移⾏を⽬指す、認可外保育施設の設置者の皆さまへ

認可保育園、認定こども園、⼩規模保育事業、事業所内保育事業へ移⾏したいが、

「どうすればいいか分からない」「なにか支援を受けないと難しい」という認可外保育施設の設置者の皆さま、

この資料をご覧いただき『認可化移⾏⽀援強化事業』をご活用ください。

まずは、何をすればいいの？

課題を解決しましょう！
① 人材確保編 ………………………… P３

② 施設・設備編 ……………………… P４

計画にそって準備スタート！

基準を満たす運営をしましょう！… P５移行に向けて運営開始です！

認可保育園等への移⾏に向けて

STEP
２

STEP
３

STEP
１

計画を作成しましょう！ …………… P２
◆課題の把握 ◆計画の作成

◆認可の基準を満たす運営 ◆安心､安全な保育の実施

～ はじめに ～ 『認可化移行支援強化事業』とは？ ………… P１

【参考】認可外保育施設の現状 ……………… P９

活用できる支援策の一覧

・乳児室、保育室の面積 ……………………… 43.3%
・調理室がない ………………………………… 40.6%
・児童用便所がない …………………………… 20.5%

認可外保育施設として
の運営を継続等
（58.2%）

（保育対策総合支援事業費補助金、子どものための教育・保育給付費補助金）

認可保育園へ
の移⾏を希望
（41.8%）

【STEP３】基準を満たす運営

※移⾏しない理由や課題（基準
に満たない／⼿続き・経理が
煩雑）などを分析しつつ支援

へ

【STEP２】課題の解決

〜 はじめに 〜『 認可化移⾏⽀援強化事業 』とは？

【STEP１】計画の作成

支援策 → P２参照

◆認可化移⾏調査費等支援事業

【相談先】都道府県･市町村

支援策 → P４参照

◆認可化移⾏改修費等支援事業

◆認可化移⾏移転費等支援事業

【申請先】いずれも市町村

➊ 移行の支障となる課題を把握
（保育人材の確保、施設設備の改修等）

➋ ➊の課題を基に計画を作成
※地方単独保育施設以外は

５年以内の計画を作成

課題の把握、計画の作成 課題➋（ 施設･設備 ）の解決

・保育士の有資格者や保育従事者の配置数 … 77.6%
・調理員を置いていない ……………………… 50.1%
・嘱託医がいない ……………………………… 33.2%

課題➊（ 人材確保 ）の解決

支援策 → P３参照

◆認可外保育施設保育士資格取得支援事業

【申請先】都道府県･指定都市･中核市

◆① 保育士･保育園支援センター設置運営事業

② 保育人材就職支援事業
【相談先】①都道府県･指定都市･中核市 ②市町村

【参考】施設･設備の充実を課題としている施設（2,164か所）
の各問題点の割合

＜資料出所＞厚生労働省保育課「平成26年度認可外保育施設の現況取りまとめ／厚⽣労働省「平成24年地域児童福祉事業等調査（その他の認可外保育施設の結果）」

【参考】人材確保を課題としている施設（2,389か所）
の各問題点の割合

ほか

支援策 → P６参照

◆保育園等の

事故防止の取組強化事業

【相談先】都道府県･市町村

◆認可外保育施設における

事故防止等推進事業
【申請先】都道府県･市町村

支援策 → P５参照

◆認可化移⾏運営費支援事業

【申請先】市町村

認可保育園等への移⾏を⽬指し
施設を運営（上限５年間）

➊ 認可の基準を満たす運営

➋ 安心、安全な保育の実施

活用できる支援策の一覧

認可外保育施設の数（H27.3.31）

・事業所内保育施設………4,593か所

・ベビーホテル、その他…8,038か所

認 可 外 保 育 施 設

認 可 保 育 園 等
運営費、整備費等の

３つのメリット → P７･８参照
1

○ 認可保育園･認定こども園･小規模保育事業･事業所内保育事業への移行を目指す認可外保育施設に対し、

移行の課題の解決等に必要な支援を行うことにより、認可保育園等への速やかな移⾏を促進します。
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【 STEP 1 】 計 画 を 作 成 し ま し ょ う ！

認可保育園等へ移行するため、まずは「➊ 課題の把握」と「➋ 計画の作成」をします。

➊で把握した課題を基に、認可保育園等へ移⾏するための計画を作成しましょう

⾃らの施設が、認可保育園等へ移⾏するに当たって⽀障になっている課題を把握しましょう

・保育士資格を有している職員の数が足りない

・保育従事者の職員の数が足りない

・調理員を置いていない

・嘱託医がいない

・乳児室、ほふく室、保育室の面積基準を満たさない

・屋外遊戯場がない、

近くに屋外遊戯場の代わりになる公園等がない

・調理室がない

・児童⽤便所がない

2

➊
〈 考えられる課題 〉

・施設･設備面での課題解決 → 施設･設備の改修計画

・保育人材の確保 → 通信制等の指定保育士養成施設を卒業することによる

職員の保育士資格の取得計画

・保育内容の向上と適切な施設運営 → 移⾏に必要な保育内容や施設運営等の計画

➋

活用できる支援策

人材確保 施設･設備

計画の例

★計画は、５年以内に認可保育園等へ
移⾏できるように考えましょう。

移⾏期間の上限は５年間です

○ 認可化移⾏調査費等⽀援事業

① 認可化移⾏可能性調査支援事業
・移⾏のための課題把握に関する調査･診断や、計画書の作成についての支援が受けられます。

② 認可化移⾏助言指導支援事業
・移⾏のために必要な保育内容や施設運営等について、助言･指導を受けられます。

【都道府県または市町村の保育担当窓口にご相談ください】

・保育士資格を有している職員や保育従事者の数が足りない【77.6％】

・調理員を置いていない 【50.1％】 ・嘱託医がいない 【33.2％】

認可保育園等への移行準備として「➊ 人材確保」に関する課題を解決します。

【 STEP ２ 】 課 題 を 解 決 し ま し ょ う ！ 〜 人材確保編 〜

【 STEP 1 】で作成した計画に基づいて、保育士や保育従事者を確保しましょう

〈 認可保育園への移⾏に当たっての課題の状況 〉

無資格の保育従事者による保育士資格の取得

マッチング支援による新たな保育士の確保 【地方自治体がマッチングを実施】

3

➊

解決策１

活⽤できる⽀援策（補助⾦の申請先：都道府県、指定都市、中核市）

解決策２

・保育⼠取得のために必要な養成施設の受講料の補助（1／2相当）が受けられます。

・研修を受講する保育従事者の代替要員※を雇うための費用（代替雇上費用）に関して、
補助が受けられます。
※ 保育士資格の取得を目指す保育従事者が、通信制等の指定保育士養成機関の保育実習へ参加する場合など

に伴う代替要員

○ 認可外保育施設保育士資格取得支援事業

【補助率】国3／4 都道府県･指定都市･中核市1／4

基準額

受講料の補助 30万円

代替雇上費用 6,240円／日

活用できる支援策

① 保育士・保育園支援センター設置運営事業 ② 保育人材就職支援事業（新規：H29予算案）

・センターに配置されたコーディネーターによる、「潜在保育士」等
の就職あっせん等が受けられます。

【都道府県、指定都市、中核市の保育担当窓口にご相談ください】

・市町村による「潜在保育士」の再就職支援や、新卒の
人材確保等に関する支援が受けられます。

【市町村の保育担当窓口にご相談ください】
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・乳児室、ほふく室、保育室の面積基準を満たさない 【43.3％】

・調理室がない 【40.6％】

・児童⽤便所がない 【20.5％】

・耐⽕建築、避難経路等に関する基準に満たない 【11.1％】

・屋外遊戯場がない、
近くに屋外遊戯場の代わりになる公園等がない 【37.1％】

活⽤できる⽀援策（補助⾦の申請先：市町村）活⽤できる⽀援策（補助⾦の申請先：市町村）

認可保育園等への移行準備として「➋ 施設･設備」に関する課題を解決します。

【 STEP ２ 】 課 題 を 解 決 し ま し ょ う ！ 〜 施設･設備編 〜

【 STEP 1 】で作成した計画に基づいて、施設・設備の改修等により基準を満たしましょう

【補助率】
国１／２
都道府県１／４
市町村１／４

保育園の新築や
既存施設の改修

移転＆
施設･設備の改修

4

➋
〈 認可保育園への移⾏に当たっての課題の状況 〉

○ 保育園等整備交付⾦

○ 認可化移⾏改修費等⽀援事業
（保育園等改修費等支援事業）

・保育園の新築や、現在
の施設を保育園として
改修する場合の費用の
一部の補助が受けられ
ます。

【補助率】国１／２市町村１／４設置主体１／４

（待機児童解消加速化プランに参加する等の場合：国２／３市町村１／12 設置主体１／４）

基準額

新築 １億 8,140万円（※）

施設の改修 3,200万円

解決策１
解決策２

○ 認可化移⾏移転費等⽀援事業
・基準を満たすために必要な経費（移転費、
仮設設置費）の補助が受けられます。

基準額

移転費 120万円

仮設設置費 380万円

○ 保育園等整備交付⾦
○ 認可化移⾏改修費等⽀援事業

（※）Ｂ地域都市部、90人定員の

場合（例：神奈川県横浜市

基準額のうち１／４は、

設置者負担があります。

活⽤できる⽀援策（補助⾦の申請先：市町村）

【開設準備費加算】新設または定員増を⾏う場合の増加した定員分 … 定員１人当たり 7,500円

【 STEP ２ 】により課題を解決しつつ、認可保育園等の基準を満たす運営をしましょう

認可保育園等への移⾏を⽬指す期間（＝課題の解決に取り組む期間：５年間）は、
運営費に関しても補助が受けられます。

児童１人当たり月額 ０歳児 １・２歳児 ３歳児 ４歳以上児 モデルケース（年額）
※利⽤児童数25人の場合

有資格者⽐率１／３以上の場合 72,000円 39,000円 15,000円 12,000円 約 ９４７ 万円

有資格者⽐率６割以上の場合 89,000円 48,000円 18,000円 15,000円 約 １,１６６ 万円

有資格者⽐率10割
（認可の基準）を満たす場合

107,000円 57,000円 22,000円 18,000円 約 １,３９４ 万円

※地⽅単独保育施設から認可保育園等へ移⾏する場合に受けられる支援策

○ 運営費の補助 … 認可保育園等へ移⾏する計画の計画期間を上限に補助（５年以上の場合もあり）

○ 地方単独保育施設加算 …【基準額】保育料補助：児童１人当たり 月額5,000円（H29予算案 月額２万円）
※当該施設の保育料と認可保育園の平均保育料との差額が上限【補助率】国１０／１０

5

認可保育園等への移行に向けて「➊ 認可の基準を満たす運営」をします。

【 STEP ３ 】 基 準 を 満 た す 運 営 を し ま し ょ う！

➊

○ 認可化移⾏運営費⽀援事業
・職員配置、施設・設備の基準を満たす⾒込みがある場合、以下の配置状況に応じて運営費の補助が受けられます。

補助期間は上限５年

【基準額】

※モデルケースは、平成26年度認可外保育施設の現況取りまとめに基づき、平均利⽤児童数・年齢別児童数を算出し、試算したものです。

【補助率】国１／２ 都道府県１／４ 市町村１／４ または、国１／２ 指定都市・中核市１／２
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活用できる支援策

事故防止研修の受講、地方自治体の巡回支援指導を受けることで、
安心、安全な保育を実施します。【地方自治体が研修や巡回支援指導を実施】

取組 その２

活⽤できる⽀援策（補助⾦の申請先：都道府県または市町村）

認可保育園等への移行に向けて「➋ 安心、安全な保育の実施」をします。

【補助率】国３／４ 都道府県または市町村１／４

安心、安全な保育ができる環境の整備、職員の資質向上に取り組みましょう

6

【 STEP ３ 】 基 準 を 満 た す 運 営 を し ま し ょ う！

➋

事故防⽌、防犯対策の取組を⾏うことで、安⼼、安全な保育を実施します。取組 その１

○ 認可外保育施設における事故防止等推進事業（H28補正）

・認可保育園、認定こども園、⼩規模保育事業への移⾏を⽬指す施設に対し、
事故防止や事故後の検証、防犯対策の強化のためのカメラの設置等に必要
な経費の補助が受けられます。

基準額

設置か所１か所当たり 10万円

○保育園等の事故防止の取組強化事業（新規：H29予算案）

研修事業：死亡事故等の重大事故の防止を内容とした研修を受講できます。

巡回支援指導員によるアドバイス ：睡眠中、食事中、水遊び中等の重大事故が発生しやすい場面において、地方自治体
の巡回支援指導員によるアドバイスが受けられます。

【都道府県または市町村の保育担当窓口にご相談ください】

認可保育園等の⽼朽化に伴う修繕や増築・改築に必要な費⽤の補助を受ける
ことができます。

施設整備費の例

移⾏のメリット ２

認 可 保 育 園 等 へ 移 ⾏ し た ら

○ 認可保育園等へ移行すると、認可保育園等の運営に係る費用（人件費・物件費）、
認可保育園等の老朽化に伴う修繕や増築・改築に必要な費用等の補助など、様々な支援を受けることができます。

※上記の運営費は、都市部（東京都特別区）の認可保育園等を例に、施設を利⽤している就学前児童の年齢別構成割合や、加算
の適用について、一定の前提を置いて試算したモデルケースです。

7

いよいよ 認可保育園･認定こども園･小規模保育事業･事業所内保育事業に移⾏ !!

移⾏したら、どんな補助や支援を受けられるの？ ３つのメリット

認可保育園等の運営に係る費用（人件費・物件費）を受けることができます。

運営費の例

移⾏のメリット １

○ 施設型給付、地域型保育給付
・就学前児童が教育・保育施設や事業者から受けた教育・保育の提供に要した費用について財政支援が受けられます。

【給付額の例】

【負担率】国１／２ 都道府県１／４ 市町村１／４

施設･定員の例 給付額の例

認可保育園 定員 90名 年間 約１億359万円

小規模保育事業（A型） 定員 19名 年間 約 5,055万円

（例）神奈川県横浜市にある90名定員の認可保育園が、⽼朽化により全て建て替えを⾏う場合

○保育事業者は、１億8,140万円の３／４（＝１億3,605万円）の補助が受けられます。
※そのうち、4,535万円は保育事業者が負担

○設計料や⼟地を借りて認可保育園を設置している場合の⼟地借料などについて、別途加算が受けられます。
※設計料加算は基準額の５％、⼟地借料加算は1,620万円（540万円は保育事業者が負担）など
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① 保育士・保育園支援センター設置運営事業【拡充】

② 保育士資格取得支援事業

③ 保育士宿舎借り上げ支援事業【拡充】

④ 保育体制強化事業

⑤ 保育士試験による資格取得支援事業

⑥ 保育士養成施設に対する就職促進支援事業

⑦ 保育士試験追加実施支援事業

⑧ 保育補助者雇上強化事業

⑨ 若手保育士や保育事業者への巡回支援事業

⑩ 保育士等のキャリアアップ構築のための人材交流等

支援事業

⑪ 保育園等における業務集約化推進事業【新規】

⑫ 保育人材就職支援事業【新規】

 「待機児童解消加速化プラン」に基づき、自治体の待機児童解消に向けた取組を強力に支援するため、小規模保育や
家庭的保育等の改修による受入児童数の拡大を図る。

 また、総合的な保育人材確保策を講じることにより、保育の受け皿拡大に必要となる保育人材の確保を図る。

 その他、障害児の受け入れに必要な改修や認可外保育施設職員に対する衛生・安全対策など、保育対策の基盤整備に
必要な事業の推進を図る。

① 保育園等改修費等支援事業

② 保育園設置促進事業

③ 都市部における保育園への賃借料支援事業【新規】

8

その他、下記『保育対策総合支援事業』の様々なメニューによる
補助や支援を受けることができます。

移⾏のメリット ３

『保育対策総合支援事業費補助⾦』（H29予算案）

Ⅰ 保育士確保対策 Ⅱ 小規模保育等の改修等

Ⅲ その他事業

① 民有地マッチング事業【拡充】

② 認可化移行調査費等支援事業

③ 認可化移行移転費等支援事業

④ 広域的保育園等利用事業

⑤ 認可外保育施設の衛生・安全対策事業

⑥ 保育環境改善等事業

⑦ 家庭支援推進保育事業

⑧ サテライト型小規模保育事業【新規】

⑨ 保育利用支援事業（入園予約制）【新規】

⑩ 医療的ケア児保育支援モデル事業【新規】

⑪ 保育園等の事故防止の取組強化事業【新規】

⑫ 保育施設・事業の届出に伴うICT化推進事業【新規】

事業

内容

対象

事業

【参考】 認 可 外 保 育 施 設 の 現 状

区分 施設数
（か所）

入所児童数
（人）

ベビーホテル 1,749 32,523

その他の
認可外保育施設

6,289 169,007

事業所内保育施設 4,593 73,792

合 計 12,631 275,322

（平成27年３⽉31日現在）

＜資料出所＞
「平成26年度認可外保育施設の現況取りまとめ」
（厚⽣労働省雇⽤均等・児童家庭局保育課調べ）

区分 認可外として
運営を継続等

認可保育園への
移⾏を希望

ベビーホテル 67.0％ 33.0％

その他の
認可外保育施設

58.2％ 41.8％

事業所内保育施設 86.7％ 13.3％

＜資料出所＞
「平成24年地域児童福祉事業等調査」
（厚⽣労働省雇⽤均等・児童家庭局調べ）

・認可の基準（職員配置、施設・設備等）に満たない

・⼿続き、経理が煩雑 など

9

施設数、入所児童数の状況➊
（平成24年10月１日現在）

施設の今後の方向性➋

認可保育園等へ移⾏しない理由や課題➌ 『認可化移⾏⽀援強化事業』を
ぜひ、ご活用ください。

厚⽣労働省雇⽤均等・児童家庭局保育課
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者
数
の
１
／
２

（
端
数
切
り
捨
て
）
は
確
保
す
る
。

・
平
成
３
０
年
度
以
降
に
係
る
配
分
方
法
に
つ
い
て
は
、
職
員
の
研
修
の
受
講
状
況
等
を
踏
ま
え
検
討
。

３
職

員
へ
の
配

分
方
法

・
副
主
任
保
育
士
・
専
門
リ
ー
ダ
ー
（
仮
称
・
月
額
４
万
円
の
処
遇
改
善
の
対
象

（
園
長
・
主
任
保
育
士
等
を
除
い
た
職
員
の
概
ね
1/
3）

）
・
職
務

分
野
別
リ
ー
ダ
ー
（
仮
称
・
月
額
５
千
円
の
処
遇
改
善
の
対
象

（
園
長
・
主
任
保
育
士
等
を
除
い
た
職
員
の
概
ね
1/
5）

）
等
を
設
け
る
こ
と
に
よ
り
、

キ
ャ
リ
ア
パ
ス
の
仕
組
み
を
構
築
し
、
保
育
士
等
の
処
遇
改
善
に
取
り
組
む
保
育
園
等
に
対
し
て
、
キ
ャ
リ
ア
ア
ッ
プ
に
よ
る
処
遇
改
善
に

要
す
る
費
用
を
公
定
価
格
に
上
乗
せ
を
行
う
。
（
公
定
価
格
上
の
加
算
の
創
設
）

１
概

要

＜
月
額
４
万
円
の
処
遇
改
善
の
対
象
者
＞

・
経
験
年
数
が
概
ね
７
年
以
上

・
キ
ャ
リ
ア
ア
ッ
プ
研
修
の
う
ち
４
分
野
以
上
の

研
修
を
受
講
し
て
い
る
こ
と

＜
月
額
５
千
円
の
処
遇
改
善
の
対
象
者
＞

・
経
験
年
数
が
概
ね
３
年
以
上

・
キ
ャ
リ
ア
ア
ッ
プ
研
修
の
う
ち
担
当
す
る
分
野
の

研
修
を
受
講
し
て
い
る
こ
と
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スタンプ



全
て

の
保

育
士

等
を

対
象

と
し

た
２

％
の

処
遇

改
善

に
つ

い
て

（
加

算
率
）

＜
処
遇

改
善

等
加

算
の
イ
メ
ー
ジ

図
＞

・
２
％
の
処
遇
改
善
に
つ
い
て
は
、
現
行
の
処
遇
改
善
等
加
算
(賃

金
改
善
要
件
分
)の

加
算
率
の
積
み
増
し
（
３
％
→
５
％
）
に
よ
り
実
施
。

・
キ
ャ
リ
ア
ア
ッ
プ
の
仕
組
み
（
賃
金
体
系
、
資
質
向
上
の
た
め
の
研
修
計
画
等
）
を
構
築
し
て
い
な
い
場
合
、
５
％
か
ら
キ
ャ
リ
ア
パ
ス

要
件
分
と
し
て
２
％
減
額
。

・
５
％
の
処
遇
改
善
に
つ
い
て
は
、
月
給
へ
の
反
映
を
努
力
義
務
と
す
る
。

１
概

要

（
平
均
勤
続
年
数
）

1
5
%

9
%

1
0
%

5
%

1
2
%

1
0
%

1
1
%

7
%

8
%

6
%

5
%

3
%

4
%

2
%

9
年

1
0
年

1
1
年

1
2
年

0
年

1
年

2
年

3
年

4
年

5
年

6
年

7
年

8
年

改
善
基
礎
分

※
勤
続
年
数

が
上
昇

す
る
と
と
も
に

加
算
額
が
増
加

※
加
算
額

に
つ
い
て
は

、
昇
給
等

に
充
当
す
る
こ
と
が

必
要

賃
金

改
善

要
件

分

処
遇
改
善
等
加
算

キ
ャ
リ
ア
パ
ス

要
件
分

５ ％
３ ％
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副
主
任
保
育
士

※
ラ
イ
ン
職

【
要
件
】

ア
経
験
年
数
概
ね
７
年
以
上

イ
職
務
分
野
別
リ
ー
ダ
ー
を
経
験

ウ
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
＋
３
つ
以
上
の
分
野

の
研
修
を
修
了

エ
副
主
任
保
育
士
と
し
て
の
発
令

専
門
リ
ー
ダ
ー

※
ス
タ
ッ
フ
職

【要
件
】

ア
経
験
年
数
概
ね
７
年
以
上

イ
職
務
分
野
別
リ
ー
ダ
ー
を
経
験

ウ
４
つ
以
上
の
分
野
の
研
修
を
修
了

エ
専
門
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
の
発
令

職
務
分
野
別
リ
ー
ダ
ー

【要
件
】

ア
経
験
年
数
概
ね
３
年
以
上

イ
担
当
す
る
職
務
分
野
（左
記
①
～
⑥
）の
研
修
を
修
了

ウ
修
了
し
た
研
修
分
野
に
係
る
職
務
分
野
別
リ
ー
ダ
ー
※
と
し
て
の
発
令

※
乳
児
保
育
リ
ー
ダ
ー
、
食
育
・ア
レ
ル
ギ
ー
リ
ー
ダ
ー
等

※
同
一
分
野
に
つ
い
て
複
数
の
職
員
に
発
令
す
る
こ
と
も
可
能

キ
ャ
リ
ア
ア
ッ
プ
研
修
の
創
設

→
以
下
の
分
野
別
に
研
修
を
体
系
化

※
研
修
の
実
施
主
体
：
都
道
府
県
等

※
研
修
修
了
の
効
力
：
全
国
で
有
効

※
研
修
修
了
者
が
離
職
後
再
就
職

す
る
場
合
：
以
前
の
研
修
修
了
の

効
力
は
引
き
続
き
有
効

園
長

＜
平
均
勤
続
年
数
2
4
年
＞

主
任
保
育
士

＜
平
均
勤
続
年
数
2
1
年
＞

保
育
士
等

＜
平
均
勤
続
年
数
８
年
＞

【
研
修
分
野
】

①
乳
児
保
育

②
幼
児
教
育

③
障
害
児
保
育
④
食
育
・
ア
レ
ル
ギ
ー

⑤
保
健
衛
生
・
安
全
対
策

⑥
保
護
者
支
援
・
子
育
て
支
援

⑦
保
育
実
践

⑧
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

新
新

新

新

※
新
た
な
名
称
は
す
べ
て
仮
称

研
修
に
よ
る
技
能
の
習
得
に
よ
り
、

キ
ャ
リ
ア
ア
ッ
プ
が
で
き
る
仕
組
み

を
構
築

こ
の
ほ
か
、
更
な
る
「質
の
向
上
」の
一
環
と
し
て
、
全
職
員
に
対
し
て
２
％
（
月
額
６
千
円
程
度
）
の
処
遇
改
善
を
実
施

※
各
保
育
園
､認
定
こ
ど
も
園
等
の
状
況
を
踏
ま
え
、
副
主
任
保
育
士
・
専
門
リ
ー
ダ
ー
の
配
置
比
率
は
柔
軟
に
対
応
可

※
上
記
処
遇
改
善
の
対
象
施
設
等
は
、
公
定
価
格
に
お
け
る
現
行
の
処
遇
改
善
等
加
算
の
対
象
と
同
じ
。

※
「
園
長
・
主
任
保
育
士
を
除
く
保
育
士
等
全
体
の
概
ね
１
／
３
」
と
は
、
公
定
価
格
に
お
け
る
職
員
数
に
基
づ
き
算
出
し
た
も
の
。

保
育
士
等
（民
間
）に
関
す
る
キ
ャ
リ
ア
ア
ッ
プ
・処
遇
改
善
の
イ
メ
ー
ジ
（２
・３
号
関
係
）

＜
標
準
規
模
の
保
育
園
（定
員
9
0
人
）の
職
員
数
＞

※
公
定
価
格
上
の
職
員
数

園
長
１
人
、
主
任
保
育
士
１
人
、
保
育
士
1
2
人
、

調
理
員
等
３
人

合
計
1
7
人

月
額
５
千
円
の
処
遇
改
善

※
標
準
規
模
の
園
で
３
人

月
額
４
万
円
の
処
遇
改
善

※
標
準
規
模
の
園
で
５
人

（園
長
・主
任
保
育
士
を
除
く
保
育
士
等
全
体
の
概
ね
１
／
３
）
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保
育
士
等
の
処
遇
改
善

「
質
の
向
上
」
に
よ
る
公
定
価
格
上
の
処
遇
改
善

平
成
２
７

・
２

８
年
度

・
３
％

の
処
遇
改
善

【
０
．
７
兆
円

の
「
質
の
向
上

」
項
目
】

平
成
２
９

年
度
（

案
）

・
２
％

の
処
遇
改
善

（
３
％
→
５
％
）

【
０
．
３
兆
円
超

の
「
質
の
向
上
」

項
目
】

・
技
能

・
経
験

を
積
ん
だ
職
員
に
つ
い
て

以
下
の
追
加
的

な
処
遇
改
善
を
実
施

①
経
験
年
数
概

ね
７
年
以
上
の
中
堅
職
員

(副
主
任
保
育
士

(仮
称
)・

専
門

リ
ー
ダ
ー
(仮

称
))
  
月
額
４
万
円

②
経
験
年
数
概

ね
３
年
以
上
の
職
員

(職
務
分
野
別

リ
ー
ダ
ー
(仮

称
))

月
額
５
千
円

※
１

本
俸
基
準
額
に

は
、

俸
給

額
の

ほ
か
、

特
別
給
与
改
善
費

を
加
味

※
２

賞
与
や
地
域
手

当
等
を
含

む
人

件
費
の

年
額
（

処
遇
改
善
等
加
算

は
含
ま
な
い

）
、

地
域
手
当
に

つ
い

て
は
全

国
平

均
値
を
用

い
て
算

定

平
成
２
８
年
度
の
公
務
員
給
与
改
定
に
対
応
し
た
公
定
価
格
上
の
人
件
費
改
定
（２
８
年
度
補
正
２
９
年
度
当
初
（案
））

格
付

け

本
俸
基
準
額

※
１

人
件
費
（
年
額
）

※
２

平
成
28
年
度

当
初

平
成
28
年
度

改
定
後

平
成

29
年
度

当
初

(案
)

平
成
28
年
度

当
初

平
成
28
年
度

改
定
後

平
成
29
年
度

当
初
(案

)

保
育

士
(
福

)1
-2
9

1
99
,9
20
円

20
1,
45
0円

(＋
1,
53
0円

)
約
37
4万

円
約
37
9万

円
(＋

1.
3％

)
約
38
0万

円
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保
育
の
質
の
向
上
の
た
め
の
研
修
事
業

【
目
的
】 保
育
士
の
専
門
性
の
向
上
と
質
の
高
い
人
材
を
安
定
的
に
確
保
す
る
観
点
か
ら
、
保
育
の
質
の
向
上
を
図
る
た
め
の
研
修

の
実
施
に
要
す
る
費
用
の
一
部
を
補
助
す
る
こ
と
に
よ
り
、
子
ど
も
を
安
心
し
て
育
て
る
こ
と
が
で
き
る
体
制
整
備
を
行
う
。

【
実
施
主
体
】

都
道
府
県
又
は
市
町
村
（
特
別
区
を
含
む
）
。
都
道
府
県
又
は
市
町
村
は
、
本
事
業
を
適
切
に
実
施
で
き
る
と
認
め
る
社
会

福
祉
協
議
会
、
民
間
団
体
等
に
委
託
で
き
る
。

【
事
業
対
象
者
】

本
事
業
の
対
象
者
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
と
す
る
。

ア
保
育
所
、
認
定
こ
ど
も
園
、
小
規
模
保
育
事
業
所
、
事
業
所
内
保
育
事
業
所
、
認
可
外
保
育
施
設
等
（
以
下
「
保
育
所

等
」
と
い
う
。
）
に
勤
務
す
る
保
育
士
又
は
保
育
教
諭

イ
保
育
所
等
に
勤
務
す
る
保
育
士
以
外
（
看
護
師
、
調
理
員
、
事
務
職
員
等
）
の
職
員

ウ
保
育
所
等
に
就
労
し
て
い
な
い
保
育
士
資
格
を
有
す
る
者

【
実
施
内
容
】

ア
都
道
府
県
が
実
施
又
は
対
象
と
す
る
研
修

・
キ
ャ
リ
ア
ア
ッ
プ
に
関
す
る
研
修

・
乳
児
保
育
、
障
害
、
虐
待
な
ど
の
専
門
性
を
も
っ
た
保
育
士
に
係
る
研
修

・
指
導
者
育
成
の
た
め
の
研
修

・
都
道
府
県
が
適
当
と
認
め
る
団
体
が
実
施
す
る
研
修
等

イ
市
町
村
が
実
施
又
は
対
象
と
す
る
研
修

・
キ
ャ
リ
ア
ア
ッ
プ
に
関
す
る
研
修
（
都
道
府
県
か
ら
指
定
を
受
け
た
も
の
に
限
る
。
）

・
保
育
所
が
独
自
に
外
部
の
研
修
に
参
加
す
る
形
で
実
施
さ
れ
る
研
修

・
保
育
士
初
任
者
や
中
堅
保
育
士
が
参
加
し
て
、
保
育
の
基
礎
知
識
な
ど
を
受
講
す
る
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
研
修

・
市
町
村
が
適
当
と
認
め
る
団
体
が
実
施
す
る
研
修
等

【
補
助
率
】

国
：
１
／
２
都
道
府
県
又
は
市
町
村
：
１
／
２

拡
充

（平
成
2
9
年
度
予
算
案
：子
ど
も
・
子
育
て
支
援
体
制
整
備
総
合
推
進
事
業
費
国
庫
補
助
金
3
3
.4
億
円
の
内
数
）

平
成
29
年

度
予

算
案

YDWNH
テキストボックス
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○
保

育
人

材
確

保
策

の
実

施
状

況
（
待

機
児

童
1
0
人

以
上

の
市

区
町

村
）

（
貸
付
事
業
は
平
成

2
8
年
２
月
１
日
時
点
）

保
育
士
宿
舎
借

り
上
げ
支
援
事
業

保
育
補
助
者
雇

上
強
化
事
業

保
育
体
制
強
化

事
業

保
育
所
等
に
お

け
る
業
務
効
率

化
推
進
事
業

保
育
士
・
保
育
園

支
援
セ
ン
タ
ー
設

置
運
営
事
業

保
育
士
資
格
取

得
支
援
事
業

保
育
士
修
学
資

金
貸
付

保
育
補
助
者

雇
上
費
貸
付

未
就
学
児

を
も
つ
保

育
士
に
対
す
る
保
育

料
の
一
部
貸

付
就

職
準

備
金

貸
付

旭
川
市

4
0

○
○

○

稚
内
市

1
3

○
○
北
海

道
が
実
施

宮
古
市

1
1

○

花
巻
市

2
9

○

一
関
市

5
1

○
○

奥
州
市

3
5

○
○

滝
沢
市

1
6

紫
波
町

2
4

○

仙
台
市

2
1
3

○
○

石
巻
市

6
2

○
○

名
取
市

3
7

○

多
賀
城
市

1
1

○

岩
沼
市

3
1

○

登
米
市

1
2

○
○

栗
原
市

2
3

大
河
原
町

1
5

○

柴
田
町

2
4

○

亘
理
町

2
3

○
○

利
府
町

2
0

○

大
和
町

4
5

富
谷
町

4
7

○

大
衡
村

1
4

○

涌
谷
町

1
3

美
里
町

1
6

秋
田
県

潟
上
市

3
1

※
平

成
2
9
年

度
か
ら

実
施

予
定

郡
山
市

5
2

○
○

○
○

い
わ
き
市

1
2

○

福
島
市

1
2
5

南
相
馬
市

6
5

○
○

喜
多
方
市

3
4

○
○

二
本
松
市

4
8

○
○

田
村
市

5
8

○
○

大
玉
村

1
8

西
郷
村

1
9

○

棚
倉
町

1
2

○

塙
町

1
1

水
戸
市

1
2
3

○
○

土
浦
市

1
3

○
○

古
河
市

4
1

○
○

牛
久
市

1
3

○
○

○
○

つ
く
ば
市

1
0
1

○
○

那
珂
市

2
7

○
○

神
栖
市

1
4

○
○

つ
く
ば
み
ら
い
市

1
1

阿
見
町

1
5

○

北
海
道

岩
手
県

福
島
県

茨
城
県

宮
城
県

貸
付
事
業

※
都
道

府
県
又

は
指
定
都
市

が
適
当
と
認
め
る
団

体
が
実
施
す
る
事

業
都

道
府

県
・
指

定
都

市
・
中

核
市

が
実

施
す
る
事

業
市
区
町
村
が
実
施
す
る
事
業

自
治
体
名

待
機
児
童
数

（
H
2
8
.4
.1
時
点
）

加
速
化
プ
ラ
ン

参
加
状
況

（
H
2
8
.5
.3
1
時

点
）

○
県
が
実

施
○
県

が
実
施

○
県
が
実
施

○
県

が
実
施

○
県
が
実

施
○

県
が
実
施

○
県
が
実
施

※
平
成
2
8
年
度

交
付
申

請
時
点

※
年
度
内

に
開

始
予
定

○
県

が
実
施

○
県
が
実
施

○
県
が
実
施

○
県
が
実
施

○
県
が
実

施

○
県

が
実
施

○
県
が
実

施
○

県
が
実
施

○
県
が
実

施
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保
育
士
宿
舎
借

り
上
げ
支
援
事
業

保
育
補
助
者
雇

上
強
化
事
業

保
育
体
制
強
化

事
業

保
育
所
等
に
お

け
る
業
務
効
率

化
推
進
事
業

保
育
士
・
保
育
園

支
援
セ
ン
タ
ー
設

置
運
営
事
業

保
育
士
資
格
取

得
支
援
事
業

保
育
士
修
学
資

金
貸
付

保
育
補
助
者

雇
上
費
貸
付

未
就
学
児

を
も
つ
保

育
士
に
対
す
る
保
育

料
の
一
部
貸

付
就

職
準

備
金

貸
付

貸
付
事
業

※
都
道

府
県
又

は
指
定
都
市

が
適
当
と
認
め
る
団

体
が
実
施
す
る
事

業
都

道
府

県
・
指

定
都

市
・
中

核
市

が
実

施
す
る
事

業
市
区
町
村
が
実
施
す
る
事
業

自
治
体
名

待
機
児
童
数

（
H
2
8
.4
.1
時
点
）

加
速
化
プ
ラ
ン

参
加
状
況

（
H
2
8
.5
.3
1
時

点
）

宇
都
宮
市

2
9

○
○

○
○

○

栃
木
市

1
0

○
○

○
○

○

佐
野
市

2
4

○
○

小
山
市

2
7

○

那
須
塩
原
市

3
6

○
○

さ
い
た
ま
市

2
4

○
○

○
○

○
○

○
○

川
越
市

6
7

○

越
谷
市

3
8

○

川
口
市

9
8

○
○

所
沢
市

1
1

飯
能
市

1
3

東
松
山
市

3
8

○

狭
山
市

6
9

○
○

上
尾
市

3
5

○
○

草
加
市

7
7

○
○

○

戸
田
市

1
0
6

○
○

入
間
市

2
4

○

朝
霞
市

7
9

○

志
木
市

2
2

○
○

和
光
市

3
6

○
○

○

新
座
市

7
0

○
○

久
喜
市

1
3

○
○

富
士
見
市

3
6

○
○

○
○

三
郷
市

4
6

○
○

○

蓮
田
市

2
4

○

吉
川
市

3
0

○
○

ふ
じ
み
野
市

2
1

○

白
岡
市

1
8

○

嵐
山
町

1
5

○

千
葉
市

1
1

○
○

○
○

○
○

○
○

船
橋
市

2
0
3

○
○

○

市
川
市

5
1
4

○
○

木
更
津
市

9
2

○
○

茂
原
市

1
9

成
田
市

3
6

○
○

○

佐
倉
市

4
1

○
○

習
志
野
市

7
0

○

市
原
市

1
4

○
○

流
山
市

1
4
6

○
○

八
千
代
市

5
3

○

君
津
市

1
2

浦
安
市

7
9

○
○

○
○

四
街
道
市

4
4

○

八
街
市

2
4

○

印
西
市

1
7

○

富
里
市

7
3

栃
木
県

埼
玉
県

千
葉
県

※
平

成
2
9
年

度
か
ら

実
施

予
定

※
平

成
2
9
年

度
か
ら

実
施

予
定

○
県
が
実

施
○

県
が
実
施

○
県
が
実

施
○
県

が
実
施

○
県
が
実

施

○
県
が
実
施

○
県
が
実
施

○
県

が
実
施

○
県
が
実

施
○

県
が
実
施

○
県
が
実

施
○
県

が
実
施

○
県
が
実
施

○
県

が
実
施

○
県
が
実

施

ITUVL
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保
育
士
宿
舎
借

り
上
げ
支
援
事
業

保
育
補
助
者
雇

上
強
化
事
業

保
育
体
制
強
化

事
業

保
育
所
等
に
お

け
る
業
務
効
率

化
推
進
事
業

保
育
士
・
保
育
園

支
援
セ
ン
タ
ー
設

置
運
営
事
業

保
育
士
資
格
取

得
支
援
事
業

保
育
士
修
学
資

金
貸
付

保
育
補
助
者

雇
上
費
貸
付

未
就
学
児

を
も
つ
保

育
士
に
対
す
る
保
育

料
の
一
部
貸

付
就

職
準

備
金

貸
付

貸
付
事
業

※
都
道

府
県
又

は
指
定
都
市

が
適
当
と
認
め
る
団

体
が
実
施
す
る
事

業
都

道
府

県
・
指

定
都

市
・
中

核
市

が
実

施
す
る
事

業
市
区
町
村
が
実
施
す
る
事
業

自
治
体
名

待
機
児
童
数

（
H
2
8
.4
.1
時
点
）

加
速
化
プ
ラ
ン

参
加
状
況

（
H
2
8
.5
.3
1
時

点
）

八
王
子
市

1
3
9

○
○

○
○

○

中
央
区

2
6
3

○
○

○
○

港
区

6
4

○
○

○

新
宿
区

5
8

○
○

○

文
京
区

9
8

○
○

○
○

台
東
区

2
4
0

○
○

○

墨
田
区

1
3
4

○
○

○

江
東
区

2
7
7

○
○

品
川
区

1
7
8

○
○

目
黒
区

2
9
9

○
○

大
田
区

2
2
9

○
○

○

世
田
谷
区

1
1
9
8

○
○

○
○

渋
谷
区

3
1
5

○
○

中
野
区

2
5
7

○
○

○

杉
並
区

1
3
6

○
○

○

豊
島
区

1
0
5

○
○

○

北
区

2
3
2

○
○

○
○

荒
川
区

1
6
4

○
○

板
橋
区

3
7
6

○
○

○

練
馬
区

1
6
6

○
○

○

足
立
区

3
0
6

○
○

○

葛
飾
区

1
0
6

○
○

○

江
戸
川
区

3
9
7

○
○

○
○

立
川
市

1
9
8

○
○

○

武
蔵
野
市

1
2
2

○
○

○
○

三
鷹
市

2
6
4

○
○

青
梅
市

2
5

○
○

府
中
市

2
9
6

○
○

昭
島
市

2
1

○
○

調
布
市

2
8
9

○
○

町
田
市

1
8
2

○
○

小
金
井
市

1
5
4

○
○

○

小
平
市

1
6
7

○
○

日
野
市

1
8
3

○
○

東
村
山
市

7
6

○

国
分
寺
市

1
0
2

○
○

国
立
市

8
1

○

狛
江
市

1
4
2

○
○

○

清
瀬
市

4
4

○

東
久
留
米
市

9
2

○
○

多
摩
市

7
9

あ
き
る
野
市

1
8

○

西
東
京
市

1
5
4

○
○

瑞
穂
町

2
5

○

東
京
都

○
東
京

都
が
実
施

○
東

京
都

が
実
施

○
東
京
都

が
実

施
○
東
京

都
が
実
施

○
東
京
都

が
実
施

○
東

京
都
が
実
施

ITUVL
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保
育
士
宿
舎
借

り
上
げ
支
援
事
業

保
育
補
助
者
雇

上
強
化
事
業

保
育
体
制
強
化

事
業

保
育
所
等
に
お

け
る
業
務
効
率

化
推
進
事
業

保
育
士
・
保
育
園

支
援
セ
ン
タ
ー
設

置
運
営
事
業

保
育
士
資
格
取

得
支
援
事
業

保
育
士
修
学
資

金
貸
付

保
育
補
助
者

雇
上
費
貸
付

未
就
学
児

を
も
つ
保

育
士
に
対
す
る
保
育

料
の
一
部
貸

付
就

職
準

備
金

貸
付

貸
付
事
業

※
都
道

府
県
又

は
指
定
都
市

が
適
当
と
認
め
る
団

体
が
実
施
す
る
事

業
都

道
府

県
・
指

定
都

市
・
中

核
市

が
実

施
す
る
事

業
市
区
町
村
が
実
施
す
る
事
業

自
治
体
名

待
機
児
童
数

（
H
2
8
.4
.1
時
点
）

加
速
化
プ
ラ
ン

参
加
状
況

（
H
2
8
.5
.3
1
時

点
）

横
須
賀
市

1
9

○
○

○

鎌
倉
市

4
4

藤
沢
市

5
5

○
○

○

小
田
原
市

2
2

○
○

茅
ヶ
崎
市

8
9

○
○

逗
子
市

1
9

○

厚
木
市

1
0

○

伊
勢
原
市

4
7

○

海
老
名
市

2
7

○
○

○
○

座
間
市

4
3

○
○

○

南
足
柄
市

1
8

綾
瀬
市

4
4

○
○

寒
川
町

1
0

○

大
磯
町

1
8

岐
阜
県

瑞
穂
市

2
3

○
○

県
が
実

施
○
県

が
実
施

○
県
が
実
施

○
県

が
実
施

○
県
が
実

施
○

県
が
実
施

静
岡
市

4
6

○
○

○
○

浜
松
市

2
1
4

○
○

三
島
市

1
4

○
○

沼
津
市

1
7

○
○

伊
東
市

3
3

○
○

○

島
田
市

2
4

○
○

○

富
士
市

3
4

○
○

○

焼
津
市

1
5

○

袋
井
市

2
5

○
○

長
泉
町

1
8

○
○

瀬
戸
市

1
6

○
○

小
牧
市

2
7

東
海
市

3
5

尾
張
旭
市

2
4

○
○

日
進
市

1
4

○
○

み
よ
し
市

3
7

長
久
手
市

1
7

○
○

東
郷
町

1
5

○
○

四
日
市
市

6
4

○
〇

名
張
市

2
9

○
〇

彦
根
市

6
3

○
○

○

長
浜
市

1
8

○
○

近
江
八
幡
市

5
6

○
○

○

守
山
市

4
9

○
○

栗
東
市

3
2

○
○

湖
南
市

2
9

○
○

○

東
近
江
市

7
2

○
○

○

日
野
町

1
3

亀
岡
市

1
2

○
○

長
岡
京
市

4
6

○

静
岡
県

愛
知
県

三
重
県

神
奈
川
県

京
都
府

滋
賀
県

○
県
が
実
施

○
県

が
実
施

○
県
が
実

施
○

県
が
実
施

○
県
が
実

施
○
県

が
実
施

○
県
が
実

施
○
県
が
実
施

○
県

が
実
施

○
県
が
実

施
○

県
が
実
施

○
県
が
実

施

○
県
が
実
施

※
平

成
2
9
年

度
か
ら

実
施

予
定

○
県
が
実

施

○
県
が
実
施

○
県
が
実
施

○
県
が
実

施
○
県
が
実
施

○
県

が
実
施

○
県
が
実
施

○
県
が
実

施

○
京
都
府

が
実

施
○
京
都

府
が
実
施

○
京
都
府

が
実
施

○
京

都
府
が
実
施

○
京

都
府

が
実
施

○
京
都

府
が
実
施

ITUVL
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保
育
士
宿
舎
借

り
上
げ
支
援
事
業

保
育
補
助
者
雇

上
強
化
事
業

保
育
体
制
強
化

事
業

保
育
所
等
に
お

け
る
業
務
効
率

化
推
進
事
業

保
育
士
・
保
育
園

支
援
セ
ン
タ
ー
設

置
運
営
事
業

保
育
士
資
格
取

得
支
援
事
業

保
育
士
修
学
資

金
貸
付

保
育
補
助
者

雇
上
費
貸
付

未
就
学
児

を
も
つ
保

育
士
に
対
す
る
保
育

料
の
一
部
貸

付
就

職
準

備
金

貸
付

貸
付
事
業

※
都
道

府
県
又

は
指
定
都
市

が
適
当
と
認
め
る
団

体
が
実
施
す
る
事

業
都

道
府

県
・
指

定
都

市
・
中

核
市

が
実

施
す
る
事

業
市
区
町
村
が
実
施
す
る
事
業

自
治
体
名

待
機
児
童
数

（
H
2
8
.4
.1
時
点
）

加
速
化
プ
ラ
ン

参
加
状
況

（
H
2
8
.5
.3
1
時

点
）

大
阪
市

2
7
3

○
○

〇
○

※
今

年
度

中
に
実

施
予

定
※

今
年

度
中

に
実

施
予

定

堺
市

1
6

○
○

〇
○

○
○

豊
中
市

2
1
7

○
○

○
〇

○
○

東
大
阪
市

1
2
7

○
〇

岸
和
田
市

3
1

○
○

〇

池
田
市

7
1

○
○

〇

吹
田
市

2
3
0

○
○

○
〇

守
口
市

1
7

○
〇

茨
木
市

1
4
7

○
○

〇

八
尾
市

4
7

○
〇

大
東
市

1
4

○
○

○
〇

和
泉
市

4
4

○
〇

箕
面
市

1
7

○
〇

門
真
市

3
3

○
○

〇

摂
津
市

2
4

○
○

〇

交
野
市

4
7

○
〇

大
阪
狭
山
市

1
0

〇

島
本
町

4
1

○
〇

神
戸
市

5
9

○
○

○
○

○
○

※
今

年
度

中
に
実

施
予

定
○

姫
路
市

4
6

○
○

○
○

尼
崎
市

4
7

○

西
宮
市

1
8
3

○
○

明
石
市

2
9
5

○
○

○

芦
屋
市

3
8

○
○

伊
丹
市

3
3

○
○

豊
岡
市

1
6

○
○

加
古
川
市

1
4
0

○
○

宝
塚
市

3
4

○

川
西
市

3
2

○
○

三
田
市

4
7

○

稲
美
町

1
5

○
○

○

太
子
町

5
8

○
○

奈
良
市

8
5

○
○

大
和
郡
山
市

2
0

○

天
理
市

2
1

○
○

橿
原
市

4
5

○
○

生
駒
市

3
6

○
○

○

香
芝
市

4
4

○
○

○

島
根
県

松
江
市

2
2

○
○

○
○

県
が
実

施
○
県
が
実
施

○
県

が
実
施

○
県
が
実

施
○

県
が
実
施

岡
山
市

7
2
9

○
○

○
○

倉
敷
市

1
1
1

○
○

○
○

総
社
市

2
7

○
○

広
島
県

広
島
市

1
6
1

○
○

○
○

県
が
実

施
○
県

が
実
施

山
口
県

山
口
市

6
5

○
○

○
○

県
が
実

施
○
県

が
実
施

○
県

が
実
施

○
県
が
実

施
○

県
が
実
施

徳
島
市

1
9

○
○

北
島
町

2
3

○
○

藍
住
町

1
2

○
○

香
川
県

高
松
市

3
2
1

○
○

○
県
が
実

施
○
県
が
実
施

○
県

が
実
施

松
山
市

9
4

○
○

○

砥
部
町

1
6

○
県

が
実
施

高
知
県

高
知
市

4
2

○
○

○
県
が
実

施
○
県
が
実
施

○
県

が
実
施

○
県
が
実

施
○

県
が
実
施

大
阪
府

徳
島
県

愛
媛
県

兵
庫
県

奈
良
県

岡
山
県

○
県
が
実

施
○
県

が
実
施

○
県
が
実
施

○
県

が
実
施

○
県
が
実

施
○

県
が
実
施

○
大

阪
府

が
実
施

○
大
阪
府

が
実

施

○
大
阪

府
が
実
施

○
県
が
実
施

○
県

が
実
施

○
県
が
実
施

○
県
が
実

施
○
県

が
実
施

○
県
が
実
施

○
県
が
実

施

○
大
阪
府

が
実
施

○
大

阪
府
が
実
施

○
県
が
実
施

○
県

が
実
施

○
県
が
実

施
○

県
が
実
施

○
県
が
実

施
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保
育
士
宿
舎
借

り
上
げ
支
援
事
業

保
育
補
助
者
雇

上
強
化
事
業

保
育
体
制
強
化

事
業

保
育
所
等
に
お

け
る
業
務
効
率

化
推
進
事
業

保
育
士
・
保
育
園

支
援
セ
ン
タ
ー
設

置
運
営
事
業

保
育
士
資
格
取

得
支
援
事
業

保
育
士
修
学
資

金
貸
付

保
育
補
助
者

雇
上
費
貸
付

未
就
学
児

を
も
つ
保

育
士
に
対
す
る
保
育

料
の
一
部
貸

付
就

職
準

備
金

貸
付

貸
付
事
業

※
都
道

府
県
又

は
指
定
都
市

が
適
当
と
認
め
る
団

体
が
実
施
す
る
事

業
都

道
府

県
・
指

定
都

市
・
中

核
市

が
実

施
す
る
事

業
市
区
町
村
が
実
施
す
る
事
業

自
治
体
名

待
機
児
童
数

（
H
2
8
.4
.1
時
点
）

加
速
化
プ
ラ
ン

参
加
状
況

（
H
2
8
.5
.3
1
時

点
）

福
岡
市

7
3

○
○

○
○

○
○

久
留
米
市

7
8

○
○

○

筑
紫
野
市

9
5

○

春
日
市

1
2
1

○

大
野
城
市

9
1

太
宰
府
市

1
2
4

○
○

宇
美
町

4
5

○

篠
栗
町

1
0

○

志
免
町

4
5

○
○

須
恵
町

1
2
5

○
○

新
宮
町

1
5

○
○

粕
屋
町

5
7

○

岡
垣
町

1
2

○
○

大
刀
洗
町

1
2

○
○

広
川
町

1
5

○

佐
賀
県

佐
賀
市

1
3

○
○

○
県
が
実

施
○
県

が
実
施

○
県
が
実
施

○
県
が
実
施

長
崎
県

長
崎
市

6
6

○
○
県
が
実
施

○
県

が
実
施

○
県
が
実

施
○

県
が
実
施

玉
名
市

2
1

○

宇
土
市

1
5

○
○

合
志
市

4
1

○
○

大
津
町

4
7

○
○

菊
陽
町

1
0

○
○

益
城
町

8
1

○

大
分
市

3
5
0

○
○

佐
伯
市

2
0

○

宮
崎
県

宮
崎
市

6
4

○
○

○
県
が
実

施
○

○
県
が
実
施

○
県

が
実
施

○
県
が
実

施
○

県
が
実
施

鹿
児
島
市

1
5
1

○
○

出
水
市

6
6

○
○

奄
美
市

3
2

○
○

○

姶
良
市

2
5

○

徳
之
島
町

1
4

那
覇
市

5
5
9

○
○

○

宜
野
湾
市

1
7
2

○
○

石
垣
市

1
4
7

○

浦
添
市

2
3
1

○

名
護
市

2
1

○
○

○
○

糸
満
市

5
8

○
○

沖
縄
市

3
6
0

○
○

○
○

豊
見
城
市

4
2

○
○

○

う
る
ま
市

1
3
1

○
○

○
○

○

宮
古
島
市

6
1

○
○

○
○

南
城
市

7
7

○
,○

○

恩
納
村

2
8

○

金
武
町

1
0

読
谷
村

7
8

嘉
手
納
町

6
0

○
○

北
谷
町

4
1

○
○

○

北
中
城
村

9
2

○
○

○

中
城
村

8
6

○

西
原
町

3
5

○

与
那
原
町

4
5

○
○

南
風
原
町

1
8
8

○
○

○
○

沖
縄
県

鹿
児
島
県

福
岡
県

熊
本
県

大
分
県

○
県

が
実
施

○
県
が
実

施
○

県
が
実
施

○
県
が
実

施
○
県

が
実
施

○
県
が
実
施

○
県
が
実
施

○
県
が
実

施
○
県
が
実
施

○
県
が
実
施

○
県
が
実

施
○
県

が
実
施

○
県
が
実
施

○
県

が
実
施

○
県
が
実

施

○
県

が
実
施

○
県
が
実
施

○
県

が
実
施

○
県
が
実

施
○

県
が
実
施
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【
目
的
】

保
育
士
の
専
門
性
向
上
と
質
の
高
い
人
材
を
安
定
的
に
確
保
す
る
観
点
か
ら
、
潜
在
保
育
士
の
就
職
や
保
育
所
等
に
お
け
る
潜
在
保
育
士
活
用
支
援
等

を
行
う
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

【
実
施
主
体
】
都
道
府
県
・指
定
都
市
・中
核
市

【
補
助
率
】

国
１
／
２

都
道
府
県
・指
定
都
市
・
中
核
市
１
／
２

【
要
求
（拡
充
）
内
容
】

マ
ッ
チ
ン
グ
支
援
に
つ
い
て
、
一
定
の
実
績
が
あ
る
都
道
府
県
等
に
つ
い
て
は
、
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
の
追
加
配
置
を
可
能
と
す
る
。

【
保
育
士
・保
育
所
支
援
セ
ン
タ
ー
の
主
な
事
業
内
容
】

○
潜
在
保
育
士
に
対
す
る
取
組

・
再
就
職
に
関
す
る
相
談
・
就
職
あ
っ
せ
ん
、
求
人
情
報
の
提
供

○
保
育
所
に
対
す
る
取
組

・
潜
在
保
育
士
の
活
用
方
法
（
勤
務
シ
フ
ト
、
求
人
条
件
、
マ
ッ
チ
ン
グ
等
）
に
関
す
る
助
言

○
保
育
士
に
対
す
る
取
組

・
保
育
所
で
働
く
保
育
士
や
保
育
士
資
格
取
得
を
希
望
す
る
者
か
ら
の
相
談
へ
の
対
応
（
職
場
体
験
な
ど
）

○
人
材
バ
ン
ク
機
能
等
の
活
用

・
保
育
所
へ
の
離
職
時
に
保
育
士
・
保
育
所
支
援
セ
ン
タ
ー
に
登
録
し
、
再
就
職
支
援
（求
人
情
報
の
提
供
や
研
修
情
報
の
提
供
）
を
実
施

・
ま
た
、
新
た
に
保
育
士
登
録
を
行
う
者
に
対
し
て
も
保
育
士
・
保
育
所
支
援
セ
ン
タ
ー
へ
の
登
録
を
促
し
、
登
録
さ
れ
た
保
育
士
に
対
し
、

就
業
状
況
等
の
現
況
の
確
認
や
就
職
支
援
等
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
潜
在
保
育
士
の
掘
り
起
こ
し
を
行
う
。

①
卒
業
生
に
対
す
る

連
絡
依
頼

②
卒
業
名
簿
等
を
活
用
し
た

O
B
・O
G
へ
の
連
絡

【
保
育
士
・保
育
所
支
援
セ
ン
タ
ー
の
取
組
例
】

ⅱ
再
就
職
の
希
望
等
を
連
絡

保
育
士
養
成
施
設

卒
業
生

（潜
在
保
育
士
等
）

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク

連
携

保
育
士

離
職
し
た
保
育
士

③
再
就
職
の
希
望
等
を
連
絡

ⅰ
保
育
士
登
録
名
簿
を
活
用
し
た
情
報
発
信

ⅲ
再
就
職
支
援
機
関
、
求
人
情
報
の
提
供
や
再
就
職

前
研
修
情
報
の
提
供

ア
登
録

※
保
育
士
登
録
の
際
に
セ
ン
タ
ー
へ
の
登
録
勧
奨

ウ
研
修
情
報
提
供
・

就
職
あ
っ
せ
ん

イ
就
業
状
況
等
の
現
況
確
認

エ
就
職
相
談

保
育
士
・
保
育
所
支
援
セ
ン
タ
ー

（
都
道
府
県
等
）

④
再
就
職
支
援
機
関
や
そ
の
支
援
メ
ニ
ュ
ー
、
求
人
情
報
の
提
供
や
再
就
職
前
研
修
情
報
の
提
供

保
育
士
・保
育
所
支
援
セ
ン
タ
ー
設
置
運
営
事
業

コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー

（平
成
2
9
年
度
予
算
案
：保
育
対
策
総
合
支
援
事
業
費
補
助
金
3
9
4
.8
億
円
の
内
数
）

拡
充

平
成
29
年

度
予

算
案

YDWNH
テキストボックス
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保
育
士
宿
舎
借
り
上
げ
支
援
事
業

【
目
的
】

保
育
士
の
就
業
継
続
支
援
と
し
て
、
保
育
士
の
宿
舎
を
借
り
上
げ
る
た
め
の
費
用
の
全
部
又
は
一
部
を
支
援
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
保
育
士
が
働
き
や
す
い
環
境
を
整
備
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

【
実
施
主
体
】

待
機
児
童
解
消
加
速
化
プ
ラ
ン
に
参
加
す
る
市
町
村
（特
別
区
を
含
む
）

【
要
求
（
拡
充
）
内
容
】

対
象
と
な
る
保
育
士
に
つ
い
て
、
採
用
さ
れ
た
日
か
ら
起
算
し
て
５
年
以
内
の
者
と
い
う
要
件
を
設
け
て
い
た
が
、

こ
の
要
件
を
緩
和
し
、
採
用
か
ら
１
０
年
以
内
の
者
ま
で
事
業
の
対
象
者
を
拡
大
す
る
。

【
補
助
率
】

国
１
／
２

市
町
村
（特
別
区
含
む
）
１
／
２

※
保
育
所
等
の
設
置
者
が
実
施
す
る
場
合
は
国
１
／
２
、
市
町
村
１
／
４
、
保
育
所
等
の
設
置
者
１
／
４

【
補
助
単
価
】

１
人
当
た
り
月
額
8
2
,0
0
0
円
（上
限
）

拡
充

（平
成
2
9
年
度
予
算
案
：保
育
対
策
総
合
支
援
事
業
費
補
助
金
3
9
4
.8
億
円
の
内
数
）

平
成
29
年

度
予

算
案
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【
概
要
】

＜
市
町
村
に
お
け
る
人
材
確
保
に
関
す
る
事
業
の
例
＞

○
潜
在
保
育
士
の
再
就
職
支
援

・
保
育
士
・
保
育
園
支
援
セ
ン
タ
ー
と
の
連
携
に
よ
る
潜
在
保
育
士
の
マ
ッ
チ
ン
グ
支
援
（
就
職
相
談
会
の
開
催
等
）

・
雇
用
管
理
制
度
の
改
善
に
関
す
る
説
明
会
の
開
催
等
に
よ
る
保
育
事
業
者
に
対
す
る
多
様
な
働
き
方
の
支
援
等

○
新
卒
の
人
材
確
保
・
就
業
継
続
支
援

・
保
育
士
養
成
施
設
の
学
生
に
対
す
る
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
や
保
育
園
見
学
の
機
会
の
提
供

・
高
校
生
や
中
学
生
の
職
場
体
験

・
新
規
採
用
さ
れ
た
保
育
士
を
対
象
と
し
た
研
修
の
実
施
（
実
践
的
な
保
育
の
技
術
の
習
得
、
保
護
者
へ
の
対
応
等
）
等

【
実
施
主
体
】
市
町
村
（
特
別
区
を
含
む
）

【
補
助
率
】

国
１
／
２
市
町
村
１
／
２

市
町
村

連
携
に
よ
る

マ
ッ
チ
ン
グ
支
援保
育
士
・
保
育
園

支
援
セ
ン
タ
ー

保
育
園
等

イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
や

保
育
園
見
学
の
機
会
の
提
供

・
就
職
相
談
会
の
実
施

・
事
業
者
向
け
説
明
会

（
短
時
間
正
社
員
制
度
の

導
入
支
援
な
ど
）

＜
潜
在
保
育
士
の
再
就
職
支
援
＞

＜
新
卒
の
人
材
確
保
・
就
業
継
続
支
援
＞

市
町
村

保
育
園
等
へ
の
勤
務
に
興
味
を
持
っ
て

い
る
高
校
生
や
中
学
生
の
職
場
体
験
の

機
会
を
提
供

新
規
採
用
さ
れ
た
保
育
士
を

対
象
と
し
た
研
修
の
実
施

保
育
園

離
職
し
た

保
育
士
の
把
握

新
卒
学
生

高
校
生
等

保
育
人
材
就
職
支
援
事
業

（
保
育
対
策
総
合
支
援
事
業
費
補
助
金
3
9
4
.8
億
円
の
内
数
）

新
規

就
職
相
談
会
の
開
催
等
に
よ
る
潜
在
保
育
士
の
再
就
職
支
援
や
保
育
園
見
学
等
に
よ
る
新
卒
保
育
士
の
確
保
、
新
規
採
用
さ
れ
た
保
育
士
へ
の
研
修
に
よ
る
就
業

継
続
支
援
な
ど
、
市
町
村
が
行
う
保
育
人
材
確
保
に
関
す
る
取
組
に
要
し
た
費
用
の
一
部
を
補
助
す
る

平
成
29

年
度

予
算

案

ITUVL
スタンプ



・
保
育
士
の
就
業
を
呼
び
か
け
る
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
を
活
用
し
、
自
治
体
や
保
育
関
係
団
体
と
連
携
の
上
、
未
就
業
の
保
育
士
や
新
規
の

保
育
士
資
格
取
得
者
に
対
し
、
保
育
士
の
処
遇
改
善
や
再
就
職
支
援
、
勤
務
環
境
改
善
に
関
す
る
取
組
の
Ｐ
Ｒ
活
動
の
実
施

・
自
治
体
や
関
係
団
体
に
よ
る
保
育
士
の
養
成
学
校
と
連
携
し
た
養
成
学
校
卒
業
者
や
卒
業
予
定
者
へ
の
呼
び
か
け
の
強
化

等

保
育
士
確
保
集
中
取
組
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン

○
厚
生
労
働
省
で
は
、
待
機
児
童
の
解
消
に
向
け
、
「
待
機
児
童
解
消
加
速
化
プ
ラ
ン
」
に
基
づ
き
、
平
成
2
9
年
度
末
ま
で
に
必
要
と
な
る
保
育
の

の
受
け
皿
拡
大
を
進
め
て
お
り
、
保
育
の
担
い
手
と
な
る
保
育
士
の
確
保
が
必
要
不
可
欠
。

○
平
成
2
８
年
1
1
月
の
有
効
求
人
倍
率
は
２
．
３
４
倍
（
全
国
で
最
も
高
い
東
京
都
で
は
５
．
６
８
倍
）
と
い
っ
た
状
況
で
あ
り
、
保
育
士
の
確
保
が
喫
緊
の
課
題

と
な
っ
て
い
る
。

４
月
に
向
け
た
保
育
士
の
確
保

○
就
職
相
談
会
と
職
場
体
験
・
再
就
職
支
援
セ
ミ
ナ
ー
等
の
同
時
開
催

○
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
の
保
育
士
マ
ッ
チ
ン
グ
強
化
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
よ
る
集
中
的
支
援

・
年
度
内
に
充
足
が
必
要
な
求
人
提
出
保
育
園
へ
の
事
業
所
訪
問
等
に
よ
る
個
別
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
の
集
中
的
実
施

・
就
職
面
接
会
等
の
集
中
開
催

・
保
育
士
資
格
を
有
す
る
求
職
者
に
対
す
る
保
育
求
人
情
報
の
集
中
的
提
供

○
保
育
士
確
保
が
困
難
な
状
況
に
あ
る
保
育
園
に
対
し
、
都
道
府
県
、
保
育
士
・
保
育
園
支
援
セ
ン
タ
ー

及
び
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
が
連
携
し
た
積
極
的
な
就
職
あ
っ
せ
ん
の
実
施

等

掘
り
起
こ
し
の
強
化

就
職
あ
っ
せ
ん
の
強
化

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
へ
の
求
職
申
込
や
保
育
士
・
保
育
園
支
援
セ
ン
タ
ー
へ
の
登
録

本
年
４
月
に
向
け
た
保
育
士
確
保
を
進
め
る
た
め
、
３
月
ま
で
の
間
、
「
保
育
士
確
保
集
中
取
組
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
」
を
実
施
し
、

国
や
自
治
体
を
挙
げ
て
保
育
士
の
就
業
促
進
を
集
中
的
に
行
い
、
保
育
士
確
保
を
強
力
に
推
進
す
る
。
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保
育
士
確
保
集
中
取
組
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン

リ
ー
フ
レ
ッ
ト

（
表
面
）

（
裏
面
）
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ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
に
お
け
る
保
育
士
マ
ッ
チ
ン
グ
強
化
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
に
お
い
て
、
求
人
・
求
職
者
の
双
方
に
対
し
保
育
士
確
保
の
た
め
に
重
点
的
な
取
組
を
実
施

１
未
充
足
求
人
に
対
す
る
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
の
徹
底
（
対
求
人
事
業
所
）

求
人
受
理
後
一
定
期
間
が
経
過
す
る
も
未
充
足
の
保
育
士
求
人
に
つ
い
て
、
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
が
求
人
事
業
所
で
あ
る
保
育
園
を
訪
問
し
、
求
職
者
の
ニ
ー
ズ
を
踏
ま
え
た
求
人
条
件
等
へ
の
見
直
し
に
向
け
た

相
談
・
援
助
を
実
施
。

２
保
育
士
と
し
て
の
就
業
意
欲
を
喚
起
す
る
求
人
情
報
等
の
提
供
（
対
求
職
者
）

○
保
育
士
求
人
へ
の
応
募
検
討
の
契
機
と
な
る
よ
う
、
保
育
士
と
し
て
の
就
業
意
欲
を
喚
起
す
る
た
め
、
研
修
等
の
開
催
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
・
内
容
や
保
育
士
求
人
に
関
す
る
最
新
動
向
に
つ
い
て
の
情
報
、
地
域
の

保
育
事
情
等
を
踏
ま
え
た
保
育
士
向
け
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
等
を
求
職
者
へ
積
極
的
に
提
供
。

○
保
育
士
の
実
情
や
魅
力
等
を
発
信
す
る
機
会
と
し
て
、
保
育
園
見
学
会
や
説
明
会
の
定
期
的
な
開
催
。

３
保
育
園
の
ニ
ー
ズ
を
踏
ま
え
た
求
人
充
足
支
援

○
小
規
模
な
面
接
会
か
ら
複
数
の
保
育
園
に
よ
る
合
同
面
接
会
と
い
っ
た
大
規
模
な
も
の
ま
で
、
求
人
充
足
に
向
け
た
効
果
的
な
方
法
を
保
育
園
個
々
の
ニ
ー
ズ
を
踏
ま
え
検
討
し
、
実
施
。

○
求
人
条
件
等
か
ら
み
て
、
地
域
の
保
育
士
資
格
を
所
持
し
て
い
る
求
職
者
で
は
求
人
が
充
足
し
な
い
場
合
、
他
地
域
の
労
働
局
・
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
と
連
携
し
、
同
一
労
働
市
場
圏
広
域
マ
ッ
チ
ン
グ
を
展
開
。

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
に
お
け
る
重
点
取
組

職
業
紹
介
を
行
う
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
と
保
育
園
の
整
備
を
実
施
す
る
都
道
府
県
・
市
区
町
村
の
連
携
強
化

１
連
携
に
よ
り
保
育
士
確
保
が
困
難
な
地
域
を
重
点
的
実
施
地
域
と
し
て
取
組

都
道
府
県
・
市
区
町
村
が
保
有
す
る
保
育
園
整
備
予
定
地
域
や
定
員
増
加
地
域
の
情
報
（
ハ
コ
の
情
報
）
に
基
づ
く
、
特
に
保
育
士
の
確
保
が
必
要
な
地
域
に
お
い
て
、
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
が
保
育
園
整
備
等
と
連
動

し
つ
つ
、
保
育
士
の
マ
ッ
チ
ン
グ
を
重
点
的
に
実
施
。

２
都
道
府
県
・
市
区
町
村
が
実
施
し
て
い
る
研
修
等
の
情
報
を
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
に
提
供
し
、
求
職
者
に
対
す
る
情
報
発
信
を
強
化

都
道
府
県
・
市
区
町
村
が
、
保
育
士
資
格
を
持
っ
て
い
る
者
を
対
象
と
し
て
自
ら
が
主
催
し
て
い
る
研
修
等
に
関
す
る
情
報
を
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
に
提
供
す
る
体
制
を
整
え
、
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
に
お
い
て
研
修
等
の
情
報
を

必
要
と
し
て
い
る
保
育
士
資
格
を
持
つ
求
職
者
に
対
し
的
確
に
情
報
を
提
供
し
、
研
修
等
へ
の
参
加
を
勧
奨
。

３
保
育
士
と
し
て
の
勤
務
に
結
び
つ
く
セ
ミ
ナ
ー
の
開
催

○
労
働
局
・
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
や
都
道
府
県
・
市
区
町
村
が
実
施
す
る
就
職
支
援
セ
ミ
ナ
ー
等
再
就
職
の
た
め
の
各
種
イ
ベ
ン
ト
の
開
催
に
当
た
っ
て
相
互
に
連
携
し
て
、
地
域
に
お
け
る
保
育
園
整
備
等
に
関
す
る

情
報
や
最
新
の
保
育
士
の
実
情
、
保
育
士
求
人
に
関
す
る
最
新
動
向
等
を
同
時
に
説
明
す
る
機
会
を
積
極
的
に
設
定
。

○
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
に
お
い
て
、
事
業
主
（
保
育
園
）
向
け
セ
ミ
ナ
ー
を
開
催
す
る
な
ど
に
よ
り
、
保
育
士
が
応
募
し
や
す
い
求
人
条
件
な
ど
の
求
人
・
求
職
の
最
新
動
向
や
マ
ッ
チ
ン
グ
の
好
事
例
に
つ
い
て
情
報

提
供
す
る
。
ま
た
、
セ
ミ
ナ
ー
は
、
都
道
府
県
（
保
育
士
・
保
育
園
支
援
セ
ン
タ
ー
等
）
が
実
施
す
る
保
育
園
の
管
理
者
に
対
す
る
雇
用
管
理
の
研
修
と
連
携
し
て
開
催
す
る
こ
と
で
、
人
材
確
保
と
定
着
を
支
援

す
る
。

４
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
と
保
育
士
・
保
育
園
支
援
セ
ン
タ
ー
等
に
お
け
る
求
職
者
の
共
同
支
援

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
の
保
育
士
資
格
を
持
っ
て
い
る
求
職
者
の
う
ち
、
「
保
育
」
に
対
す
る
責
任
の
重
さ
や
保
護
者
と
の
関
係
な
ど
、
保
育
士
な
ら
で
は
の
悩
み
に
よ
っ
て
保
育
士
と
し
て
の
就
業
を
希
望
し
な
い
又
は

保
育
士
と
し
て
の
就
業
経
験
が
な
い
者
等
を
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
と
保
育
士
に
対
す
る
専
門
性
（
保
育
の
仕
方
や
方
針
等
）
を
活
か
し
た
職
業
相
談
等
を
行
う
保
育
士
・
保
育
園
支
援
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
共
同
で
支
援
す
る
こ
と

で
、
求
職
者
が
抱
え
る
課
題
を
解
決
。

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
と
都
道
府
県
・
市
区
町
村
の
連
携
強
化
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①
朝

夕
な

ど
児

童
が

少
数

と
な

る
時

間
帯

に
お

け
る

保
育

士
配

置
に

係
る

特
例

○
保

育
士

最
低

２
人

配
置

要
件

に
つ

い
て

、
朝

夕
な

ど
児

童
が

少
数

と
な

る
時

間
帯

に
お

い
て

は
、

保
育

士
２

名
の

う
ち

１
名

は
子

育
て

支
援

員
研

修
を

修
了

し
た

者
等

に
代

替
可

能
と

す
る

。

※
１
都
道
府
県
知
事
が
保
育
士
と
同
等
の
知
識
及
び
経
験
を
有
す
る
と
認
め
る
者
（
子
育
て
支
援
員

研
修
を
修
了
し
た
者
の
ほ
か
、
保
育
所
で
保
育
業
務
に
従
事
し
た
期
間
が
十
分
に
あ
る
者
や
、

家
庭
的
保
育
者
な
ど
）
に
代
替
可
能

②
幼

稚
園

教
諭

及
び

小
学

校
教

諭
等

の
活

用
に

係
る

特
例

○
保

育
士

と
近

接
す

る
職

種
で

あ
る

幼
稚

園
教

諭
、

小
学

校
教

諭
、

養
護

教
諭

を
、

保
育

士
に

代
え

て
活

用
可

能
と

す
る

。

※
２
幼
稚
園
教
諭
は
３
歳
以
上
児
、
小
学
校
教
諭
は
５
歳
児
を
中
心
に
保
育
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い

※
３
保
育
を
行
う
上
で
必
要
な
研
修
（
子
育
て
支
援
員
研
修
な
ど
）
の
受
講
を
求
め
る

③
保

育
所

等
に

お
け

る
保

育
の

実
施

に
当

た
り

必
要

と
な

る
保

育
士

配
置

に
係

る
特

例

○
保

育
所

等
を

８
時

間
を

超
え

て
開

所
し

て
い

る
こ

と
な

ど
に

よ
り

、
認

可
の

際
に

最
低

基
準

上
必

要
と

な
る

保
育

士
数

（
例

え
ば

15
名

）
を

上
回

っ
て

必
要

と
な

る
保

育
士

数
（
例

え
ば

15
名

に
追

加
す

る
３

名
）
に

つ
い

て
、

子
育

て
支

援
員

研
修

を
修

了
し

た
者

等
に

代
替

可
能

と
す

る
。

※
４
①
に
お
け
る
要
件
に
加
え
、
保
育
士
資
格
取
得
を
促
し
て
い
く

保
育

所
等

に
お

け
る

保
育

士
配

置
に

係
る

特
例

【
平

成
2
8
年
４
月
か
ら
実
施
】

7
:0

0
～

8
:3

0
1
7
:3

0
～

2
0
:0

0
保

育
士

A
保

育
士

B
保

育
士

C
保

育
士

D
無

資
格

E
無

資
格

F

8
:3

0
～

1
7
:3

0
1
6
:0

0

1
1
:0

0

7
:0

0
～

8
:3

0
1
7
:3

0
～

2
0
:0

0

保
育

士
A

保
育

士
B

保
育

士
C

保
育

士
D

8
:3

0
～

1
7
:3

0

1
6
:0

0

1
1
:0

0

【
対

応
前

】

【
対

応
後

】

※
②

③
の

特
例

適
用

に
当

た
っ

て
は

、
全

体
で

１
／

３
を

超
え

な
い

（
保

育
士

を
２

／
３

以
上

配
置

す
る

）
こ

と
が

必
要

（
待

機
児

童
を

解
消

し
、

受
け

皿
拡

大
が

一
段

落
す

る
ま

で
の

緊
急

的
・
時

限
的

な
対

応
）
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実
施

し
て

い
る

特
例

自
治

体
数

割
合

（
％

）

ア
8
0

9
5
.2

 

イ
7
9

9
4
.0

 

ウ
7
7

9
1
.7

 

ア
：
朝

夕
の

保
育

士
配

置
に

係
る

特
例

イ
：
幼

稚
園

教
諭

等
の

活
用

に
係

る
特

例
ウ

：
長

時
間

開
所

等
に

よ
る

加
配

職
員

に
係

る
特

例

保
育

所
に

お
け

る
保

育
士

配
置

の
特

例
（
平

成
2
8
年

4
月

施
行

）
の

実
施

状
況

調
査

に
つ

い
て

実
施

状
況

現
在

実
施

し
て

い
る

8
4

実
施

を
検

討
1
4

実
施

す
る

予
定

は
な

い
1
6

計
1
1
4

○
保

育
所

の
認

可
主

体
で

あ
る

都
道

府
県

、
指

定
都

市
、

中
核

市
の

1
1
4
自

治
体

を
対

象
と

し
て

、
平

成
2
8
年

1
0
月

1
日

時
点

の
状

況
を

調
査

74
%

12
%

14
%

保
育

士
配

置
の

特
例

実
施

状
況

現
在

実
施

し
て

い
る

実
施

を
検

討

実
施

す
る

予
定

は
な

い

ITUVL
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保
育
所
保
育
指
針
の
改
定
に
関
す
る
議
論
の
と
り
ま
と
め
の
概
要

１
．
の
「改
定
の
方
向
性
」を
踏
ま
え
、
以
下
の
よ
う
に
章
構
成
を
見
直
し
。

現
行
の
指
針
は
平
成
２
０
年
に
告
示
。
そ
の
後
の
以
下
の
よ
う
な
社
会
情
勢
の
変
化
を
踏
ま
え
、
改
定
に
つ
い
て
検
討
。

・
「
量
」
と
「
質
」の
両
面
か
ら
子
ど
も
の
育
ち
と
子
育
て
を
社
会
全
体
で
支
え
る
「
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
新
制
度
」の
施
行
（
平
成
２
７
年
４
月
）

・
０
～
２
歳
児
を
中
心
と
し
た
保
育
所
利
用
児
童
数
の
増
加
（
１
・
２
歳
児
保
育
所
等
利
用
率
2
7
.6
％
（
Ｈ
２
０
）
→
3
8.
1
％
（Ｈ
２
７
））

・
子
育
て
世
帯
に
お
け
る
子
育
て
の
負
担
や
孤
立
感
の
高
ま
り
、
児
童
虐
待
相
談
件
数
の
増
加
（
4
2
,6
6
4
件
（
Ｈ
２
０
）
→
1
0
3
,2
8
6
件
（
Ｈ
２
７
）
)等

背
景
（
保
育
を
め
ぐ
る
近
年
の
状
況
）

１
．
保
育
所
保
育
指
針
の
改
定
の
方
向
性

２
．
改
定
の
方
向
性
を
踏
ま
え
た
構
成
の
見
直
し

具
体
的
な
章
構
成
（
案
）

①
保
育
所
保
育
に
関
す
る
基
本
原
則
②
養
護
に
関
す
る
基
本
的
事
項
③
保

育
の
計
画
及
び
評
価
④
幼
児
教
育
を
行
う
施
設
と
し
て
共
有
す
べ
き
事
項

①
乳
児
保
育
に
関
わ
る
ね
ら
い
及
び
内
容
②
１
歳
以
上
３
歳
未
満
児
の
保
育

に
関
わ
る
ね
ら
い
及
び
内
容
③
３
歳
以
上
児
の
保
育
に
関
わ
る
ね
ら
い
及
び

内
容
④
保
育
の
実
施
に
関
し
て
留
意
す
べ
き
事
項

①
子
ど
も
の
健
康
支
援
②
食
育
の
推
進

③
環
境
及
び
衛
生
管
理
並
び
に
安
全
管
理
④
災
害
へ
の
備
え

①
保
育
所
に
お
け
る
子
育
て
支
援
に
関
す
る
基
本
的
事
項
②
保
育
所
を
利

用
し
て
い
る
保
護
者
に
対
す
る
子
育
て
支
援
③
地
域
の
保
護
者
等
に
対
す
る

子
育
て
支
援

①
職
員
の
資
質
向
上
に
関
す
る
基
本
的
事
項
②
施
設
長
の
責
務
③
職
員

の
研
修
等
④
研
修
の
実
施
体
制
等

第
２
章
保
育
の
内
容

第
３
章
健
康
及
び
安
全

第
４
章
子
育
て
支
援

(2
)
保
育
所
保
育
に
お
け
る
幼
児
教
育
の
積
極
的
な
位
置
づ
け

保
育
所
保
育
も
幼
児
教
育
の
重
要
な
一
翼
を
担
っ
て
い
る
こ
と
等
を
踏
ま
え
、
卒
園
時
ま
で
に
育
っ
て
ほ
し
い
姿
を
意
識
し

た
保
育
内
容
や
保
育
の
計
画
・
評
価
の
在
り
方
等
に
つ
い
て
記
載
内
容
を
充
実
。
主
体
的
な
遊
び
を
中
心
と
し
た
教
育
内

容
に
関
し
て
、
幼
稚
園
、
認
定
こ
ど
も
園
と
の
整
合
性
を
引
き
続
き
確
保
。

(3
)
子
ど
も
の
育
ち
を
め
ぐ
る
環
境
の
変
化
を
踏
ま
え
た
健
康
及
び
安
全
の
記
載
の
見
直
し

子
ど
も
の
育
ち
を
め
ぐ
る
環
境
の
変
化
を
踏
ま
え
、
食
育
の
推
進
、
安
全
な
保
育
環
境
の
確
保
等
に
関
し
て
、
記
載
内
容
を

見
直
し
。

(4
)
保
護
者
・
家
庭
及
び
地
域
と
連
携
し
た
子
育
て
支
援
の
必
要
性

保
護
者
と
連
携
し
て
「
子
ど
も
の
育
ち
」
を
支
え
る
と
い
う
視
点
を
持
っ
て
、
子
ど
も
の
育
ち
を
保
護
者
と
と
も
に
喜
び
合
う
こ

と
を
重
視
す
る
と
と
も
に
、
保
育
所
が
行
う
地
域
に
お
け
る
子
育
て
支
援
の
役
割
が
重
要
に
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
「
保
護

者
に
対
す
る
支
援
」
の
章
を
「
子
育
て
支
援
」
に
改
め
、
記
載
内
容
を
充
実
。

(5
)
職
員
の
資
質
・
専
門
性
の
向
上

職
員
の
資
質
・
専
門
性
の
向
上
に
つ
い
て
、
保
育
士
の
キ
ャ
リ
ア
パ
ス
の
明
確
化
を
見
据
え
た
研
修
機
会
の
充
実
な
ど
も

含
め
、
記
載
内
容
を
充
実
。

(1
)
乳
児
・
１
歳
以
上
３
歳
未
満
児
の
保
育
に
関
す
る
記
載
の
充
実

こ
の
時
期
の
保
育
の
重
要
性
、
０
～
２
歳
児
の
利
用
率
の
上
昇
等
を
踏
ま
え
、
３
歳
以
上
児
と
は
別
に
項
目
を
設
け
る
な
ど

記
載
内
容
を
充
実
。
（
特
に
乳
児
保
育
に
つ
い
て
は
、
「
身
近
な
人
と
気
持
ち
が
通
じ
合
う
」
「
身
近
な
も
の
と
関
わ
り
感
性

が
育
つ
」
「
健
や
か
に
伸
び
伸
び
と
育
つ
」
と
い
う
視
点
か
ら
、
記
載
内
容
を
整
理
・
充
実
。
）

第
１
章
総
則

第
５
章
職
員
の
資
質
向
上

(1
)
小
規
模
保
育
、
家
庭
的
保
育
等
へ
の
対
応

指
針
が
準
用
さ
れ
る
こ
と
を
想
定
し
、
記
載
を
工
夫
。

(2
)
周
知
に
向
け
た
取
組

指
針
の
趣
旨
・
内
容
が
関
係
者
に
理
解
さ
れ
る
よ
う
、
解
説
書
を
作
成
。

(3
)
保
育
の
質
の
向
上
に
向
け
て

改
定
が
保
育
の
質
向
上
の
契
機
と
な
り
、
全
て
の
子
ど
も
の

健
や
か
な
育
ち
の
実
現
へ
と
つ
な
が
る
こ
と
が
重
要
。

４
．
そ
の
他
の
課
題

（
平
成
２
８
年
１
２
月
２
１
日
）

社
会
保
障
審
議
会
児
童
部
会
保
育
専
門
委
員
会

(1
)
保
育
の
内
容

保
育
指
針
と
の
整
合
性
を
確
保
、
指
針
改
定
の
方
向
性
を
踏
襲
。

(2
)
多
様
な
在
園
児
へ
の
配
慮

一
人
一
人
の
生
活
の
流
れ
を
考
え
て
創
意
工
夫
。

(3
)
２
歳
児
か
ら
３
歳
児
へ
の
移
行
の
配
慮

３
歳
ま
で
の
育
ち
を
理
解
・
受
容
し
、

家
庭
と
の
連
携
の
下
で
、
発
達
の
連
続
性
に
配
慮
。

３
．
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
保
育
に
関
す
る
事
項
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○
新
た
な
取
組
（
保
育
園
等
の
事
故
防
止
の
取
組
強
化
）

○
子
ど
も
・子
育
て
支
援
新
制
度
で
は
、
特
定
教
育
・保
育
施
設
及
び
特
定
地
域
型
保
育
事
業
者
は
、
事
故
の
発
生
又
は
再
発
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
及
び
事
故
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
市
町

村
、
家
族
等
に
対
す
る
連
絡
等
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
（
特
定
教
育
・
保
育
施
設
及
び
特
定
地
域
型
保
育
事
業
の
運
営
に
関
す
る
基
準
第
3
2
条
、
第
5
0
条
）

○
平
成
2
6
年
６
月
3
0
日
開
催
の
第
1
6
回
子
ど
も
・子
育
て
会
議
に
お
い
て
、
特
定
教
育
・保
育
施
設
等
の
重
大
事
故
の
発
生
・再
発
防
止
に
つ
い
て
行
政
の
取
組
の
あ
り
方
等
を
検
討
す
べ
き
と
さ
れ
た
。

○
教
育
・保
育
施
設
等
に
お
け
る
重
大
事
故
の
再
発
防
止
策
に
関
す
る
検
討
会
（平
成
2
6
年
９
月
８
日
）を
設
置
し
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
議
論

①
重
大
事
故
の
情
報
の
集
約
の
あ
り
方

②
集
約
し
た
情
報
の
分
析
、
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
、
公
表
の
あ
り
方

③
事
故
の
発
生
・再
発
防
止
の
た
め
の
支
援
、
指
導
監
督
の
あ
り
方

○
重
大
事
故
の
集
約
範
囲
・
方
法
・
公
表
の
あ
り
方
に
つ
い
て
取
り
ま
と
め

報
告
様
式
を
定
め
、
報
告
期
限
の
目
安
（
第
１
報
は
事
故
発
生
当
日
等
）を
設
定
す
る
等
、
事
故
報
告
制
度
を
全
般
的
に
見
直
し
。
※
平
成
2
7
年
２
月
1
6
日
に
３
府
省
で
通
知

・公
表
の
あ
り
方
：
国
に
お
い
て
事
故
報
告
を
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
化
し
、
内
閣
府
H
P
で
公
表
（
個
人
情
報
を
除
く
）
※
平
成
2
7
年
６
月
よ
り
四
半
期
ご
と
に
内
閣
府
H
P
で
公
表

○
重
大
事
故
の
発
生
防
止
の
た
め
の
今
後
の
取
組
み
に
つ
い
て
取
り
ま
と
め

・事
故
の
発
生
防
止
（予
防
）
の
た
め
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
、
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
作
成
（
検
討
会
で
は
骨
子
を
作
成
）

・事
故
の
発
生
・再
発
防
止
の
た
め
の
指
導
監
督
の
あ
り
方

・事
故
の
再
発
防
止
の
た
め
の
事
後
的
な
検
証

地
方
自
治
体
…
死
亡
事
故
、
必
要
と
判
断
し
た
場
合
の
死
亡
事
故
以
外
の
重
大
事
故
の
検
証

国
…
有
識
者
会
議
を
設
置
（H
2
8
.4
.2
1
）し
、
検
証
報
告
等
を
踏
ま
え
、
再
発
防
止
策
を
検
討

２
．
検
討
会
の
議
論

１
．
背

景

保
育
園
等
の
事
故
防
止
の
取
組
強
化
事
業

３
．
中
間
取
り
ま
と
め
（
平
成

26
年

11
月

28
日
）

４
．
最
終
取
り
ま
と
め

(平
成

27
年

12
月

21
日
）

地
方
自
治
体
宛
て
に
以
下
を
通
知
し
、
施
設
・
事
業
者
に
周
知

➀
教
育
・
保
育
施
設
等
に
お
け
る
重
大
事
故
の
再
発
防
止
の
た
め

の
事
後
的
な
検
証
に
つ
い
て

➁
教
育
・
保
育
施
設
等
に
お
け
る
事
故
防
止
及
び
事
故
発
生

時
の
対
応
の
た
め
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

◎
保
育
園
や
認
可
外
保
育
施
設
等
で
の
死
亡
事
故
を
防
止
す
る
た
め
、
死
亡
事
故
等
の
重
大
事
故
の
防
止
を
内
容
と
し
た

研
修
の
実
施
や
睡
眠
中
、
食
事
中
、
水
遊
び
中
等
の
重
大
事
故
が
発
生
し
や
す
い
場
面
で
の
巡
回
支
援
指
導
を
行
う
。

○
死
亡
事
故
等
の
重
大
事
故
の
防
止
を
内
容
と
し
た
研
修
事
業
の
実
施

○
死
亡
事
故
等
の
重
大
事
故
の
発
生
防
止
の
た
め
の
巡
回
支
援
指
導
員
の
自
治
体
へ
の
配
置

認
可
外

保
育
施
設

事
故
防
止

の
取
組

認
可
保
育
園
等

死
亡
率
ゼ
ロ
を
目
指
す

【研
修
事
業
】
補
助
率
：
国
１
／
２
都
道
府
県
又
は
市
町
村
１
／
２

補
助
額
：
１
人
当
た
り
６
千
円

【巡
回
支
援
指
導
事
業
】
補
助
率
：
国
１
／
２
都
道
府
県
又
は
市
町
村
１
／
２

補
助
額
：
巡
回
支
援
指
導
員
１
人
当
た
り
４
，
０
６
４
千
円

新
規

（平
成
2
9
年
度
予
算
案
保
育
対
策
総
合
支
援
事
業
費
補
助
金
3
9
4
.8
億
円
の
内
数
）
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事 務 連 絡        

平成 28 年 10 月５日 

 

 

各都道府県子育て支援新制度担当部局 

各都道府県私立学校主管部（局） 

各都道府県民生主管部（局） 

各都道府県教育委員会 

指定都市・中核市子ども・子育て支援新制度担当部局 

各指定都市・中核市民生主管部（局） 御中 

 

 

 

 

   内 閣 府 子 ど も ・ 子 育 て 本 部 参 事 官 付 
文部科学省初等中等教育局幼児教育課 
厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課 

 

 

 

「教育・保育施設等における事故防止及び事故発生時の対応のための 

ガイドライン」の周知徹底について 

 

日頃より子ども・子育て支援施策の推進、子ども・子育て支援新制度の施行

に御尽力いただき、厚く御礼申し上げます。 

教育・保育施設等における重大事故については、事故防止及び事故発生時の

対応のためのガイドライン、再発防止のための事後的な検証について通知を発

出し、再発防止のための取組を進めてきたところです。 

また、事故が発生した場合には御報告をいただき、その報告に基づき、昨年

度から特定教育・保育施設等における事故情報データベースとして内閣府のホ

ームページで公表をしておりますが、9月末のデータベース更新時に、新たに数

件の死亡事故が掲載されたところであり、その中でも午睡中の事故が多くなっ

ています。 

なお、本年４月に公表いたしました、平成 27 年の「「教育・保育施設等にお

ける事故報告集計」の公表及び事故防止対策について」の死亡事故においても、

認可外保育施設での死亡事故が多く、特に０～１歳児の午睡中の死亡事故が多
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くなっております。 

つきましては、本年３月に発出いたしました「教育・保育施設等における事

故防止及び事故発生時の対応のためのガイドライン」の取組について、改めて、

関係機関、市区町村及び各施設・事業者への周知徹底をお願いいたします。 

本ガイドラインにおいては、睡眠中の窒息リスクの除去の方法として、「医

学的な理由で医師からうつぶせ寝をすすめられている場合以外は、乳児の顔が

見える仰向けに寝かせることが重要。何よりも、一人にしないこと、寝かせ方

に配慮を行うこと、安全な睡眠環境を整えることは、窒息や誤飲、けがなどの

事故を未然に防ぐことにつながる。」等、重大事故が発生しやすい場面ごとの

注意事項について記載しております。 

これらの注意事項について、関係機関、市区町村及び各施設・事業者に対し

別紙（例）、ミニポスター（別添１）及び周知啓発資料（別添２）を参考に、

午睡中の対応等について、併せて周知いただきますようお願いいたします。 

 

 

【本件連絡先】 

内閣府子ども・子育て本部 

TEL ： 03-6257-1468（直通） 

FAX ： 03-3581-2521 

E-mail：kodomokosodate1@cao.go.jp 

 

                文部科学省初等中等教育局幼児教育課 

                 TEL ： 03-6734-3136（直通） 

FAX ： 03-6734-3736 

E-mail：youji@mext.go.jp 

                

厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課 

TEL ： 03-5253-1111（内線 7947） 

FAX ： 03-3595-2674 

E-mail：hoikuanzen@mhlw.go.jp 
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【別紙（例）】 
 
 
各教育・保育施設等の設置者・管理者の皆様 
 
 
 
 

貴自治体名担当部署名（又は担当部署の長） 
 

 
 

教育・保育施設等における事故防止及び事故発生時の対応のための 
ガイドラインの周知徹底について（お願い） 

 
教育・保育施設等における事故防止及び事故発生時の対応のためのガイドラ

イン（以下「ガイドライン」という。）については、昨年度、内閣府、文部科学

省、厚生労働省から発出されたことを受け、当課（又は当職）より貴施設・事

業所に周知しており、ガイドラインを参考に事故発生の防止等や事故発生時の

対応に取り組んでいただいているところですが、今年度においても全国的に教

育・保育施設等における死亡事故が発生しております。 
また、教育・保育施設等における重大事故については、各施設・事業所から

御報告をいただき、その報告に基づき、国へ報告をしております。この報告に

ついては、事故防止を目的とし、昨年度から特定教育・保育施設等における事

故情報データベースとして内閣府のホームページで公表しておりますが、骨折

の事故が多数発生していることに加え、依然として一定数の死亡事故が発生し

ており、特に午睡中の事故が多く見受けられます。 
ガイドラインにおいては、睡眠中の窒息リスクの除去の方法として、 

・医学的な理由で医師からうつぶせ寝をすすめられている場合以外は、乳児の

顔が見える仰向けに寝かせることが重要。 

・何よりも、一人にしないこと、寝かせ方に配慮を行うこと、安全な睡眠環境

を整えることは、窒息や誤飲、けがなどの事故を未然に防ぐことにつながる。 

等、重大事故が発生しやすい場面ごとの注意事項について記載しております。 

今般、改めて、ガイドラインについて、貴施設・事業所内で行う研修等によ

り､職員の皆さまへの御周知を図っていただきますようお願いいたします。 
ガイドラインにおいては、窒息リスクの除去の方法等について、Point として
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明記しており、こちらについては、切り取るなどして、教育・保育を行う部屋

に掲示する等ができるよう作成しておりますので、御活用ください。 

これらの注意事項を周知徹底するため、ミニポスター（別添１）及び周知啓

発資料（別添２）を御活用いただき、 

・職員への配付 

・拡大コピーなどによる掲示 

・職員会議や朝礼などでの確認 

などにより、貴施設・事業所における事故発生の防止等に取り組んでいただ

きますようお願いいたします。 

なお、各施設・事業所においては、ガイドラインを参考として、それぞれの

実情に応じて、具体的な指針等を策定し、その周知徹底を図るようお願いいた

します。 

加えて、データベースについては、事故の概要の他、事故発生の要因分析と

して、再発防止のための改善策等を掲載しておりますので、こちらについても

御活用いただき、午睡中の死亡事故、保育中の骨折事故等の事故発生の防止等

や事故発生時の対応の御参考としていただきますようお願いいたします。 
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 仰向け＊に 

寝かせることが 

重要です！ 
（＊医学的な理由で医師からうつぶせ寝をすすめられている場合以外） 
 何よりも一人に 

しないこと！ 
   

寝かせ方に配慮を行うこと、安全な睡眠環境を整えることは、窒息や誤飲、 

けがなどの事故を未然に防ぐことにつながります。具体的には… 

 

★ やわらかい布団やぬいぐるみ等を使用しない。 

★ ヒモ、またはヒモ状のもの（例：よだれかけのヒモ、ふとんカバーの内側のヒモ、ベッドまわり 

のコード等）を置かない。 

★ 口の中に異物がないか確認する。 

★ ミルクや食べたもの等の嘔吐物がないか確認する。 

★ 子どもの数、職員の数に合わせ、定期的に子どもの呼吸・体位、睡眠状態等を点検すること等に 

より、呼吸停止等の異常が発生した場合の早期発見、重大事故の予防のための工夫をする。 

 

「教育・保育施設等における事故防止及び事故発生時の対応のためのガイドライン」より抜粋 

 

 

＊他にも窒息のリスクに気づいた場合には、留意点として記録し、共有しましょう。 

 

 

子どもの睡眠時に注意すべきこと 

 
 

【別添１】 
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パパ、ママ、
保育士さん、先生・・・

子どもに関わる全ての人へ
お願いです！

子どもが眠っている時は
目を離さないでね。

子どもの死亡事故の多くが、睡眠中の事故です。
子どもの呼吸・表情の変化や、顔色などが

いつでも確認できる環境で寝かせてあげましょう。

【別添２】

• 子どもの顔が見える仰向けに寝かせることが重要です
※医学的な理由で医師からうつぶせ寝をすすめられている場合は除きます。

• 子どもを一人にせず、寝かせ方に配慮し、安全な睡眠環
境を整えましょう

• やわらかい布団やぬいぐるみ等を使用せず、周りにヒモ、
ヒモ状のものを置かないようにしましょう

• 口の中の異物やミルク、食べたもの等の嘔吐物がない
か確認しましょう

• 定期的に子どもの呼吸・体位、睡眠状態を点検しましょう

睡眠中は仰向けにし、
子どもを１人にしないようにしましょう
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プール活動・水遊び時の
監視体制を整えましょう

• 専任の監視者とプール指導者とを分けて配置し、監視
者は監視に専念、エリア全域をくまなく監視しましょう

• 規則的に目線を動かし、動かない子どもや不自然な
動きをしている子どもがいないか常に監視しましょう

• 十分な監視体制の確保ができない場合にはプール活
動の中止も選択肢に入れましょう

• 時間的余裕をもってプール活動を行いましょう

食事の時の誤嚥リスクに
注意しましょう

• ゆっくり落ち着いて食べることができるよう子どもの
意志に合ったタイミングで食べさせましょう

• 子どもの口にあった量で与え、飲み込んだことを確
認しましょう

• 汁物などの水分を適切に摂らせましょう

• 食事の提供中に驚かせないようにしましょう

• 食事中に眠くなっていないか注意しましょう

• 正しく座っているか注意しましょう
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玩具、小物等による
誤嚥リスクに

注意しましょう

• 口に入れると窒息の可能性のある大きさ、形状の玩具や
物は子どものいる部屋に置かないようにしましょう

• 玩具等は部品が外れない工夫をしたものを使用しましょう

• 子どもが誤嚥につながる物（例：髪ゴムの飾りなど）を身に
着けている場合には保護者にも協力を求めましょう

• 窒息の危険性があった玩具や類似の形状のものについて
は、情報を共有し、使用しないようにしましょう

食物アレルギーの人的
エラーを防ぎましょう

・材料等の置き場、調理する場所が紛らわしくないよう
にしましょう

・食物アレルギーの子どもの食事を調理する担当者を
明確にしましょう

・材料を入れる容器、食物アレルギーの子どもの食器、
トレイの色や形を明確に変えましょう

・除去食、代替食は普通食と形や見た目が明らかに違
うものにしましょう

・配膳カードを作成し、調理、配膳、食事提供までの間
に2重、3重のチェック体制をとりましょう
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平
成
2
8
年
の
地
方
か
ら
の
提
案
等
に
関
す
る
対
応
方
針
（
平
成
２
８
年
１
２
月
２
０
日
閣
議
決
定
）
（
抄
）

【
保
育
分
野
の
主
な
項
目
抜
粋
】

事
項
名

対
応
方
針

平
成
2
9
年
２
月
2
0
日

時
点
の
対
応
状
況

一
時
預
か
り
事
業
等

の
事
務
・
権
限
に
つ

い
て

一
時
預
か
り
事
業
及
び
病
児
保
育
事
業
の
届
出
提
出
先
、
立
入
検
査
等
の
事
務
・
権
限
（
3
4
条
の
1
2
、
3
4

条
の
1
4
、
3
4
条
の
1
8
及
び
3
4
条
の
1
8
の
２
）
に
つ
い
て
は
、
条
例
に
よ
る
事
務
処
理
特
例
制
度
（
地
方
自
治
法

（
昭
2
2
法
6
7
）
2
5
2
条
の
1
7
の
２
第
１
項
）
に
よ
り
市
町
村
に
権
限
を
移
譲
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
、
地

方
公
共
団
体
に
平
成
2
8
年
度
中
に
通
知
す
る
。
あ
わ
せ
て
、
同
制
度
の
運
用
状
況
等
を
踏
ま
え
つ
つ
、
当
該

権
限
の
市
町
村
へ
の
移
譲
を
含
め
た
事
務
処
理
体
制
等
に
つ
い
て
、
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
（
平
2
4
法
6
5
）

附
則
２
条
４
項
に
基
づ
き
、
同
法
の
施
行
後
５
年
を
目
途
と
し
て
行
う
検
討
の
際
に
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と

き
は
、
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
。

事
務
連
絡
発
出
済
み

家
庭
的
保
育
事
業

等
の
連
携
施
設
の

確
保
に
関
す
る
要
件

の
明
確
化

家
庭
的
保
育
事
業
等
に
は
卒
園
後
の
受
入
先
と
な
る
連
携
施
設
の
確
保
が
必
要
で
あ
る
が
、
認
可
時
に
そ

う
し
た
連
携
施
設
を
確
保
で
き
な
い
場
合
は
、
卒
園
児
に
関
す
る
市
町
村
の
利
用
調
整
等
で
利
用
乳
幼
児
の

卒
園
ま
で
に
受
入
先
と
な
る
連
携
施
設
を
確
保
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
旨
を
明
確
化
す
る
こ
と
に
よ
り
、
家

庭
的
保
育
事
業
等
へ
の
事
業
者
参
入
の
促
進
に
資
す
る
。

事
務
連
絡
発
出
済
み

病
児
保
育
事
業
の

職
員
配
置
要
件
に

係
る
特
例
措
置

離
島
・
中
山
間
地
等
の
市
町
村
に
お
い
て
、
利
用
児
童
数
が
２
名
以
下
の
場
合
に
は
、
一
定
の
研
修
を
受

け
た
看
護
師
１
名
及
び
緊
急
に
対
応
可
能
な
看
護
師
１
名
の
配
置
で
対
象
と
な
る
よ
う
国
庫
補
助
要
件
の
特

例
措
置
を
設
け
る
こ
と
に
よ
り
、
病
児
保
育
実
施
地
域
の
拡
大
に
資
す
る
。

平
成
2
9
年
度
か
ら
の

実
施
に
向
け
対
応
中

延
長
保
育
事
業
等
と

放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ

を
合
同
で
実
施
す
る

場
合
の
特
例
措
置

延
長
保
育
事
業
（
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
5
9
条
２
号
）
又
は
一
時
預
か
り
事
業
（
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法

5
9
条
1
0
号
及
び
児
童
福
祉
法
６
条
の
３
第
７
項
）
の
定
員
に
空
き
が
あ
り
、
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
（
児

童
福
祉
法
６
条
の
３
第
２
項
）
（
対
象
児
童
が
少
人
数
の
場
合
に
限
る
。
）
と
合
同
で
実
施
す
る
場
合
に
つ
い
て
、

双
方
の
事
業
の
安
全
面
、
衛
生
面
等
に
配
慮
し
た
上
で
の
職
員
配
置
基
準
の
特
例
措
置
等
の
事
業
の
合
同

実
施
に
係
る
要
件
を
検
討
し
、
平
成
2
8
年
度
中
を
目
途
に
結
論
を
得
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
必
要
な
措
置

を
講
ず
る
。

平
成
2
9
年
度
か
ら
の

実
施
に
向
け
対
応
中

家
庭
的
保
育
事
業

等
に
お
け
る
給
食
の

外
部
搬
入
事
業
者

の
拡
大

家
庭
的
保
育
事
業
等
に
お
け
る
給
食
の
外
部
搬
入
を
行
う
場
合
の
搬
入
施
設
（
同
省
令
1
6
条
２
項
）
に
つ

い
て
は
、
公
立
保
育
所
に
お
け
る
給
食
の
外
部
搬
入
に
関
す
る
平
成
2
8
年
度
の
構
造
改
革
特
別
区
域
推
進

本
部
評
価
・
調
査
委
員
会
の
評
価
も
踏
ま
え
、
連
携
施
設
（
同
項
１
号
）
、
同
一
又
は
関
連
法
人
が
運
営
す
る

事
業
所
等
（
同
項
２
号
）
及
び
共
同
調
理
場
等
（
同
項
３
号
）
以
外
の
事
業
者
か
ら
の
搬
入
を
行
う
こ
と
に
つ
い

て
検
討
し
、
平
成
2
8
年
度
中
に
結
論
を
得
る
。
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
。

今
後
、
構
造
改
革
特

別
区
域
推
進
本
部
に

お
け
る
議
論
を
踏
ま
え
、

検
討
・
対
応
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保育所・幼稚園・認定こども園等に係る実態調査等の中間集計の状況について

１．調査の概要

（１）目的
本年６月に閣議決定された「ニッポン一億総活躍プラン」の記載等を踏まえ、保育所等の給与実態

等を把握し、これまで行ってきた処遇改善策の効果の検証等を行うもの。

（２）調査対象
保育所、幼稚園（※）、認定こども園等

（※）私立幼稚園については、子ども・子育て支援新制度に移行した園のみ

（３）抽出方法
層化無作為抽出法により抽出

（４）調査項目
①保育所等の職員の配置・給与の状況
②保育所等の職員の処遇改善の状況（給与の年度間比較） 等

（５）回収状況（１０月２１日時点）

※実態調査：保育所等の職員の配置・給与の状況について平成２８年３月時点で調査

※処遇改善調査：保育所等に在籍する職員のうち、２４年度末（幼稚園等は２６年度末）と２７年度末ともに在籍している職員の賃金の状況について調査

第29回子ども・子育て会議・第32回基準検討部会（H28.12.5）提出資料

私立 公立

常勤 非常勤 常勤 非常勤

換算
人員

１人当たり
給与

平均
勤続
年数

換算
人員

１人当たり
給与

平均
勤続
年数

換算
人員

１人当たり
給与

平均
勤続
年数

換算
人員

１人当たり
給与

平均
勤続
年数

人 円 年 人 円 年 人 円 年 人 円 年

１ 施設長 1.0 523,885 25.3 0.0 280,326 10.3 1.0 513,178 27.5 0.0 213,713 3.8

２ 保育士 12.5 263,513 9.6 2.7 152,842 7.0 11.0 286,911 10.1 2.3 152,188 5.1

３ 主任保育士 1.0 374,449 19.8 0.0 83,662 16.0 1.0 442,686 21.7 0.0 175.924 12.3

４ 保育補助者 0.2 194,137 3.6 0.5 147,948 4.8 0.2 182,890 6.0 0.6 151,985 3.9

５ 調理員 1.5 245,005 9.4 0.6 143,745 5.6 1.3 268,535 11.0 0.5 138,108 4.9

６ 栄養士 0.4 289,324 8.2 0.0 153,083 2.2 0.2 328,602 8.9 0.1 184,606 3.5

７ 看護師（保健師・助産師）・准看護師 0.3 299,808 9.4 0.1 185,983 5.2 0.2 301,458 9.5 0.0 168,908 5.3

８ うち、保育業務従事者 0.1 298,636 11.7 0.0 157,802 4.3 0.1 288,095 9.2 0.0 138,442 2.1

９ 事務職員 0.6 306,353 10.3 0.1 155,063 6.4 0.1 320,496 7.9 0.0 143,370 3.2

10 その他 0.2 324,280 14.0 0.2 124,741 6.1 0.2 259,087 11.5 0.2 141,872 4.5

施設数 ６２７か所 ２０９か所

※「換算人員」は、職員が勤務した１週間の勤務時間を、施設が定める１週間の勤務時間（所定労働時間）で除した数値。
※「１人当たり給与」の金額は、平成28年3月分の月額給与。常勤職員の給与には、月額給与の他、平成27年度分の賞与の1/12が含まれる。
※「常勤」・・・・・・施設で定めた勤務時間（所定労働時間）のすべてを勤務する者。ただし、１日６時間以上月20日以上勤務している非常勤職員は

「常勤」に含めて計上。
※「非常勤」・・・・常勤職員以外の従事者。
※「平均勤続年数」は、現に勤務している施設だけでなく、過去に勤務していた保育所等における勤続年数も含めて算定。

２．中間集計の概要（保育所）

（１）職種別職員１人当たり給与月額
○ 保育士（常勤）の１人当たり給与（賞与込み）は、私立保育所が月額２６万３，５１３円（平均勤続年数９．６
年）、公立保育所が月額２８万６，９１１円（平均勤続年数１０．１年）となっている。
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集計
人数

平均
年齢

平均
勤続
年数

私立（常勤＋非常勤）

基本給及び手当 一時金
「基本給及び手当」＋

「一時金/12」

24年度 27年度 差引 改善率 24年度 27年度 差引 改善率 24年度 27年度 差引 改善率

人 歳 年 円 円 円 円 円 円 円 円 円

１ 施設長 738 60.2 27.0 403,648 425,345 21,697 5.4% 1,269,889 1,438,607 168,718 13.3% 509,472 545,229 35,757 7.0%

２ 保育士 7,924 36.5 12.6 208,064 226,680 18,615 8.9% 559,435 768,912 209,477 37.4% 254,684 290,756 36,072 14.2%

３ 主任保育士 739 50.2 25.7 292,068 318,557 26,490 9.1% 884,887 1,119,337 234,450 26.5% 365,808 411,835 46,027 12.6%

４ 保育補助者 38 48.6 10.8 174,315 183,837 9,523 5.5% 313,568 529,843 216,275 69.0% 200,445 227,991 27,546 13.7%

５ 調理員 629 44.7 13.2 193,053 208,044 14,991 7.8% 553,488 699,846 146,358 26.4% 239,177 266,364 27,188 11.4%

６ 栄養士 296 37.2 12.4 231,578 250,440 18,861 8.1% 664,136 884,442 220,306 33.2% 286,923 324,143 37,220 13.0%

７ 看護師（保健師・助産
師）・准看護師

148 47.0 14.1 241,293 250,187 8,894 3.7% 678,396 861,272 182,877 27.0% 297,826 321,960 24,134 8.1%

８ 事務職員 338 48.0 13.4 233,071 254,486 21,416 9.2% 748,162 972,459 224,297 30.0% 295,417 335,525 40,107 13.6%

９ その他 102 53.8 15.7 265,095 291,574 26,480 10.0% 599,289 753,876 154,586 25.8% 315,035 354,297 39,362 12.5%

合計 10,952 40.7 14.8 231,079 250,349 19,270 8.3% 649,473 853,253 203,780 31.4% 285,202 321,453 36,251 12.7%

※平成27年度に処遇改善等加算（賃金改善要件分）を適用している施設が対象。
※平成25年3月末日及び平成28年3月末日のともに勤務している職員のみの給与等について集計。
※「基本給及び手当」は平成25年3月分及び平成28年3月分の支給額。
※「一時金」は平成24年度及び平成27年度の１年度間に支給した合計額。

（２）職種別職員の賃金改善状況

＜私立保育所＞

○ 全体（「基本給及び手当」＋「一時金／１２」）の改善率は、７％以上となっている。
○ 全職種において、「一時金」の改善率が「基本給及び手当」の改善率を大幅に上回っている。

（参考）公立保育所

集計
人数

平均
年齢

平均
勤続
年数

公立（常勤＋非常勤）

基本給及び手当 一時金
「基本給及び手当」＋

「一時金/12」

24年度 27年度 差引 改善率 24年度 27年度 差引 改善率 24年度 27年度 差引 改善率

人 歳 年 円 円 円 円 円 円 円 円 円

１ 施設長 32 56.4 26.3 384,649 413,258 28,609 7.4% 1,179,970 1,410,366 230,396 19.5% 482,979 530,789 47,809 9.9%

２ 保育士 374 35.0 10.9 218,232 242,499 24,267 11.1% 564,988 752,321 187,332 33.2% 265,314 305,192 39,878 15.0%

３ 主任保育士 37 45.8 21.5 296,668 319,176 22,508 7.6% 952,234 1,176,517 224,283 23.6% 376,021 417,219 41,198 11.0%

４ 保育補助者 － － － － － － － － － － － － － － －

５ 調理員 22 42.8 12.1 191,844 206,589 14,745 7.7% 483,163 747,480 264,317 54.7% 232,108 268,879 36,771 15.8%

６ 栄養士 10 33.6 9.3 198,070 216,881 18,811 9.5% 474,323 680,957 206,633 43.6% 237,597 273,627 36,030 15.2%

７ 看護師（保健師・助産
師）・准看護師

－ － － － － － － － － － － － － － －

８ 事務職員 15 46.5 12.5 282,649 305,858 23,208 8.2% 328,807 495,504 166,696 50.7% 310,050 347,150 37,100 12.0%

９ その他 － － － － － － － － － － － － － － －

合計 500 38.6 13.4 238,728 262,071 23,343 9.8% 631,503 827,979 196,476 31.1% 291,353 331,069 39,716 13.6%

※平成25年3月末日及び平成28年3月末日のともに勤務している職員のみの給与等について集計。
※「基本給及び手当」は平成25年3月分及び平成28年3月分の支給額。
※「一時金」は平成24年度及び平成27年度の１年度間に支給した合計額。
※集計人数が一桁の職種は「－」としている。
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私立保育園の耐震化率の状況

平成２６年１０月１日現在

全国私立保育園

耐震化率

（84.9%）
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私立保育園の耐震診断実施率の状況

平成２６年１０月１日現在

全国私立保育園

耐震診断実施率

（59.2%）
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公立保育園の耐震化率の状況

平成２６年１０月１日現在

全国公立保育園

耐震化率

（80.8%）
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公立保育園の耐震診断実施率の状況

平成２６年１０月１日現在

全国公立保育園

耐震診断実施率

（77.8%）
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保育園の耐震化率の状況
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耐震化率

（83.3%）
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保育園の耐震診断実施率の状況

平成２６年１０月１日現在

全国保育園

耐震診断実施率

（69.1%）
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緊急防災・減災事業について

地方公共団体が、引き続き喫緊の課題である防災・減災対策に取り組んでい
けるよう、平成２９年度については５，０００億円を計上。

１．対象事業

災害に強いまちづくりのための事業、災害に迅速に対応するための情報網
の構築及び地域の防災力を強化するための施設の整備などの地方単独事業等

（１）災害に強いまちづくりのための事業
① 地域防災計画上の避難所とされている公共施設や災害時に災害対策の
拠点となる施設等の耐震化

② 津波対策の観点から移転が必要な災害対策の拠点となる施設等の移転
③ 指定避難所における避難者の生活環境の改善のための施設（空調
・Wi-Fi等） の整備

④ 災害時要支援者対策のための社会福祉施設の耐震化 など

（２）災害に迅速に対応するための情報網の構築
① 全国瞬時警報システム（Jアラート）の新型受信機の導入・情報伝達手段の多
重化

② 消防の広域化又は共同化に伴う高機能消防指令センターの整備

③ 防災行政無線のデジタル化 など

（３）地域の防災力を強化するための施設の整備
① 防災の拠点となる施設（地域防災センター等）の整備
② 津波からの避難路・避難階段、津波避難タワーの整備
③ 消防団の機能強化のための整備（救助資機材搭載型車両等） など

２．財政措置

（１）地方債の充当率１００％
（２）交付税措置 元利償還金について、その７０％を基準財政需要額に算入

３．事業年度

平成２９年度から平成３２年度まで

※総務省資料を元に、厚生労働省において作成
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１人でも乳幼児を保育する（預かる）事業を行う皆様へのお知らせ

これまでは１日に保育する乳幼児の数が６人以上の認可外保育施設

や認可外の訪問型保育事業（いわゆるベビーシッター事業）を行う場合

に、原則、届出が必要でしたが、平成28年４月（※１）以降は１日に保育
する乳幼児の数が１人以上の場合に、届出が必要となります。（ただし、

臨時に設置される場合等は除きます。）

※１ 都道府県知事等への届出は、平成28年１月から受け付けています。

○届出先

・個人のベビーシッター

→お住まいの都道府県（※２）
・ベビーシッター事業者

→事業所が所在する都道府県（※２）
※２ 指定都市・中核市の場合は、指定都市・中核市に届出してください。

○届出先

・個人のベビーシッター

→お住まいの都道府県（※２）
・ベビーシッター事業者

→事業所が所在する都道府県（※２）
※２ 指定都市・中核市の場合は、指定都市・中核市に届出してください。

○届出対象となる１日に保育する乳幼児の数

６人以上 改正 １人以上

都道府県知事等への届出が
必要になります！

なお、既に届出をしていても、子どもの預かりサービスのマッチングサイトを活

用して事業を実施している方は、平成28年４月（※１）以降、利用しているマッチ

ングサイトのURLを届け出る必要があります。

YDWNH
テキストボックス
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認可外保育施設指導監督基準に、認可外保育施設及び認可

外の訪問型保育事業者は、「保育従事者の人間性及び専門性

の向上に努めること」とされております。保護者が安心して子ど

もを預けられるように積極的に研修を受講し、保育従事者の質

の向上に努めることが必要です。

認可外の訪問型保育事業や１日に保育する乳幼児の数が５

人以下の認可外保育施設は、研修の受講状況も届出事項です。

併せて

定期的に研修を受けま
しょう！

※研修の受講については、届出先の都道府県等に御相談くださ

い。（研修の例：居宅訪問型保育研修、子育て支援員研修等）

※研修の受講については、届出先の都道府県等に御相談くださ

い。（研修の例：居宅訪問型保育研修、子育て支援員研修等）
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【
概
要
】

認
可
外
保
育
施
設
・
事
業
に
お
け
る
都
道
府
県
又
は
市
町
村
へ
の
届
出
・
報
告
等
に
係
る
手
続
き
の
利
便
性
を
高
め
、
施
設
・
事
業
者
か
ら
の
設
置
の
届
出
等
を

促
し
、
あ
わ
せ
て
、
都
道
府
県
又
は
市
町
村
に
お
け
る
事
務
負
担
の
軽
減
を
図
る
。

【
実
施
主
体
】

都
道
府
県
、
指
定
都
市
、
中
核
市
又
は
市
町
村

【
補
助
率
】

国
3
／
4

都
道
府
県
、
指
定
都
市
、
中
核
市

１
／
4

（
都
道
府
県
か
ら
市
町
村
に
権
限
委
譲
し
て
い
る
場
合
）

国
３
／
４

都
道
府
県

１
／
８

市
町
村

１
／
８

【
補
助
基
準
額
】

１
自
治
体
当
た
り

4
0
,0
0
0
千
円

都
道
府
県
又
は
市
町
村

届
出
等
シ
ス
テ
ム

の
導
入

○
シ
ス
テ
ム
の
構
築

○
届
出
、
運
営
状
況
報
告

等
の
情
報
の
集
約

IC
T化
に
よ
り
、
届
出
等
手
続
き
の
負
担
減

【
厚
生
労
働
省
】

費
用
の
補
助

届
出
等
業
務
効
率
化

に
よ
る
指
導
の
強
化

保
育
施
設
・
事
業
の
届
出
に
伴
う
Ｉ
Ｃ
Ｔ
化
推
進
事
業

認
可
外
保
育
施
設

認
可
外
の
居
宅

訪
問
型
保
育
事
業

（
ベ
ビ
ー
シ
ッ
タ
ー
）

書
類
作
成
効
率
化
に
よ
る

保
育
環
境
の
改
善

基
本
情
報
の

提
供

施
設
・
事
業
の

実
態
把
握

（
平
成
2
9
年
度
予
算
案
保
育
対
策
総
合
支
援
事
業
費
補
助
金
3
9
4
.8
億
円
の
内
数
）

新
規
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